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【事務局発言者】 

廿枝 幹雄 JBIC 開発業務部企画課長 

杉本 聡 JBIC 環境審査室第二班課長 

熊代 輝義 JICA 審査室準備室次長 

渡辺 泰介 JICA 審査室準備室環境社会配慮審査第一課長 

 

【事務局以外の JICA・JBIC 発言者】 

中澤 慶一郎 JBIC 開発業務部次長 

植嶋 卓巳 JICA 企画部次長 

 

 

午後２時０３分 開会 

 

開   会 

 

○原科座長 それでは、そろそろおそろいですので始めたいと思います。 

 本日は第１６回でございます。２９日に第１７回までやりまして区切りをつけたいと考

えております。そこで、きょうは予定時間は４時間でございますが、若干長目になるかも

しれません。いろいろ御出席いただく方の御都合がございまして、後半の方で情報提供し

ていただくようなことがございますので、結果的に少し長引くかもしれません。 

 

議   題 

（１）論点に関する議論 

  

○原科座長 では、残された論点で、協力準備調査のこともございますが、これも後半で

ということになりますので、まず緊急時の対応、１２ぺージに参ります。 

 「緊急時の措置」ということで、９でございます。 

 「緊急を要する場合とは、自然災害の復旧や紛争後の復旧支援などで、緊急性が高くガ

イドラインに従った環境社会配慮の手続きを実施する時間がないことが明らかな場合をい

う。ＪＩＣＡは、早期の段階においてカテゴリ分類、緊急の判断と実施する手続きを審査
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諮問機関に諮問する。また、審査諮問機関の検討結果と協カ事業の結果を情報公開する」、

これがＪＩＣＡの規程でございます。緊急時の判断ということで、審査諮問機関が関与す

ることで速やかに判断をしてもらうという形になっております。 

 これに対する御意見でございます。お手元のように福田委員から御意見をいただいてお

ります。御説明いただけますか。 

○福田委員 これは以前にもお話ししたのですが、現行ガイドラインに沿って話をするこ

とは余り意味がないかなと思っておりまして、新しいＪＩＣＡの中で、緊急時の措置とい

うか、今回出していただいたガイドラインをそのまま遵守して手続を進めることが困難な

場合というものについて、今回出していただいたので、これらについてどのような手続を

要すればいいのかということをここで考えたらいいのかなと思っております。そういう意

味では、この紙に私が書かせていただいた論点というのは…… 

○原科座長 どれになりますか。１６－１－２ですか。 

○福田委員 論点表ですね。論点表に書かせていただいた内容自体は、新ＪＩＣＡのこと

を考えると余り意味がない話になってしまっています。 

 それで、いただいた「緊急時の措置として想像される例」、これは２点挙げていただい

たのですが、どういうことがあるのかということについて１つずつ御説明いただきたいの

と、「例」と書いてあるのですが、これ以外に何かあり得るということがここでインプリ

ケーションとしてあるのかどうかということを御説明いただければと思います。 

○原科座長 それでは、１６－１－２で例を示していただきましたが、御説明いただけま

すでしょうか。 

○事務局（渡辺） それでは、資料１６－１－２でございます。緊急時の措置として想像

される例として書きました。例として書きましたけれども、これ以外に何かこういうもの

が想定されるだろうというものは、内部でも検討したのですけれども、特段見当たらなか

ったところでございます。 

 １番目のポツにあります「開発計画調査型技術協力で、事前調査を行わない場合」、こ

れは現状でも開発調査で事前調査を行わない場合が既にございます。 

 ２番目に書きました例は、今までの実績としてはないのですけれども、あり得るかもし

れないということで書いたものでございます。技術協力プロジェクトでどういう活動を行

うかというのは事前調査の段階で決めているわけですけれども、特に災害復旧支援の場合

だと急いでスタートする必要があるということで、活動の一部が実施段階になって具体的
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になる場合があり得るかなと思っております。技術協力プロジェクトの場合、いわゆる訓

練とかそういったものが主でございますので、現状でもカテゴリＣがほとんどで、カテゴ

リＢが若干あるという程度ですけれども、場合によっては、例えば災害復興住宅をつくる

というようもので、そういった要員を訓練して住宅をつくれるようになるためにモデル住

宅的なものを実際につくってみるということはあり得るかなと。そうすると、モデル住宅

をつくるということは事前に決められても、どの場所で何個ぐらいつくるか決めるのは後

からというケースはあり得るかなということで書かせていただいております。 

 以上です。 

○原科座長 ありがとうございました。 

 どうぞ、福田委員。 

○福田委員 ガイドラインに何を書くべきかという議論もあるのですが、その前に今の御

説明について若干質問させてください。 

 １つは、「開発計画調査型技術協力で、事前調査を行わない場合」というのがあります。

実はこの事前調査というのが何を指しているのかというのがわからないというのがありま

す。現在の開発調査では、開発調査の内容についてＴＯＲを詰めるために、事前調査とい

う形で調査団が現地に派遣されＴＯＲを作成するというプロセスが踏まれているわけです。

このようなやり方は協力準備調査では行われないとお伺いしているのですが、１０月以降

は、開発計画調査型技術協力として行われる場合には同じように事前調査があるのかどう

かということが１点です。 

 もう１点は、そもそもこの開発計画調査型技術協力というものの中で想定される調査と

いうのはどういうものかということについて、以前、若干御説明いただいたと思います。

そこでは、例えば公共事業計画のマスタープランづくり、どういうプライオリティをつけ

ていくというような調査であったり、相手国政府の公共政策形成の支援であったり、そう

いったものが開発計画調査型技術協力として今後行われていくとお伺いしています。そう

すると、こういう調査について緊急に行わなければいけないということがあり得るのかな

というのはちょっとイメージがわかないのです。現在の開発調査であれば、とにかく建物

をつくらなくてはいけない、そのために開調をとにかく今かけたいということで幾つか、

例えば紛争後の国なんかで緊急時の措置として開発調査が行われた例が紹介されていまし

たけれども、今回新しくこの開発計画調査型技術協力というスキームで行われるものはそ

ういったものとはまた違ってくると思うのです。そういう中でこれがどのように緊急なの
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かということについて御説明いただければと思います。緊急なのかというか、緊急時とし

てガイドラインの手続を飛ばす必要が出てくるのかということについて御説明していただ

ければと思います。 

○原科座長 では、今の点、どうぞ。 

○事務局（渡辺） 開発計画調査型技術協力で現在の開発調査と同じように事前調査を行

うのかどうかということでございますけれども、これはまだ内部で検討中のところがござ

います。現状では原則として事前調査が行われているわけですけれども、必ずしも調査団

を出すような形で事前調査を行う必要があるのかどうか、これは事前調査を前提とするの

かどうかというところはまだ検討中のところがございます。 

 ２点目の緊急時の措置に該当するような場合があるのかという点でございますけれども、

既に実績としましても、パキスタンの例だったと思うのですけれども、地震が起こって、

その後の災害復旧のマスタープランを緊急時の措置としてつくるといったような例はあり

ますので、そういった場合はあり得るかなと考えております。 

○原科座長 よろしいですか。 

○福田委員 ありがとうございます。御説明がクリアになったと思います。 

 それで、ガイドラインの中にこれをどう盛り込んでいくのかということなのですが、１

つは、実際に開発計画調査型技術協力についてどのようなガイドラインを設けるのかとい

う点については、実はこの委員会では議論されていないのですね。恐らく現行のＪＩＣＡ

のガイドラインのようなものをそのままスライドさせるのかなというあいまいなイメージ

でもってこれまで放置されてきて、きちんと議論がされていないということがあると思い

ます。私が現行ガイドラインの手続を見ていて思っていたのは、１つは、何を省略するの

かというのはできればガイドラインにきちんと書いた方がいいのではないかという点であ

ります。現在のガイドラインは、先ほど座長から御紹介がありましたが、具体的にどこを

すっ飛ばすのかということについては、実はこのガイドラインには書いていないというこ

とがあります。現行のガイドラインの運用上は緊急時の措置についてはすべて事前の調査

を省略するという形で緊急時の措置がとられたということは既に運用実態確認の中で御説

明があったので、そのような形である程度明確にできるのであれば、何を飛ばすのかとい

うことはガイドラインの中に書いた方がいいのかなと思います。 

 もう１つは、これは既に私から論点として出させていただきましたが、そもそもカテゴ

リＡの案件が緊急時の措置として想定しがたいということはあるのですが、しかしカテゴ
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リＡに分類されるような案件については、緊急時の措置というもの、ガイドラインの手続、

環境社会配慮に関する手続を省略して実施を決定することは不適切ではないかと思います

ので、その点はガイドラインに明記した方がいいのかなと思っています。 

○原科座長 今の件に対して御意見ございますでしょうか。今のガイドラインの規程では、

さっきのような対応についてもケース・バイ・ケースでやられるような形になりますけれ

ども、福田委員はその場合には、どこを飛ばすかという手続を省略する範囲もあらかじめ

決めておいた方がいいという御提案ですね。それから、カテゴリＡ案件に関してはその対

象外にするという２つございました。いかがでしょうか。 

 フロア、どうぞ。 

○一般参加者（満田） 地球・人間環境フォーラムの満田です。 

 緊急時の措置に関しては私もおおむね福田委員の御意見に同じなのですが、もしこのペ

ーパー、１６－１－２、今、渡辺さんから御紹介のあった想像される例ですね、これに限

られるようであれば、これについても明記された方がいいのではないかと思っております。

これは２つとも技術協力プロジェクトなわけですが。 

 もう１つ確認したいのは、緊急時の措置として何かが省略される案件が例えば円借款な

り無償資金協力につながっていくようなものの何かの手続が省略されることがないのです

よねということを１点クリアにさせていただきたいと思います。 

 提案といたしましては、この緊急時の措置として想定されるケースを列記したらどうで

しょうという提案です。 

○原科座長 この例では技協だけですけれども、必ずしもこれだけとは限らないようにも

思います。いかがでしょう、皆さん、御意見は。 

○福田委員 私からこういう話をするのも何ですが、逆に協力準備調査を始める段階でこ

のような手続をしてくださいということをこちらから御提案しているところではあるので

すが、実際に、例えば災害復興なんかのためのプロジェクトを形成するために協力準備調

査をかけるというようなことは出てくるのかなと思って、そういう際に緊急時の措置の対

象としなくてはいけないというようなことは、何となくぱっと考えるとあり得るのかなと

は思うのですが、その辺はいかがでしょうか。 

○事務局（渡辺） 緊急時の措置といいますか、災害復興のためにできるだけスピーディ

に準備を進める必要があるというケースはあり得るかと思っておりますけれども、資金協

力の場合に審査の一部が省略できるということは余り想定しておりません。そういう意味
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では、緊急時の措置だから審査の一部が省略されるということはないだろうと、つまり審

査は審査としてしっかりやるということではないかと思っております。 

○原科座長 ということは、今の資金協力は省略しないということで書いておいた方がい

いのかな。技協の場合は緊急時の措置をとり得ると、そんな感じでしょうか。 

○事務局（渡辺） 事務局としてもまだ検討中でございますけれども、緊急時の措置につ

いて、必要なところにばらばらと分けて書くのか、まとめて書くのか、あるいはこういう

例外的なケースだけ書くのか、あるいは何々はしない的なことまで書くのか、そこはさら

に検討が必要な点かなと思っております。 

○原科座長 委員会としてはどうしましょう。 

○清水委員 済みません、念のため伺いたいのですけれども、円借款の方でもスリランカ

の津波の復興等を支援していたかと思うのですけれども、そのときにもしっかりと、緊急

時の措置というような対応はＪＢＩＣのガイドラインには書かれていなかったと思います

が、普通どおり審査を行ったということでしょうか。 

○事務局（杉本） 今御紹介いただいきましたものについては、特に何かを省略するとい

うことは行っておらず、環境社会配慮も含めて通常どおりのプロセスでやっております。 

○原科座長 ということであれば、緊急時の措置というのは技協に関してそういうことが

行い得るというような感じでまとめた方がいいと思います。よろしいでしょうか。この論

点は今のでいいですか。対象はそういうことにしまして、もう１つ、カテゴリＡ案件の扱

い。これは実際は技協ではほとんどないですね。だから、これでいいのかな。技協を対象

にするということで。 

 どうぞ。 

○一般参加者（満田） 地球・人間環境フォーラムの満田です。 

 申しわけありません。緊急時の措置に関して技協に限るというようにおっしゃって、確

かにこの１６－１－２は２つとも技協ではあるのですが、まだ決着がついていない協力準

備調査に関連した提案をいろいろとＮＧＯサイドから協力準備調査の手続的な提案をさせ

ていただいているのです。今の段階でおおむね技協、この２点ということにしておいても

結構だと思うのですが、私が提案したいのは、手続的な話がある程度明らかになった段階

で緊急時の措置に含める部分について再度戻ることもあり得るのかなという、そこだけ確

認したかったのです。つまり、手続的な話がまだ片がついていないところがありますので、

緊急時の措置というのは手続に関する一部省略化もありという話だと思いますので、そこ
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ら辺は場合によっては再度俎上に上がることもありかなということを御提案させていただ

きたいと思います。 

○原科座長 今の御意見いただきましたけれども、委員の皆さん、どうでしょうか。言い

方としては、とりあえず技協というよりもむしろ資金協力につながらないものと言った方

がいいのかな。その方が趣旨としては正確ですかね。この協力準備調査はいろいろなもの

が入ってきているから、技協と言ってしまうとちょっとまずいのかな。協力準備調査の中

で資金協力につながるものがたくさんあるわけでしょう。それは別だと、そういう言い方

の方がいいのですかね。どうでしょう。 

○福田委員 恐らくこの緊急時の措置という規程は原則に対する例外を定めているもので

あって、そもそも今原則が固まっていないので例外について議論するのは困難だというこ

とで、ある程度原則たるガイドラインの普通のフローがまとまった段階でもう一回議論し

ましょうねという、そういう御提案ですよね、満田さん。 

○一般参加者（満田） そうです。 

○福田委員 それは私もそのとおりだと思います。 

○原科座長 ほかの方はそれでいいですか。では、とりあえずそういうことにしておきま

しよう。原則が決まった段階でもう一回議論し直すということにいたします。 

 「緊急時の措置」は今のような扱いでよろしいでしょうか。ほかに何かございますか。

それでは、これは一応一区切りついたということにします。 

 ２つ目、先住民族関連。２７ぺージ、２８ぺージです。 

○福田委員 済みません、前回の続きなので協力準備調査に関する議論を先にした方がい

いかなと思ったのですけれども、いかがですか。 

○原科座長 私もそんな気がしているのですけれども、御説明の方がそろわないので、ち

ょっとおくれると聞いたものですから、もうちょっと後で。 

○事務局（渡辺） 協力準備調査の担当をしている者が後から参る予定でございますので、

その段階で議論をお願いできればと思っております。 

○原科座長 よろしいですか。そのようなことになります。後というのはどのぐらいです

か。 

○事務局（渡辺） ３時半ぐらいになります。 

○原科座長 では、１時間ぐらい後にしましょう。 

 では、次に進んでよろしいでしょうか。先住民族関連になります。２７ぺージ、２８ぺ
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ージです。３「先住民族」。よろしいですね。 

○福田委員 「先住民族」のところの議論は前回何か中途半端な感じで始めてしまったの

ですが、改めてＮＧＯ側の提案の趣旨を御説明するところから始めさせていただければと

思います。 

○原科座長 では、そういう御希望ですので、そのようにいたしましょう。 

 どうぞ。 

○一般参加者（木村） 市民外交センターの木村です。前回順番が回ってきていたような

のですけれども、海外出張中でして都合をつけられずに申しわけありませんでした。 

 それでは、前回少し議論も入ったようですし、あとは皆さん読んできていただいている

と思いますので、本当に簡単に、特に重要と思われる…… 

○原科座長 しっかり御説明してください。記録に残らないといけないので。読んでいる

はずだというのは頭の中だけで、みんなが聞いていないのはよくないですからね。 

○一般参加者（木村） それでは、しっかり御説明させていただきたいと思います。 

 まず①の「依拠すべき国際条約・宣言と基本原則」のところですが、ここで一番重要な

ポイントは先住民族の権利に関する国連宣言、これが昨年の９月、ちょうど１年前に国連

において採択されまして、日本政府も賛成票を投じたということですし、これを一番初め

にガイドラインに記入する際に、「国際的な宣言」というのはもともとこの宣言が近々採

択されるということを想定して入れた文言ですので、一体どういった基準をここで考えて

いるのかということを明確化するためにも、特に宣言に関してはきちんと明記することが

必要なのではないかと思いまして、提案しました。ＩＬＯ１６９号条約に関しても同様で

す。さらに、その宣言の内容、先住民族の権利に関して特に開発に関連して重要なものは

その後段の部分となるのではないかとことで、これを少し書き込んではどうかなという提

案です。 

 次に②のところ、その宣言の中でも特に開発に関して先住民族の権利として重要なもの

として、「自由で事前の十分な情報を得た上での合意」という原則があります。これは現

在のガイドラインにも、「十分な情報に基づいて先住民族の合意が得られるよう努めなけ

ればならない」と、「十分な情報」という部分、Informed Consent という部分はもう入

っているかと思うのですけれども、さらにその後、これはまだその当時発展中の議論だっ

たものでして、「自由で事前の」という部分がつけ加えられました。国家権力などによる

強制力であったりとか、あるいはきちんとした情報が事前に知らされていないといったこ
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とを避ける、要するにきちんとした合意をとることが必要であるということを述べた部分

であります。これも宣言にこのように明記されていますが、宣言でそういった近年発展し

てきた考え方が反映されていますので、今回こちらも反映するべきではないかと思いまし

て、御提案させていただきました。 

 ③「先住民族への配慮に関する計画」ですが、これは恐らく提案の当初は、こういった

先住民族に関する項目が入れば、計画などどういったことをやっているのかということも

当然公開されるのではないかという期待のもとにあったと思うのですけれども、実際実施

された時点でそういったことではないということで、むしろこちらが拍子抜けした部分で

はないかと思います。基本的には世銀、ＡＤＢなどがやっているように、特に先住民族に

関する計画というものを公表する必要があるのではないかという提案です。特にその中で、

何のための計画なのかというと、もし土地権・資源権を初めとする諸権利に影響があるよ

うなプロジェクトの場合は、それを評価し、あるいは回避、最小化、緩和し、その開発に

おける影響を受ける以前の生活を回復する、それを考えるための計画ということです。ま

た、協議というのが上に入ってきていますけれども、原則として明記される部分というの

は上で御提案した合意の方で、協議というのはそれを達成するため、もしくはこういった

計画を作成する際に、ではどういったことをやるのかというところの手段の部分であると

考えましたので、協議というのはこちらの計画をつくる際にやるプロセスとして考えてい

ただければいいのではないかと思っております。 

 とりあえず私からは以上です。 

○原科座長 ありがとうございました。御提案の趣旨を御説明いただきました。 

 現行のガイドラインの記載は、お手元の資料の２７ぺージ、２８ぺージにございますけ

れども、左側の欄になります。依拠すべき国際条約・宣言と基本原則、これを明記するべ

きだということでございまして、今はそういう形にはなっておりません。それから、「自

由で事前の十分な情報を得た上での合意」、Free, Prior and Informed Consent という表

現が最近使われますけれども、そのことも明記してもらいたい。それから、先住民族への

配慮に関する計画を文書として公表する、そのために必要な協議はもちろんやっていただ

く。そのようなことで、もうちょっとそういう具体的な内容も記載してもらいたいという

ことでございます。 

 以上の御意見に対して、いかがでしょうか。私はおおむねそんなにおかしくないという

感じを持ちましたけれども、いかがでしょう。よろしいですか。では、委員会としてはそ
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ういうことにいたします。 

 何かございますか。 

○事務局（杉本） インプットという言葉がいつ来るかと待っておりまして、補足をさせ

て頂きたいのですが宜しいでしょうか。 

○原科座長 失礼しました。ではインプットをお願いします。 

○事務局（杉本） 申しわけありません。ＪＪということで書かせていただきました件に

つきまして私から補足で説明させていただきます。 

  まず、①、②、③とありますところ一個一個ではなくて、すべてにかかってしまうよ

うな形になるかもしれませんが、御容赦ください。全体的な方向性としまして、主に①の

ところで御意見をいただいておりまして、この方向性に関しては私どもも基本的には同じ

だということで考えております。ですので、今、私どものガイドラインの中で書いており

ますことも方向性としてはそういった形で書いていると考えておりまして、あとはこれを

いかに肉づけしていくかということであると考えております。具体的にこのガイドライン

が施行された後、例えば世銀のＯＰ４．１６に該当するようなケースが円借款であったか

と申しますと、補足調査等々でも説明させて頂いたように、真正面からといいますか、ま

さに先住民族の問題が大きな環境社会配慮の１つのコンポーネントとして入ってきたよう

な実例が実はございませんで、非常に限界的な事項として入っていたものが１つ２つある

程度ということでございます。ですので、実例に基づいた説明やインプットというのがな

かなかできず、観念的なものになってしまっているのですが、どういった肉づけをしてい

けるかということを考えました際に気になる点ということで述べさせていただきます。別

にネガティブな反論をするという意味ではありませんので、その点御理解いただければと

思います。 

 まず、国連宣言につきまして、方向性としては確かにここに述べてあることはもっとも

だと思っております。ただ、これが実際に国連総会で議決されました際に、賛成、棄権、

反対とありまして、賛成国についても、それぞれ自分の国がその内容についてどういう理

解をするのかというステートメントを述べた後で票を投じているというのが、書類を見て

いるといろいろと出ているということがございます。賛成が３１、棄権が１１、反対が２

だったかと思いますけれども、棄権している国も実際にあるということで、同床異夢と言

うとちょっと言い過ぎかもしれませんけれども、票を投じた国においてもいろいろな考え

方を持ってこの宣言自体を解釈しているということは多分にあるのだろうなと思っており
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ます。実際に国を見てみますと、例えば棄権した国の中にも今の円借款の借入国になって

いるようなところも若干あるようですので、方向性としてはいいと思うのですが、この宣

言自体を具体的に書いていくことについていろいろな解釈があり得るかもしれない。現に

それぞれの国がそれぞれの解釈を行って投票している宣言をガイドラインに載せるという

のがどうなのだろうかと。このガイドラインを一たんセットしますと、それはＪＩＣＡの

協力を行っていく国に対してあまねく適用されていくものなので、その点がどうかなとい

うところが気になったところではございます。そういった形で、①の中でも、ＪＪのとこ

ろで書かせていただいていますが、その内容をより盛り込んでいくというところで、個別

の宣言や条約に言及しないという形で何か問題が出てくるのかなと考えているところであ

ります。 

 また、合意形成及びその合意形成のプロセスとしての協議といった点になってきますが、

ここでどの程度の合意を得るのかというところが②では１つ争点になってくるかなと思い

ます。合意と言った場合に、そのコミュニティのサポートというところでの、これは世銀

等々のドキュメントに書いてあるレベルですけれども、もしくは合意と言った場合、もう

本当に個々人の合意まで入ってくるような話なのかというところもあるかと思います。今

のガイドライン上ではある意味世銀の書き方よりも半歩進んだような形かなと思いますが、

「先住民族の合意が得られるよう努めなければならない」ということで、実際にいろいろ

な状況が起こってくるかもしれないということを考えますと、書きぶりとしては現状のよ

うな書きぶりで書いておくということもあるのかなと考えております。 

 ③の実際の計画、そういった配慮を行わなければならないといった場合の計画でござい

ますが、これについては住民移転と基本的には同じような考え方で、その計画のドラフト

に基づいて関係のステークホルダーと協議をしていくことはプロセスとして必要不可欠だ

と考えております。ドキュメントそのものをということになりますとまた議論はあるかと

思いますが、どういった内容で進めていくかということは、基本的にそういった協議の中

できちんと説明を担保していくということは必要だろうと考えております。 

 もう一回全体として申し上げますと、方向性については、まさに御意見をいいただいた

ものを取り込むような形で、具体的に現在の書きぶりについてこういうことを盛り込んで

いった方がより相手にとって理解が深まるのだ、読み手にとってわかりやすいのだという

ことがあれば、盛り込んでいくということで検討するのがいいかなと思っておりますけれ

ども、具体的な宣言等々の名称をどうするかということについてはまた別な角度からの慎
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重な検討も必要になるのかなと思っておりまして、実施機関のガイドラインということで

は、前回このセクションが途中まで議論がなされたときに御提案させていただいたのです

が、例えば、今、ＦＡＱでいろいろなグッドプラクティス等々を参照する、具体的にはそ

れは何ですかということを述べているようなセクションがありますので、そういったとこ

ろに盛り込んでいくことも一案ではないかと考えております。 

 ＪＪとして書かせていただきました論点の補足でございます。 

○原科座長 どうもありがとうございました。 

 中山委員、どうぞ。 

○中山委員 説明ありがとうございました。ちょっと不満なのですが。１つはわかるので

すが、１つは不満ですね。 

 まず、国連宣言があるということで、この書き方、法的拘束力を有するものでないから

採用しないというのはいかがなものかなと。これは条約の考え方に沿ってですから、宣言

されていることですから、拘束力があるかないかという話ではなくて、これは尊重しなけ

ればならないと私は思います。 

 それから、後半については私もＪＢＩＣとＪＩＣＡに同意なのですが、今、国連に２０

０ぐらいの国があるわけですね。１９カ国しか批准していないというのは重みのある話だ

と思います。これについては私も同感です。 

 こういったことで、参考にしていただければと思います。 

○原科座長 フロアの方、どうぞ。 

○一般参加者（上村） 市民外交センターの上村といいます。方向性を共有していただく

ということは大変ありがたいなと思っているのですけれども、２点コメントします。 

 １つは、今おっしゃった賛成が４０幾つというのは人権理事会での投票の結果でありま

して、国連総会では１４０数カ国が賛成で、４カ国が反対、棄権が１０何カ国だったと思

います。その意味では圧倒的多数という形で国連総会では採択されております。 

 ２点目ですけれども、中山委員がおっしゃられたように、実は私、先週まで人権理事会

に出席していたのですけれども、ちょうどこの宣言の扱い方に関して議論になりました。

日本も人権理事会理事国なのですけれども、宣言なので法的拘束力はなく、順調にいけば

次の条約をつくらなければいけないというプロセスに入るはずなのですが、人権理事会で

はこの宣言を国家と先住民族の間の話し合いの準拠に使ってくださいという方向性で話の

方向がしっかり定められています。なぜかといいますと、この宣言自体、前文が２４段落、
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条文が４６条ありますから、具立的に話をするときの準拠としてはもう十分であると。で

すから、せっかくこの宣言があるので、条約化する前にできるだけ具体的に話し合いの土

台にしてくださいという方向性で議論はまとまっているかなという印象を強く受ける人権

理事会でした。その意味では、この考え方に沿ってという言い方ですので、ここで宣言が

明示されても問題がない形になると確信しております。ＩＬＯに関しては若干意見はある

と思いますが、宣言に関してはきちんと明示する方が国際的な意味でもとてもよい結果に

なると思います。 

○原科座長 ありがとうございます。 

 ちょっと事実認識をきちんとしましょう。国連総会で賛成は１４０何カ国になりますか。 

○事務局（杉本） １４３かと思います。先ほど私、手元のメモを見間違いまして、申し

わけありませんでした。訂正します。 

○原科座長 反対は幾つですか。 

○事務局（杉本） 反対は４、棄権は１１。 

○原科座長 それでは圧倒的多数と普通は認識しますね。 

 ということで、中山委員もおっしゃったように宣言はこれだけ国際的に認知されており

ますから、我々の委員会のまとめとしては、これは明確に書くようにいたしましょう。そ

の件はそれで決着します。 

 ＩＬＯ１６９号条約、これはどういたしましょう。 

 どうぞ、フロアから。 

○一般参加者（木村） 宣言に関しては今の議論の方向性でいいと思います。 

 ＩＬＯ１６９号条約に関しては、１６９号条約は８９年批准のものですので、確かに宣

言が採択された時点で少し時代おくれになっているという部分もあるのです。そういう意

味では、宣言が明記されるのであれば、ＩＬＯ１６９号条約に関しては、先ほど御提案に

あったようにＦＡＱに落とすという形でもいいのかなと今は考えております。 

○原科座長 ありがとうございました。 

 委員の方、いかがでしょう。そのようなことでＦＡＱで対応してやると。では、その件

は決着します。 

 それから、Free, Prior and Informed Consent 、これはどうしましょう。 Informed 

Consent というのはもう既に入っておりますね。ただ、Free and Prior は。 

 どうぞ、フロアから。 
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○一般参加者（木村） 先ほど、書きぶりに関しては現状とおっしゃったと思うのですけ

れども、Free, Prior の部分について特に触れていらっしゃらなかったので、この部分に

ついては特に問題がないのかなということを確認させていただきたいのですが。 

○事務局（杉本） 失礼しました。先ほど書きぶりをということで申し上げたのは、具体

的に言葉で言うと Consent のところでして、それ以外の Free, Prior and Informed の点

については今の書きぶりに盛り込んでいけるのではないかと考えております。なかなか具

体的な事例がこのガイドラインの適用後になかったものですから、具体的にどうというこ

とが出せなくて申しわけございませんが。 

○原科座長 そうですね。「十分な情報」ともう規定しておりますのでね。Free and 

Prior はつけても全然おかしくないと思います。問題は、合意を「得なければならない」

か「得るように努めなければならない」か。Consent ですね。そこをどうするかです。 

 どうぞ、清水委員。 

○清水委員 今の杉本さんのお答えでちょっとわからなかったことがあったのですけれど

も、今でも合意ということはガイドラインに書いてあると。その上で、私たちの提案とし

ては、「自由で事前の」という文言をつけてくださいということなのですけれども、杉本

さんの今のお答えだと、合意というところについて何か…… 

○原科座長 いや、今おっしゃったのは「十分な情報」ということなので、Free and 

Prior はもちろんそうでしょうと私理解しました。そういうことですね。だけど、

Consent に関しては、「合意を得るよう努めなければならない」というのが今の規定な

のです。だから得るよう努めるのだけれども、できない場合もある。「努めなければなら

ない」と「合意を得なければならない」というのは全く違います。そこのところですよね。

Consent ね。そこをどうするかです。それに関しては現行でいきたいというのが今のイ

ンプットですね。それに対して皆さんはどうお考えかということです。これはかなり重要

なことですね。合意を「得なければならない」か「得るよう努める」か。これは大きな違

いだと私も思います。「得なければならない」はちょっときつくないですか。私はちょっ

ときついなという感じもしますけれども。 

○吉田副座長 これはだれがというあれを入れておかないといけないですよね。実施主体

じゃないですか。 

○事務局（杉本） はい、相手国政府等がということです。 

○吉田副座長 相手国政府がということですね。それは明記した方がいいですよね。 
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○原科座長 そうですね。そうしましょう。では、今のは明記するといたします。 

 今の件、いかがでしょう。「得なければならない」という表現にするか、「努めなけれ

ばならない」のままにしておくか、御意見をいただきたいと思います。 

○千吉良委員 一般論ですけれども、こういう先住民族の問題というのは大抵の国で政治

的な問題にまで発展しているようなものが多くて、これを日本の一機関がかなりの強制力

を持ってやるというのは多分難しかろうと個人的には思います。そういったことで国際機

関がこういうことをやっているのであって、本来こういった働きかけというのはそういう

国際社会の総意というようなシステムに乗っかってやるのがやり方としては一番うまいの

かなという気もしておりますし、そういった意味では余り強い書き方は合わないかなと思

います。 

○原科座長 だから、この件に関しては「努めなければならない」という現行の形でよろ

しいということですね。 

 ほかに御意見ございますでしょうか。 

 私もそんな感じはいたします。よろしいですか。ですから、「自由で事前の、十分な情

報に基づいて先住民族の合意が得られるよう努めなければならない」、そのような表現で

いかがでしょうか。よろしいようでしたら、それで参ります。よろしいですか。―では、

そういたします。 

 では、次に参ります。今度は３番目なのかな。無償資金協力における審査のタイミング

と意思決定の反映。 

○清水委員 原科先生、③の先住民族の計画を。 

○原科座長 済みません、飛んでしまったようですね。失礼しました。これはいいとおっ

しゃったと思って。これはいいとおっしゃったですよね。計画するのは当然だとおっしゃ

った。③の先住民族への配慮に関する計画を作成、文書化する、これは基本的にはそうだ

とおっしゃったですよね。 

○事務局（杉本） もちろん、こういった配慮が必要であれば計画をつくって、そのプロ

セスの中で合意を得ていくということは必要だと思っております。ただ、公開といった場

合にどこまでの公開かというのが１つはあるかなと思っていまして、もちろん第一のステ

ークホルダーであります先住民族と自由な情報交換をしていく必要はあると考えておりま

すけれども、先ほど千吉良委員からもありましたように、こういった場合は多分に政治的

な要素も含むことがあり得るだろうと考えますと、直ちにそれをすべて一般に公開してい
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くということが果たして適当なのかどうか、必ずしもそういったケースに当てはまらない

こともあるのではないかということを、想像の域ですけれども思いますので、情報をすべ

からく直ちに公開していくということを書いてしまいますとかなり対応が厳しいというこ

ともあろうかと思いますので、そこは慎重にやっていく必要があるのではないかと考えて

おります。 

○原科座長 公開するとまずいというのはどういう場合ですか。これはそのためにつくる

のでしょう。公開しなかったらつくった意味がないんじゃないですか。先住民族の皆さん

のための配慮計画なのだから、先住民族の皆さんに伝えなかったら意味がないでしょう。 

○事務局（杉本） 先住民族に対してはもちろんそうなのですか、それ以外の、広く一般

に対しての公開については慎重になる必要もあるのでは、ということです。 

○原科座長 先住民族に伝われば、皆さん、問題ないですか。それはそういう感じがしま

すね。ただ、何で問題が起こるのかがちょっとわからないところがあります。 

 フロアの方、どうぞ。 

○一般参加者（木村） 今のお話ですと、具体的にどういったケースがまずいとか、先住

民族以外の人にどういうところに……、済みません、ちょっとまだイメージがつかめない

のですけれども、先住民族の人に公開はするけれども、それ以外の人に公開しないという

のは具体的にどのようなことを考えていらっしゃるかをもう少し御説明いただけますでし

ょうか。 

○原科座長 今の件、お願いします。私も疑問に思いました。 

○事務局（杉本） こちらで考えておりましたのが、例えば何かのプロジェクトをやる際

に、それが先住民族の居住区域にある一定の社会環境のインパクトを及ぼすという場合、

当然、どういった影響があるのかという分析から始まり、それに対する対応、どういった

復旧措置をとるかということをこの先住民族への配慮に関する計画の中では主に検討され

るのだろうと思っております。特にそれがすんなりとこのプロセスの中で協議され合意を

得ていけるということであれば特段問題もないのだろうと思うのですけれども、具体的な

例が何かこれまであったというわけではないのですが、場合によっては、そのような対応

がなされることについて、その対応の内容自体が先住民族の方々との協議を行っていく中

でセンシティブなイシューであり、いろいろとその中で調整なり対応をしていく必要があ

るということがあり得るかなと考えた次第です。その場合には、まず関係者の中で慎重に

合意形成なり調整を図っていく必要があるかなと思いまして、それを行っているプロセス
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と並行してすべて情報を開示していくということですと、場合によってはかえって交渉な

り調整のプロセスに影響があることがあるのではないかということを、どういったケース

があるかなということを手続として想像して検討していまして、こういうことが起こる可

能性があるのではないかということを懸念して述べさせていただいたということでござい

ます。 

○原科座長 今の御説明は、私、ちょっとわかりにくいところがありまして、今のことで

したら、２８ぺージの真ん中辺にありますけれども、ＮＧＯの、このような「計画を作成、

文書化しなければならない。また、この計画の策定にあたっては、計画案が先住民族が理

解可能な言語、または様式によって公開されたうえで、先住民族との協議が行われなけれ

ばならない」と書いておられます。それとほぼ同じことを今御説明になったのですね。そ

ういうことできちんとやっていきたいと。だけどそのときに問題が起こるかもしれないと

おっしゃったのですけれども、こういうような状況で起こりますかね。今おっしゃったの

は、ここに書いているようなことでやるとおっしゃったのですよね。 

○清水委員 御説明ありがとうございます。 

 まず前提として、ここにも書かせていただいていますけれども、世銀、ＡＤＢでも公開

しているということがあり、また新ＪＢＩＣの方でも今度公開することになっています。

その上で、今おっしゃられた杉本さんの事例というのは、あくまでも具体的な事例はない

けれどもそういうことが想定されるということで、ちょっと説得力に欠けるのかなという

点が１点です。 

 もう１点は、先住民族の場合は、恐らく先住民族開発計画、こんな分厚いものがあって

も、恐らく先住民族の方自身がそれを隅から隅まで読まれる可能性は非常に少ないと思う

のです。そのときに新ＪＩＣＡもしくは相手国政府の中で一般に広く公開されていれば、

往々にして起こっているのは、その先住民族をサポートしているＮＧＯなり専門家の方が

読み、それを先住民族の人たちと共有していくというようなこともありますので、やはり

一般に公開していくことも非常に重要であろうと考えます。 

○原科座長 わかりました。世銀、ＡＤＢ、それから新ＪＢＩＣも公開ということを決め

たということであれば、今杉本さんが心配されることは実際ないのではないかという感じ

がいたします。ほかでもやっているのだったら。 

○事務局（杉本） もちろん、先ほど頭で軽く触れただけでしたが、ガイドライン上では、

実際このアクションをとるのはプロジェクトをやる相手国政府等ということですので、そ
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こが自主的に判断をして広く意見を求めてやっていくのが適切であるという判断のもとで

やっていくのであれば、それはその国の機関がとったアクションであるということで、そ

こはもちろん尊重していくべきだと思っております。ただ、繰り返しになってしまうので

すが、場合によっては、そういったアクションではなくて、これについてはまず関係者間

で限られた協議をやって進めていくことが適当であろうというふうに、その国なり実施機

関が判断して進めていくということもあろうかと思いますので、原則…… 

○原科座長 いや、それはちょっと危険なんですよ。これまでのいろいろな合意形成を私

は研究してきましたけれども、余り限定的にするというのは非常に危険なので、それは注

意しないといけないと思います。原則守らないと。 

○事務局（杉本） はい。ですので原則ということでは。 

○原科座長 公開にしないといけないと思います。部分的に非公開ということはあり得る

かと思います。だけど原則は公開だと思います、そういう場合は。そうしないと信頼関係

を崩してえらいことになると思いますよ。 

○事務局（杉本） ですので、別に内容の一部なりを公開、非公開ということではなくて、

シークエンス、順番としてそういったことはあり得るのではないかということでございま

す。 

○原科座長 でも、ほかの機関がやっていること、しかも新ＪＢＩＣは民間が対象で非常

に厳しい状況だと盛んに言われましたのでね。ＪＩＣＡなら大丈夫だと何度も言われまし

たので、やはりパブリックのＪＩＣＡとしてはそれは当然やらなければおかしいと思いま

すけれども、どうでしょうか。 

 福田委員、どうぞ。 

○福田委員 ２点申し上げたいと思います。 

 １点は、先ほどからの杉本さんのお話でよくわからないなと思ったのが、どうも御懸念

は、この計画の策定途上のものを公開することに関する御懸念のように聞こえたのですが、

先住民族に関する計画が策定され、その最終版の公開についてどうお考えなのかというこ

とをお伺いしたいと思います。 

 もう１点、私がこの計画が現地できちんと公開されていることが重要であると言う理由

が２つあります。 

 １つは、協議の中で説明すればいいというのはある意味そうなのですが、それは協議に

参加した人にしか伝わらないということになるのですね。往々にしてあるのが、あるプロ
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ジェクトの実施主体が特定のグループをステークホルダーとして、その人たちに対して協

議を行い、説明を行っていく。そのグループは知っているかもしれない。しかし、実際に

プロジェクト実施主体がステークホルダーとして落としてしまった、あるいは、本当は先

住民族に影響を与えるのに影響を与えないものとしてプロジェクトが進んでいく、こうし

た状況というのは、結局、一体このプロジェクトに関する影響は何なのか、先住民族につ

いてこういうことをやりますというのが公開されていない限りはなかなか修正されないの

だろうなと思います。だから、協議の中で具体的にこうしたものを説明していくというア

クションのほかに、公開してだれもが見られるようになっていく、その中で例えば先住民

族の問題にかかわるＮＧＯなんかが気づいて、あれ、こういうのが含まれていないじゃな

い、おかしいんじゃないのということを情報として提供していく、おかしいと言っていく、

あるいはその先住民族の人たちに伝えていくことができるという状況を確保するというの

は１つ重要なのだろうなと思います。 

 もう１つは、新ＪＩＣＡ側の公開の問題があるのですね。これはかなり前に議論しまし

たけれども、現地で公開されている環境社会配慮に関する文書はＪＢＩＣが入手したら公

開しましょうということになっています。現地で公開されるかどうかによってＪＢＩＣが

公開するかどうかが変わってくるのですね。先ほど既に議論した話ですが、これが現地で

公開され、新ＪＩＣＡに提出されるということになれば、それは新ＪＩＣＡのウェブサイ

ト上あるいはウェブマガに掲載され、広く世界じゅうのだれでも見れる状況になる、非常

にアクセシビリティが高まるということもありますので、そういう意味でもきちんとこの

文書が現地で公開されていることが重要なのだろうなと思っています。 

○事務局（杉本） どうもありがとうございます。 

  私の方で御説明させていただく中でプロセスと最終のものが少し混じっていたかのよ

うな感じに聞こえてしまいまして、その点、大変失礼いたしました。 

 今、福田委員から御指摘がありましたように、最終版、結果としてどういった形、方向

性でやっていくのかということについては、基本的には関係者間で広く協議されて、公開

されていくということは重要なことだと思いますので、今のＪＢＩＣのガイドラインでも

原則公開ということになっていますが、そういった点も踏まえまして、公開の方向で検討

をしたいと思います。 

○原科座長 御理解いただいたようでございます。でき上ったものは当然公開するという

ことでよろしいと思います。では、これはほかの機関とも同じように歩調を合わせましょ
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う。 

○事務局（杉本） ただ、少数民族の話ということでは、モニタリングのところでも出て

きましたけれども、いろいろと問題を解決して、タイミングとしていろいろと微妙なもの

が挟まるかもしれないというところは…… 

○原科座長 原則公開という表現でその辺は対応できるようにしておいたらいかがでしょ

うか。 

○事務局（杉本） そこはちょっと考えておいた方がいいのかなとは思っております。 

○福田委員 済みません、杉本さんのお話が先ほどからすごいわかりにくくて困っている

のですが、具体的に公開されることによってだれとだれの間の交渉が阻害されるのか、あ

るいはどのようなステークホルターがそれを読むことによって紛争解決を害するようなこ

とがあるのかというのがよくわからないので、どういう事態を想定していらっしゃるのか

ということを具体的に教えていただきたいと思うのですけれども。 

○原科座長 そうですね。私もそれはお願いしたい。私はこういう研究やってきたのです

が、公開しなければしないほどまずいことが多いので、今おっしゃったのはどうも私も具

体的に思い浮かばないです。公開すればするほどうまくいきますよ。これは、このＪＢＩ

Ｃのガイドラインをつくった担当の前田さん、あの方もつい最近おっしゃっていましたよ。

公開すればするほどうまくいくのだと。私の前だからそう言ったのかもしれないけれども、

彼は本当にストレートにそう言っていましたよ。一緒にこのガイドラインをつくりました

からね。サハリン２でも結局そうだったとおっしゃっていましたから。 

○吉田副座長 それは公開する情報の範囲が気になっていて、例えばそれが公開されたこ

とによって個人情報の部類まで入ってしまって、家族構成から補償額から何たらかんたら

と細かい部分まで行ってしまうと、先住民族の中でもそこまではやめてよという人もいる

かもしれないと、そういう配慮なのですか。 

○事務局（杉本） そういった個人情報の話は１つあるかと思っています。それは住民移

転の方でも議論させていただいた事項でございますが、私が申し上げようとしているのは、

時間的な軸で考えてということで、このタイミングでは公開するのが適当でないけれども、

いろいろなイシューが解決していった後、最終的には情報を公開して、その結果としても

どうだったかということも含めてやっていくという配慮がこの点については必要かなと申

し上げておりまして、そういう意味では、計画が最終版としてセットされた後に公開され

るということであれば、そういったイシューも解決された後ということかと思いますので、
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それであれば、よほど特殊な状況でない限り原則公開していくということです。 

○原科座長 私は原則公開だと思いますね。今おっしゃるような配慮は大変大事なことな

のでお気持ちはよくわかりますけれども、でも原則公開だと思います。だから、その公開

は何段階か出していきますが、のべつまくなしではないですね。まとまらないと公開でき

ないですからね。そういう意味ではまとまった段階だと思いますけれども、でも途中段階

の情報がないと協議はうまくいかないですね。 

 よろしいでしょうか。 

 今の件ですか。まとめますけれども、原則公開ということでまとめたいと思います。 

○清水委員 その件です。 

 今のお話ですと、最終版が公開されるということは杉本さんもそうだということだった

のですけれども、ドラフトについても実は提言の中で書いてあって、先ほどからの懸念は

…… 

○原科座長 だから、私は途中段階も情報公開すべきだと今申し上げました。ただ、のべ

つまくなしに何でもかんでも公開というわけにはいかないので。ドラフトというのはまと

まった段階でしょう。ある程度まとまった段階で公開することは別に構わないということ

ですよね。最終でなくても。ドラフトである程度まとまれば公開するわけです。 

○事務局（杉本） 基本的には座長におっしゃっていただいたことかと思っていますが、

ドラフトということで、書類のタイミングもあるかと思うのですけれども、先住民族のよ

うに政治問題化する可能性が高いといいますか、することも考慮に入れて検討する必要が

ある事項については、そのタイミング、タイミングでどういう状況にあるのかということ

を考えていく必要があるかなということでございます。 

○原科座長 杉本さんがおっしゃったことは、私の理解では、例えばドラフトをまとめる

段階でいろいろやり取りをしますよね。やり取りの細かいところまで全部その段階で毎回

毎回公開することは実際煩雑ですし、いろいろな駆け引きみたいなこともあると思います

ので、全部を全部公開といかないかもしれないでしょう。だから、ドラフトということで

まとまった段階で公開して、それをもとにまた議論して次の段階に進んでいくと。環境ア

セスメントはそういう考え方ですよ。ドラフトを出してファイナルという考え方でね。最

終の前に途中段階のものは公開するけれども、すべてというわけにはいけないのではない

かということです。ですから、ある程度まとまった段階ではドラフトは公開してもおかし

くないとおっしゃったと思いますけれども、そういう理解でいいですよね。 
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 いかがでしょう、そういうやり方では十分じゃないというお考えですか。 

○清水委員 いや、ドラフトの公開ということで結構だと思います。 

○原科座長 逆に、ドラフトじゃないと、これで決まりましたよ言われたら皆さん怒って

しまいますよね。だから、決まる前にドラフトで出してくれないと困ると思います。その

ようなことで、協議プロセスにおいて必要に応じてまとまった段階で公開していくという

ことです。だから、途中段階の公開はそういう意味でということにいたします。よろしい

でしょうか。―では、そういたします。 

 先住民族の件はここまででよろしいでしょうか。 

○福田委員 もう１点、これは新ＪＢＩＣの議論の続きというところもあるのですが、具

体的に計画について先住民族の方と協議をする際に、先住民族の方が理解可能な言語、様

式による説明がなされなければならないという点がありまして、実はその点について新Ｊ

ＢＩＣの方は「望ましい」という表現で最終的にまとめられたのです。私たちとしては、

協議に際してきちんと説明がされる、その説明が先住民族の方が理解可能な言語、様式で

行われるということについては最低限必要なことであろうと思っておりますが、この点に

ついてＪＪの方で何かお考えがあれば教えてください。 

○原科座長 今の点はいかがでしょうか。 

○事務局（杉本） 今御指摘の点につきましては、説明に際して配布されるドキュメント

については当然で、現状でも住民移転等々で実際にやられてはいますけれども、それを受

け取った人がわかる言語なり表現でなされることは基本的なことだと思っております。計

画案についても原則はそうだろうと思います。ただ、別にこの表現の言葉じりをとらえて

ということではないのですが、先ほども計画全体を見るのか見ないのかという話がありま

したけれども、えてしてこういった計画については、ドナーのサポートがあればまずは英

語でつくって、それがその国の公用語に翻訳されるという場合もあるでしょうし、その国

の公用語でつくられるということもあるかと思いますけれども、その計画全体のボリュー

ムがある程度少ないようなものであれば可能なのかもしれませんけれども、余り大きいも

のであった場合に、それをすべて先住民族に理解可能なものに置きかえていくというよう

なプロセスをとって進めていくのか、もしくは、計画があって、ただコンサルテーション

プロセスという中では、全体の方向性なり、直接影響を受ける人たちにとって外せない不

可欠な点についてきちんとわかる形で説明していくなり、現実的にある程度スピード感を

持って対応しようとするとそういった対応も実際出てくる可能性があるのかなとは思うの
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です。そういった可能性を排除し得ないということですと、そうしなければならないとい

うことになると、計画自体を含めてということになると、少し対応に難しいところが出て

くる可能性もあるかなと思ってはおります。ただ、そこのところは、計画自体も含めてす

べて現地の人にわかるような形で、例えば３分冊になっているものがあれば、それも全部

含めて現地語に訳して、少数民族なり先住民の方々がわかるような形に訳して提供すると

いうような形になっていきます。ただ、その言語だけでこういった計画をつくるというこ

とは実際のプロセスを考えていくと余りないのかなということもちょっと考えていまして、

その辺どこまで求めるかというところなのですが。 

○原科座長 私はそうですかねという感じがしましてね。先住民族の方のための配慮計画

だから、先住民族としっかりコミュニケーションしないといけないでしょう。その言葉を

結構使っているはずなので、英語だけでつくるという感覚と違うのです。発想が逆なので

す。 

○事務局（杉本） 済みません、英語のみというのはちょっと極端な話です。 

○原科座長 日本語でもいいけれども、先住民族の方の言葉を交えてつくっていかないと

計画ができないのではないかと思います。だからそれは全然心配しなくていいんじゃない

かな。どうでしょう。 

○福田委員 私たちは一応２つのことは区別して議論しているつもりです。 

 これはＮＧＯの中で統一的なポジションがあるというわけではないのですが、１つは、

計画のドラフトそのものは公開していただきたい。そしてこれは現地で広く使われている

言語で書かれているべきだというのが１点。 

 それから、協議での説明に当たっては、現地の人が理解できる言語と様式による書面が

作成され、説明がなされていなければならないというのが２点。この２点目は、別に計画

のドラフトの完全な翻訳でなければならないということまで要求することではないと私は

思っています。むしろ、協議で先住民族の方が一体何が書かれているのかということにつ

いてきちんと理解できるような格好になっていることの方が協議における説明においては

重要だと思いますので、私は計画そのものがすべて影響を受ける先住民族の言語にフルで

翻訳されていなければならないということを申し上げているつもりはありません。 

○原科座長 協議の記録に関してはよろしいですか。 

○事務局（杉本） 当然、協議を行っていく際には十分なコミュニケーションが図られて、

誤解のない形でそこにある２つなり複数の言語が対等な形で扱われていくということが非
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常に重要なことだと思いますので、協議のプロセスの中で使用される言語について配布さ

れる資料も含めて十分な配慮がなされるということは外せないポイントだろうということ

は合意いたします。 

○原科座長 では、協議の記録に関しては現地語ということは問題ないし、当然そうだろ

うということでございます。ただ、計画に関して、福田委員はすべて現地語でなくてもい

いだろうという言い方をされました。そんなことでよろしいでしょうか。 

 今、フロアから手が挙がりましたが。 

○一般参加者（木村） 大体今の議論で私も賛成です。例えばインドの例を考えてみても、

まず英語でつくる、それを全部先住民族の、例えばカシという言語に訳したとして、そも

そもカシ語を読めない人もいますので、全部を先住民族の言語に訳すことが重要かどうか

というのは私もケース・バイ・ケースだろうなと思っております。ただ、どういった影響

を受けるのかとか、どういった対策がなされるのかといったコアの部分に関しては、やは

り現地語で書かれていて、現地語でも説明がされるという、影響を受ける方たちに対して

いかに内容が伝わるのかというところが一番であろうと思っております。 

○原科座長 では、計画内容すべてではなくて、現地の方々に直接影響があるものは必ず

現地語ということで整理していただくといたしましょう。杉本さんもそんなことなら対応

できるということですね。 

○事務局（杉本） はい。 

○原科座長 では、そのようにいたします。 

 この部分に関してほかに御意見ございますでしょうか。大体整理できたと思っておりま

すが。 

 では、どうぞ、もう１つ。 

○一般参加者（満田） 済みません、せっかくまとりかけているところで要らぬことを言

うのかもしれないのですが。 

 私は、例えばある事業で先住民族の７言語ぐらい使われている、いろいろな方々のすべ

ての言語にフルバージョンが翻訳される、確かにそういうことができない場合もあろうか

なとは思っているのですが、福田委員が先ほどおっしゃったように、計画が現地の公用語

及び広く使われている言語によって作成されて公開されているというのは結構重要なこと

だと考えているのです。ですから、ぜひ、先住民族の言語と言ってしまうと非常にリジッ

トで融通がきかないものになってしまうかもしれないのですが、計画が書かれている言葉
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として広く使われている言葉というようなことは重要な要素かなと考えているので、今の

まとめ、計画のコアの部分はとかそういった書き方ではなくて、「計画案が広く使用され

ている言語によって書かれて公開されていなければならない」というようなことではいか

がかと思います。 

○原科座長 では、今の御意見は、「計画案が現地で広く使われている言語で作成され、

公開されていなければいけない」ということにしたいということですね。 

 いかがでしょう、今のは。御意見。 

 どうぞ、福田委員。 

○福田委員 私も賛成なのですが、基本的な考え方は現行ガイドラインのアセスに関する

要件のところと同じだと思うのですね。どういうことになっているかというと、これはＪ

ＢＩＣのガイドラインのカテゴリＡに必要な環境アセスメント報告書の規定ですが、「環

境アセスメント報告書は、プロジェクトが実施される国で公用語または広く使用されてい

る言語で書かれていなければならない。また、説明に際しては、地域の人々が理解できる

言語と様式による書面が作成されねばならない」と、２つ分けて書かれています。基本的

にはこういう考え方でいいのかなと。計画そのもの、あるいはその計画の案というのは公

用語なり広く使用されている言語、それから協議に当たっての説明というのはその地域の

人が理解可能な言語と様式ということになるのかなと私は考えています。 

○原科座長 今の福田委員のまとめ方でよろしいでしょうか、皆さん。おおむねそうです

ね。アセスがそうなっているからそれに合わせましょうということですね。では、そうい

たしましょう。 

 先住民族関連はこれでよろしいでしょうか。それでは、大体こういうことで整理できた

と思います。 

 ３番目に参ります。無償資金協力における審査のタイミングと意思決定の反映。これは

ちょっと無理なのかな。これも外務省の方が来られてからですね。 

 協力準備調査の担当の方は来られましたか。―では、協力準備調査に移ることにいた

しましょう。 

 では、協力準備調査に関する議論をいたします。 

 その前に、何度も私申し上げてきましたけれども、このガイドラインのまとめに当たっ

て、今、中間報告について論点の整理の作業を進めておりますけれども、基本の考え方は、

この委員会では現行のガイドラインの水準を保つ、これは当たり前ですけれども、さらに
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一歩進めていく。そうすると、現行のガイドラインはＪＩＣＡのアクティビティすべてが

対象ですから、そういう考え方をきちんと守りたいと思っております。 

 それでは、協力準備調査につきまして御説明いただきたいと思いますが、これは宿題が

あったのかな。どういう感じでしたっけ。 

 どうぞ。 

○一般参加者（満田） 地球・人間環境フォーラムの満田と申します。 

 協力準備調査に関しましては、先ほど提出しました資料を再度配布させていただいてお

りますが、一部別添…… 

○原科座長 確認します。どれになりますか。追加配布ですね。１枚物、これですか。裏

が白の、１６－１－。 

○一般参加者（満田） 違います。Ａ４横置きの「資料１５－１－」と書いた９月１０日

付の「協力準備調査に関する提案」というものです。前回配布したものと全く同じでござ

います。 それに３つ資料がくっついておりまして、別添１～３まででございます。別添

１については、今回ちょっと…… 

○原科座長 ちょっと待ってください。資料が手元にないので。前回のものは持っている

人と持っていない人がいます。前回のものを持ってきてくださいとは言っておりませんの

で、持っていない方もおられます。 

（資料配布） 

○原科座長 では、横長のものが手元に参りました。 

○一般参加者（満田） 資料が３つくっついておりまして、別添１～３までです。別添１

というのがフロー図になっておりまして、「新ＪＩＣＡの環境社会配慮手続（ＮＧＯ）提

言（改）」と書いておりますが、これだけが前回配布したものから微妙に修正が加わって

おります。もしよろしければ、どこを修正したのかということを御説明すると同時に、議

論の進め方に関して少し提案させていただければと思います。 

○原科座長 はい。 

○一般参加者（満田） それでは、この別添１と書いた「新ＪＩＣＡの環境社会配慮手続

（ＮＧＯ）提言（改）」というものは前回からどこが変わっているかということを御説明

いたします。 

 前回いろいろと御意見をいただいたのですが、その御意見の１つに、協力準備調査を実

施した場合も環境社会配慮の関連調査を実施しない場合もあるではないか、そういう場合
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はこの手続には乗りませんねという御指摘をいただきました。というわけで、そういった

フローをつけ加えております。具体的には、ＴＯＲ検討というところから矢印が左側に伸

びている、「環境社会配慮関連調査を実施せず」という矢印をつけ加えています。 

 もう１ついただいた御意見、高梨委員だったと思うのですが、Ｍ／Ｐ＋Ｆ／Ｓの場合の

Ｆ／Ｓの手続であっても、通常のＦ／Ｓと同じようなラインに乗っていくのですねという

ような御確認をいただきまして、それはもちろんそのとおりでございます。図の物理的な

制約から書いていなかったのですが、これは「Ｍ／Ｐ＋Ｆ／Ｓ型」というラインのＦ／Ｓ

段階というところから、ＴＯＲ案検討、ほかのＦ／Ｓなどの調査へ向ってさかのぼるよう

な形でフローを伸ばしております。これは言うまでもなく概念図でございますので、この

中の細かい提案に関しては、前回御説明させていただいたように、資料１５－１－の該当

部分をごらんいただけばと考えております。 

 もう１ついただいた御指摘としては、無償資金協力のフローは違うではないかという御

指摘をいただいていたのですね。それについてはいろいろと私どもの中でも議論がされて

いないわけではないのですが、とりあえずきょうの話も踏まえてということで、無償資金

協力の特にＤＦＲ、ＦＲの完成とか公開とか、そこら辺に関しては先送りしているような

ことにしております。ですから、この図の中では特段の修正は加えておりません。 

 前回の議論では、そのほかにもいろいろな御指摘ですとか御意見をいただいてはいるの

のですが、いただいた御意見の中には、まさにそここそ私たちが議論したいという点もあ

りました。例えばＴＯＲ検討の段階で何をすべきかとか、そういうことも含まれておりま

したが、それについては特段の修正は加えておりません。 

このフロー図の中で、ちょっとわかりづらいかもしれませんが、例えば「ローリングプラ

ンの公開【１】」というような番号が振っております。これはそれぞれ対応するＮＧＯ提

言の場所を示したものでございまして、この「ローリングプランの公開【１】」というの

は別添３の方の「ローリングプランの公開」という該当番号を御参照いただければ、私た

ちが提言した趣旨が御参照いただけるようなことにしております。 

○原科座長 この番号はみんな別添３の番号ですね。 

○一般参加者（満田） 別添３及び資料１５－１－、両方含まれております。一応一番下

の方に凡例みたいな形でくっついております。 

○原科座長 下を見ればいいですね。 

○一般参加者（満田） はい。 
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 それで、議論の進め方の提案なのですが、前回は協力準備調査の主として実施段階の提

案を御説明させていただきました。ただ、実は先送りになっている議論の中で、協力準備

調査の実施検討段階の手続、それから協力準備調査が終了した後の情報公開のあり方につ

いてもあわせて６月１１日段階のＮＧＯ提言で提案させていただいております。これにつ

いては論点表に載っていたのですが、協力準備調査絡みということで議論が先送りされて

おります。ですから、提案といたしましては、まずはこの６月１１日段階でさせていただ

きました提言のうち協力準備調査絡みのもの、とりわけ協力準備調査実施検討の段階につ

いては議論させていただきたいというのが１点。 

 それから、議論のやり方なのですが、一気にいろいろなものを議論してしまいますと議

論が拡散するおそれがありますので、幾つか大きいポーションに分けまして、例えば協力

準備調査の実施検討段階の議論、それから協力準備調査実施中の中での議論、それから協

力準備調査実施後の情報公開などのあり方に関する議論というような固まりに分けて議論

したらいかがかということを御提案させていただきたいと思います。 

 以上です。 

○原科座長 そうですね。まとめたらこんがらがってわからなくなりますから、それは分

けてやらないといけないと思います。そうすると、協力準備調査の３つの段階で順番に議

論していくということでよろしいですか。―では、そのようにいたします。 

 それでは、まず協力準備調査の実施検討段階について参りましょう。 

 これにつきまして、まず御意見いただいた方がいいのかな。 

 では、ＮＧＯの方、どうぞ。 

○一般参加者（満田） 地球・人間環境フォーラムの満田です。 

 これに関しましては、別添３の２ぺージ目をごらんいただきたいと思います。 

○原科座長 実施決定プロセスと書いてある、そこですね。 

○一般参加者（満田） はい。 

 ここのＮＧＯ提言は５つの提言をしております。 

 まずカテゴリ分類です。実施決定する前にカテゴリ分類を行うという提言をしています。 

 ２番目の提案は、ＴＯＲ案を含む調査実施計画書案の作成に関するものです。内容につ

いては、繰り返しになって恐縮なのですが、ざっと御説明いたしますと、新ＪＩＣＡは、

協力準備調査の実施決定前に調査実施計画書案（仮称）を作成し、その中には、案件名、

案件概要、カテゴリ分類及びその根拠、それからＴＯＲ案も含むものとする。この計画書

 29



案の作成に当たっては、カテゴリＡ案件については必ず、カテゴリＢ案件については必要

に応じて現地に調査団を派遣する。調査団は現地踏査及びステークホルダーからの情報・

意見の聞き取りを行い、その結果をＴＯＲ案に反映させるというものです。 

 その次の「調査実施計画書案の公開」については、調査実施計画案を協力準備調査の意

思決定前に少なくとも３０日間公開するというようなものになっています。 

 ４番目の意思決定につきましては、新ＪＩＣＡは協力準備調査の実施決定に関して、プ

ロジェクトの環境社会面の検討を行い、意思決定に反映させるというものです。 

 ５番目の情報公開については、新ＪＩＣＡは協力準備調査の実施決定後、調査実施計画

書を公開するといったものになっています。 

 以上です。 

○原科座長 このような実施決定プロセスに対する御提案でございますが、いかがでしょ

うか。このような形が好ましいということだと思いますけれども、御意見をいただきたい

と思います。 

 順番にいきましょう。 

 まずカテゴリ分類。実施決定前に１回目のカテゴリ分類を行う。これはいかがでしょう

か。 

 高梨委員、どうぞ。 

○高梨委員 この段階でカテゴリ分類できるのかなというのが素朴な疑問です。要するに

向こうから来た要請状、今回この協力準備調査ですと要請状が基本的にないわけですけれ

ども、ローリングプランでタスクフォースが現地政府機関と話している段階で環境社会配

慮面の情報なりをいただいたぐらいで、それに基づいてローリングプランの中でプロジェ

クトのある程度の案をつくって、ではいよいよ協力準備調査をかけましょうかといったと

きに、本当に暫定の暫定で果たして意味があるのかなという気がするのですけれども、そ

の辺の根拠は何かあるのでしょうか。 

○原科座長 では、満田さん、どうぞ。御提案の方、どうぞ。 

○一般参加者（満田） 地球・人間環境フォーラムの満田です。 

 念のため、これは私の個人的な提案といいますか、ＮＧＯの連名の提案でございます。 

○原科座長 失礼しました。ＮＧＯの皆さんの御提案でございました。 

○一般参加者（満田） 高梨委員の御懸念の点につきましては、私どもは、協力準備調査

にかけるものは、基本的に案件概要、セクター、場所というのはある程度定まっているも
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のかなと考えております。カテゴリ分類をするに当たっては、基本的にはセクター、規模、

場所がある程度わかっていれば、セクター要件、規模要件、そしてセンシティブエリアに

与える影響などの要件がわかりますので、例えば何もない段階から事業を形成するような

ＪＥＴＲＯの案件形成調査ですとか、あるいは、開発調査にもいろいろあると思いますが、

情報が少ない開発調査の前の段階よりは基本的な情報がそろっているものであるので、初

めてこの調査は円借款または無償資金協力に結びつけていくために協力準備調査を実施し

ましょうというようなことになるのかなと考えております。 

○原科座長 本体プロジェクトと密接なのでカテゴリ分類できる情報はそろっているはず

だということですね。 

 そのように考えてよろしいですか。インプットお願いいたします。 

○ＪＢＩＣ（中澤） ＪＢＩＣの中澤でございます。 

 今の点ですが、以前、協力準備調査についての案ということで御説明申し上げておりま

すけれども、準備調査の内容として大きく２つに分けられるということで、満田さんがお

っしゃられていましたのは、特に２つ目の「個別案件の発掘・形成、基本事業計画の策定

と協力内容の提案、当該案件の妥当性・有効性・効率性の確認」、すなわち、おっしゃっ

たとおり、例えば案件のセクターであったり、規模であったり、場所であったり、あるい

は相当数の場合には想定されるスキーム、これは円借款向けなのか無償資金協力向けなの

かということがわかっているものについてはおっしゃるとおりだと思います。 

 一方で、高梨委員がおっしゃったのは、恐らくは協力準備調査の内容として説明させて

いただいた１つ目の方を念頭に置かれているのではないかと思っております。すなわち、

「特定の開発目標達成を支援するための協力目標とそれを達成するための適切な協力シナ

リオの形成」というもう１つ上流段階と申しますか初期段階のものということもございま

して、そういった場合には特定案件をむしろその中で協力シナリオとともにつくっていく

ことになりますので、始める前の段階においてカテゴリ分類ができるのかという問題は確

かにあるかと思います。ただ一方で、おっしゃられているカテゴリ分類、あるいはそうい

った環境社会配慮に関係するような情報についての早期の公開ということがそもそもの趣

旨だと思っておりますので、それについてはもちろん検討していくということなのかと思

っております。 

○原科座長 ２種類。だから確かにそういうものはある、ただ、協力シナリオをつくるよ

うなものに関してはちょっと違うと。ただ、その場合は、逆に言うと最初からカテゴリＡ
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として扱うような話ではなかったですかね。どうだったかな。 

 どうぞ。 

○一般参加者（満田） 地球・人間環境フォーラムの満田です。 

 私どもが想定して御提案させていただいておりますのは、個別案件につながっていくも

のを念頭に置いて提案させていただいております。 

○原科座長 では、その点はそういうことで、むしろ２つに仕分けして、プロジェクト直

結のものに対してのことで、それはよろしいということになりますね。 

 それから、さっき申し上げたシナリオの場合はＳＥＡに相当するようなものだと思いま

すが、ＳＥＡの場合は普通はもう最初から、カテゴリ分類する前にまず調べてから後で考

えることになりますから、スタート地点ではＡという考えにある場合がＳＥＡは多いと思

います。それは別のことです。今のところでは、プロジェクト直結のものに関いては今の

ようなことで、カテゴリ分類をまずやると。 

 それでは、「ＴＯＲ案を含む調査実施計画書案の作成」という部分はいかがでしょうか。

これは十分可能だと思いますけれども、いかがでしょう。「調査実施計画書案には、案件

名、案件概要（国名、場所、概要、セクター、規模など）、カテゴリ分類およびその根拠、

協力準備調査のＴＯＲ案を含むものとする」。 

 どうぞ、千吉良委員。 

○千吉良委員 １つクラリフィケーションなのですけれども、このＴＯＲ案というのと、

別添１のフロー図で出てくるスコーピング案というのと、この２つがどう違うのかよくわ

からないので、そこを教えていただければと思います。 

○原科座長 今の件を教えてください。ＴＯＲ、スコーピング、結構似た概念ですね。 

○福田委員 現行のＪＩＣＡのガイドラインと同じ書き方をしているので、むしろＪＩＣ

Ａの方に説明していただいた方がいいかと思います。 

○原科座長 ＪＩＣＡの書き方と同じにしたということですか。では、ＪＩＣＡの方、御

説明いただいていいですか。 

○事務局（渡辺） スコーピング案は、例えば開発調査の例をとりますと、案件が採択さ

れて開発調査をやることが決まり、事前調査が行われ、案件の調査の大きな項目が決まり、

その後コンサルタント選定を行いまして、コンサルタントによる本格調査が始まります。

本格調査が始まりました後、環境社会配慮調査についての具体的な調査の方法、内容とい

うのがＴＯＲの部分になります。もう１つは代替案を設定することになります。したがい
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まして、環境社会配慮調査のＴＯＲと代替案がスコーピングになります。 

○原科座長 代替案も含めたのがスコーピングと。その違いですね。ということでいいで

すか。 

○事務局（渡辺） 恐らくＴＯＲの意味合いもスコーピングとは違うものと思われますけ

れども。 

○原科座長 そこをはっきりしてください。思われますと言われても困ってしまうのです

けれども、そういうことですか。 

○事務局（渡辺） 満田さんの意図されるところがどこかわからないという意味で思われ

ますと申し上げましたけれども、調査の実施計画書というのは、大まかに調査の実施項目

を検討する段階でございます。そういう意味では、今度実際に調査が始まった後で、現地

に入って現地の状況を調べた上で環境社会調査としてどういう項目を選ぶべきなのかとい

う点は、調査の深みというか精度というか、そういうものによって違いが出てくるものと

考えております。 

○原科座長 だから、違うということですね。調査に入ってからスコーピングやりますか

らということで違うということです。 

 どうぞ、満田さん。 

○一般参加者（満田） 私の理解としても、スコーピングというのは、正式調査が始まっ

た後に、より環境社会配慮の調査の内容について詰めていく段階という理解でございます。

恐らくＪＩＣＡのガイドラインの書き方を拝見しても、ＴＯＲ、スコーピング、その使い

分け、違うとおっしゃいましたが、本質的にはかなり重複する部分はあると思うのですが、

要は契約前の段階でどういう調査にするのか、調査設計、調査項目を最初に調査実施計画

書のときに選定いたしまして、さらにそれを詰めていくのがＴＯＲで、それをもとに契約

して、その後、より詳細に現地で調査設計をしていくのがスコーピングなのかなという理

解でおります。 

○原科座長 普通、スコーピングはアセスメントのプロセスでの用語ですから、アセスメ

ントの中で出てくる、入ってからやるのがスコーピングですね。ＴＯＲは今おっしゃった

ように調査設計段階ですね。ですから、スコープという意味では同じような概念ですけれ

ども、対象とか段階が違うということだと思います。 

 よろしいでしょうか。それでは、御理解いただいたということで、そういう使い分けを

しておられます。 
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 どうぞ。 

○ＪＩＣＡ（植嶋） ＪＩＣＡ企画部の植嶋でございます。 

 「ＴＯＲ案を含む調査実施計画書案の作成」の中段に、「カテゴリＡ案件については必

ず、カテゴリＢ案件については必要に応じて、現地に調査団を派遣する」と書いてあるの

ですけれども、この現地に調査団を派遣するときにどこから派遣するかということについ

ては、案件あるいは対象国によっていろいろなバリエーションがあると理解しております。 

○原科座長 今のようなことを考えておられるということで、いかがでしょう。これに対

してＮＧＯの方は。 

○一般参加者（満田） 地球・人間環境フォーラムの満田です。 

 おっしゃられたように、必ずしも東京からミッションが派遣されるということは想定し

ておりません。ただ、カテゴリＡ案件については、とりわけＴＯＲ作成段階でこのような

念入りな調査が行われるべきという趣旨で提案させていただいております。 

○原科座長 それはよろしいですね。新ＪＩＣＡということで、いろいろな部署があると。 

○ＪＢＩＣ（中澤） ＪＢＩＣの中澤でございます。 

 趣旨はわかっているつもりです。いろいろな協力準備調査の候補案件の上がってき方は

あると思っていまして、例えば円借款なら円借款、無償なら無償で、実施中の案件の結果

といいますか、完成した案件を踏まえて、それとの関係で出てくる案件もあれば、さまざ

まな要請のされ方が当然あり得ると思っていますので、ポイントは、満田さんが今まさに

おっしゃいましたように、ＴＯＲの策定段階までに現地での情報をしっかり、環境社会配

慮についてある程度の―調査をしないと深くはなかなかわからないと思いますけれども、

調査のＴＯＲを決めるに必要な情報については入手しているということだと承知しており

ます。 

○原科座長 ということは、現地に調査団を派遣しなくてもいい場合もあるということで

すか。 

○ＪＢＩＣ（中澤） というか、派遣もＴＯＲ策定の段階でなくても、事務所の人間とい

うのは年じゅういろいろなところを行ったり来たりしていますので、案件管理の段階でわ

かっていた情報等々、タイミングは結構いろいろあり得るのかなと思います。 

○原科座長 では、このことに特別触れておかなくても。 

 それはそのようなことでよろしいでしょうか。 

○一般参加者（満田） 地球・人間環境フォーラムの満田です。 
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 これは私の個人的な見解で、必ずしもＮＧＯ間で統一見解がとれているわけでもないの

ですが、ここでの提案の肝は、現地に調査団を派遣するか否かということよりも、現地に

調査団を派遣するというのはとりえず提案させていただくとしても、それと同程度の現地

情報、それからステークホルダーからの情報・意見の聞き取り、そういった同程度の情報

を持ってＴＯＲをつくってくださいというところにあるのです。 

○原科座長 次のセンテンスですね。 

○一般参加者（満田） そうです。 

○原科座長 調査団を派遣しないでも、今おっしゃったような内容の情報が手に入れば調

査団の直接の派遣にはこだわらない。でも多くの場合は必要でしょうと。そんな感じでし

ょうか。 

○一般参加者（満田） これは私の個人的な意見です。 

 もう１つは、恐らくＪＪさんの御懸念はタイミングにもあるか思います。これは前回も

植嶋さんから御指摘いただいたのですが、要は、実施決定前にこのようなある意味重いプ

ロセスを踏むということは、恐らく前回御指摘いただいたのはＴＯＲ案の公開のところだ

ったと思うのですが、そのようなプロセスを踏むことは念頭に置いていないというような

御指摘だったと思います。これについては、要はタイミングと深度という２つの要素があ

るのかと考えております。タイミングにつきましても、私としてはＴＯＲ案をこのタイミ

ングで公開するのは重要だと考えておりまして、この段階でのＴＯＲ案の作成及び公開が、

ごめんなさい、次の論点にまではみ出てしまっておりますが、ＪＪさんとしてこういう点

が非常にネックなのだというところを明らかにしていただくと、より議論がしやすいのか

なと考えております。 

○原科座長 タイミングを心配をしておられるのではないかという御意見ですが、この件

はいかがでしょうか。 

 ただ、私は、この場合はもう案件を行うことを前提でスタートするようなことだから、

そんな心配は要らない感じがしましたけれども、いかがでしょうか。 

○ＪＩＣＡ（植嶋） 協力準備調査のＴＯＲ案については、何回か前にも御説明しました

ように、外部のリソースを活用して行う調査でございますので、必ず公示を行います。す

なわち、コンサルタントが選定される前からＴＯＲの概要については公表されることにな

ります。ただ、次の論点との関係では議論があるかと思いますけれども。 

○原科座長 ちゃんと公開するということですね。余り問題ないように思いますが。 
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 どうぞ、満田さん。 

○一般参加者（満田） 次の論点にかなりはみ出てしまっているのですが、よろしいでし

ょうか。 

○原科座長 いや、よろしくないと思います。これにけりをつけてから。 

○一般参加者（満田） 論点２にけりをつけてからの方がよろしいでしょうか。 

○原科座長 だから、おおむねこれでいけるような感じを受けましたけれども。 

○一般参加者（満田） では、そのことに関しては次の論点で議論させていただきます。 

○清水委員 ２点目の論点の一番最後の文なのですけれども、「カテゴリＡ案については、

調査団は現地踏査及びステークホルダーからの情報・意見の聞き取りを行い、その結果を

ＴＯＲ案に反映させる」、つまり現地踏査を行っただけではなくて、カテゴリＡについて

は「ステークホルダーからの情報・意見の聞き取りを行い」というところも含まれている

のですけれども、この点についてはいかがでしょうか。 

○原科座長 それはそうですよね、調査するのだから。別に問題はないように思いますけ

れども。 

 では、御回答をいただいて。 

○ＪＢＩＣ（中澤） ＪＢＩＣの中澤です。 

 そこについては、先ほど満田さんがおっしゃったように、まさに現地調査団を派遣して

こういった聞き取りを行う、要するに同程度の情報がしっかり備わって、いいＴＯＲ案が

できるような準備をしておくということで理解しております。ただ、一律現地に調査団を

その時点で派遣して云々ということではないということで理解しました。 

○原科座長 調査団派遣にはこだわらないけれども、そういう情報があればそれは当然Ｔ

ＯＲに反映するということですね。だから、派遣にこだわるかどうかです。派遣の場合が

多いのだと思いますけれども、別にそれにこだわらなくてもいいと。 

○清水委員 派遣にこだわるかどうかというよりは、現地ステークホルダーからの情報・

意見の収集を行うということなのですけれども、そういう御趣旨で中澤さんは今…… 

○原科座長 だから、そのときに派遣しなくて、既に少し前に聞いている場合もあり得ま

すよね。いろいろな状況があるのではないですか。今おっしゃったのはそういうことでし

ょう。別にこのことじゃなくて、定常的に現地に入っておられるから、いろいろな形で情

報収集している場合があるという御説明だったと思いますけれども、そうでもないのです

か。現場の高梨委員、どうですか。 
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○高梨委員 私どもの経験からすると、現地の事務所の方が現場のサイトへ行ってステー

クホルダーになりそうな人からお話を聞いている例というのは非常に限られていると思い

ますね。今おっしゃられたのは恐らく担当の実施機関、政府機関ですよね。それもステー

クホルダーの１つですけれども。 

○原科座長 政府機関はあっても。 

○高梨委員 それはある程度あると思いますけれども、広い意味のステークホルダーまで

は、現実には皆さんお忙しいから、なかなかそこまで情報収集するのは難しいのではない

かと思います。 

○原科座長 そうすると、別にそれにこだわらないけれども、今おっしゃったようなこと

で、実際にはそういうことが余りなければ当然派遣はされるわけですよね。 

○ＪＢＩＣ（中澤） やや程度問題の部分もあるとは思うのですけれども、正直ステーク

ホルダーが調査の前にすべてアイデンティファイされているかという問題がやはりあると

思うのです。ですので、そこは一律にステークホルダーをすべて―すべてというのも、

どういうものをもってすべてと言うかというのはありますけれども、「情報・意見の聞き

取りを行い」と、そうすんなりおっしゃるとおりですとは言えない部分はあるのですけれ

ども、いい調査をやるためにできる限りの情報を前広な段階でやっていくということは１

つあると思います。ただ一方で、前回私からも申し上げましたけれども、さまざまな意味

での迅速化を求められている中で、ＴＯＲの策定段階、それから実際に、大体の場合にお

いてコンサルタントなり外部の専門家の方に委託・委嘱して調査を実施することになりま

すので、そういった方々にさらなる知見があれば、当然にそういった方々からの情報等も

踏まえてやっていく、あるいはスコーピング段階がありますので、そういうさまざまなプ

ロセスにおいてよりよくしていくということをできるだけ集約化―集約化という言い方

が正しいのかわかりませんが―していきたいと思うのです。つまり、この、仮称と言っ

ていただいていますけれども、調査実施計画書案をつくった段階ですべてレディーでとい

うことはなかなか難しいと思いますけれども、最終的に調査のアウトプットとして出す段

階までにしっかりした調査をやっていく、その最低限必要なものをそれぞれの段階でやっ

ていくということに尽きると思います。 

○原科座長 では、満田さん、どうぞ。 

○一般参加者（満田） 地球・人間環境フォーラムの満田です。 

 高梨委員がおっしゃったように、それほど常日ごろ駐在員事務所の方々がスペシフィッ

 37



クにあちらこちらの現地情報をいつも吸い上げられるわけでもないということが一方であ

ると思いますし、中澤さんがおっしゃったように、この段階でステークホルダーが１００

パーセント特定されているわけではないというのは一方であると思います。ただ一方で、

ここに書いてあるのはカテゴリＡ案件についてなわけです。これは文言はとりたてて追加

していませんが、環境社会配慮調査を行うカテゴリＡ案件なわけです。カテゴリＡ案件に

ついては、その後、ＥＩＡの作成支援またはＥＩＡ等の補完調査などを行っていくＴＯＲ

をつくらなくてはならないわけですよね。ですから、必要に応じてというような言い方を

されておりますが、この段階でここまでの情報を収集しないと、現実問題、ざくっとした、

何にでも適用可能なＴＯＲはつくれると思うのですが、案件スペシフィックに、この案件

はこうこうこういう情報で、こうこうこうだからこういう調査が必要なのだという、意味

のあるＴＯＲはなかなかできないと思うのです。現段階でも、御承知のとおりＳＡＰＲＯ

ＦにおいてはＴＯＲミッションは通常派遣されていると私は認識しておりますし、開発調

査においても事前調査ミッションが派遣されております。事前調査ミッションは契約後だ

と渡辺さんはおっしゃるかもしれませんが、それでも調査設計という意味ではそれだけの

労力をかけていろいろな調査をしているわけですよね。ですから、協力準備調査をやるに

当たってこれぐらいの情報収集はやはり必要でありまして、ケース・バイ・ケースとおっ

しゃいますが、特にカテゴリＡ案件の要件としてはこのぐらいのことは書いていただけな

いものかと思っております。 

○原科座長 そうしますと、先ほど現地に調査団を派遣することは余りこだわらないとお

っしゃったけれども、カテゴリＡ案件はこだわると。 

 プロジェクト実施本体の直前ですから、その意味では、現実的に考えると、やはり派遣

というのはほとんどなるような印象を受けますが、そうでもないですか。これは直前だか

ら、本体の一部でしょう。これに関してはね。 

○ＪＩＣＡ（植嶋） これまで、開発調査とかは開発調査自体が協力でしたから、そのた

めの事前調査というのは当然あったのですけれども、これは本体の資金協力等の協力準備

調査で、その協力準備調査のための事前調査を定式化しろという話に聞こえてしまって、

非常にリダンダンシーを感じて。 

○原科座長 リダンダントになると。 

 どうでしょう、今のは。 

○ＪＢＩＣ（中澤） 植嶋さんがおっしゃったことと全く同意見なのですけれど、一方で、
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済みません、何度も同じことを言っていますが、迅速化を求められている状況があります

ので、ＳＡＰＲＯＦのようにもともとＦ／Ｓ調査が何らかの形であって、例えば道路であ

ればもうアラインメントが決まっていたりというような状況の場合、あるいはこれまでの

開発調査のように事前調査をやっている場合であれば、もちろん相当程度その段階の部分

ではわかっているのだと思いますけれども、むしろその前段階でしっかりしたＴＯＲをつ

くることにもちろん努力、注力するとともに、仮に調査を実施している段階で必要なこと

がアイデンティファイされたならば、それは環境社会配慮に限らず何でもそうだと思いま

すけれども、そこを柔軟に対処できるような形にしていくというのも１つだと思っており

ます。 

○原科座長 協力準備調査の前にまた事前調査をやるようなことになって、かえってリダ

ンダントではないか、協力準備調査の中でしっかりやればいいのではないかというお答え

ですけれども、これはどう考えるとよろしいですか。 

 高梨委員、どうぞ。 

○高梨委員 議論の進め方なのですけれども、本来は業務フローというのがＪＪから出て

くるのがしかるべきだと私は思うのですけれども、それがなかなか出てこないということ

でＮＧＯの方がこういう案をつくったわけですね。ですから、これは満田さんを含めて想

像であり、希望であり、こうあってほしいというものが出ているのだと思うのですね。そ

れについてみんなで質疑応答して何かクラリフィケーションするという作業が何かリダン

ダントなような気がして。 

○原科座長 それ自体が。 

○高梨委員 ええ。 

○原科座長 いや、私はそう思わないですよ。 

○高梨委員 業務フローをいただいて、それに対して提案したりクラリフィケーションす

るのはいいと思うのですけれども。というのは、これは、今、植嶋さんや中澤さんが言っ

ておられるように、いろいろなパターンもあると思いますし、それぞれで違うところもや

はりあるので、これが一番オーソドックスな形ですということで恐らくＮＧＯの方は考え

たのだろうと思いますけれども、ＪＪの方で大体これが標準的なフローですというのがあ

れば、みんなでそれをたたくことは非常にいいわけですけれども、これ自体ＪＪの方がど

う思っておられるか意見を聞きたいなと思っているのですけれども。 

○原科座長 では、それをいきましょう。今の御意見で、これで議論していいのかという
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ことでございます。では、ＪＪの方、お答えください。 

○ＪＩＣＡ（植嶋） 高梨委員から業務フローの説明がないじゃないかというおしかりを

受けて、それは重く受けとめなければいけないのですけれども、若干、これまで説明して

きた業務フローのどこがどのように足りないのか、もう少し具体的に言っていただかない

と、何も説明していないようなお話なので、教えていただきたいと思います。 

 それから、少なくともＴＯＲづくりに関しては、３回ぐらい前のときに、現地に調査団

を派遣する場合もあるし、しない場合もある、しない場合は現地の事務所が行う場合もあ

るし、本部から職員が出張して行う場合もある、そういうフレキシブルなやり方を協力準

備調査では業務フローとしたいと御説明したので、それではどこが不十分なのでしょうか。 

○高梨委員 もう単純なあれで、別添１でフローがＮＧＯから出ているわけですけれども、

こういうのが１つ詳細な業務フローだと思うのですね。ですから、これが、ＪＪの方で考

えて大体そんなものですということであればこれで議論したらいいと思いますし、そこが

はっきりしていないということを申し上げているのです。 

○原科座長 私もそう思います。別添１で議論してきましたけれども、これは全然違うの

だと言われると困ってしまいますが、大体こんな格好で考えてよろしいですか。おかしか

ったらおかしいと言うと思うのですけれども、おおむねこんな格好で考えてよろしいでし

ょうか。 

○ＪＢＩＣ（中澤） ８月２９日だったかと思いますけれども、ＪＪから、新ＪＩＣＡの

業務フローにおける各主体の役割、あるいは協力準備調査についての案ということで御説

明申し上げております。私が理解しておりますのは、その中で、もうちょっと具体的に協

力準備調査を、実施の検討段階、実施中、それから先生がおっしゃっていましたけれども、

調査の終了後の公開というようなブレークダウンをした上で、もうちょっと細かなフロー

について協議したいということだと受けとめております。ですので、大きな流れについて

は当方からも説明させていただいたとおりで考えております。ただ、その中で、特に情報

公開の関係でありますとか、あるいは今のイシューであります実施計画書案の３０日間の

情報公開の話等、具体的なところについて御提案をいただいて、それを一つ一つ議論をし

ていると承知しています。ですので、もしこれ全体についてＪＪの方で対案的なものをと

いうことであれば、もちろん関係者といろいろ協議した上でそれをというやり方もあるの

だとは思いますけれども、そこはむしろ委員会の方で。 

○原科座長 対案というよりも、このＮＧＯの皆さんの理解がＪＪが今準備しているもの

 40



に大体合っているかどうかですよね。全然関係なかったら困ってしまいますよね。 

 満田さん、どうぞ。 

○一般参加者（満田） 地球・人間環境フォーラムの満田です。 

 私どものこの提案は、今、中澤さんから御紹介がありました、第１２回のときの「協力

準備調査について」というフロー図と説明を踏まえて、カウンタープロポーザル的な意味

合いも込めて提案させていただいているものです。私たちとしては、これに対してさらに

ＪＪさんの方で対案を出してほしいとは、今の段階では―もちろんこれからそういう局

面もあるかと思うのですが、まずはこの私どもの提案について検討していただきたいなと

考えているのです。もちろん、私どもがしたこのフロー図の提案の中には、ＪＢＩＣ・Ｊ

ＩＣＡさんの御説明に合致しているところもありますし、今議論しておりましたＴＯＲ検

討段階の提案はとりわけＪＪさんが示されたフロー図とは合致していない点だと思ってい

るのです。これについてはいわゆるカウンタープロポーザルとして提案させていただいて

おります。何が合致していないかといいますと、前回植嶋さんも御指摘されたように、Ｊ

Ｊさんとしては協力準備調査実施決定の後にＴＯＲを検討される場合もあるということだ

と思うのですが、実際問題、このペーパーを見ましても、協力準備調査の実施決定の後に

ＴＯＲ作成というようなことも書いてあるので、そこについてはＪＪさんの説明を踏まえ

たものではなく、こちらから提案しているものでございます。ですから、これについては

ぜひ委員会で議論していただきまして、こういったプロセスの話と環境社会配慮手続とい

うのは表裏一体といいますか一体のものだと思いますので、余り劇的な変更は望ましくな

いかもしれませんが、逆にＪＪさんの手続の方に反映していただけないかと、そういうこ

とを考えております。 

○原科座長 福田委員、どうぞ。 

○福田委員 高梨さんがおっしゃっているのは、この私たちが勝手に書いた別添１の右側

の部分ということになるのですか。 

○高梨委員 そうです。 

○福田委員 私の理解では、右側の部分はまさにこの委員会で議論すべき話であって、そ

の右側の部分を書くための前提として、おおまかな業務の流れがどうなのかということを

８月２９日に御説明いただいたと。それに合わせる形で、環境社会配慮の手続はどうある

べきかというのはまさにこの委員会で議論すべき話であって、もちろん委員会での議論の

仕方として、新ＪＩＣＡの御提案を先にいただくということもありましょうし、委員から
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何か案を持ち寄って議論するということもあって、それはいろいろあり得ると思うのです

が、これがＪＪの理解と合っているとか違っているとか、そういうことではないと思いま

す。 

 そういう意味では、ここで出てきている業務フロー、御説明いただいた業務フローに相

当する部分というのは、左から２番目の箱というのですか、ローリングプラン、協力準備

調査、対象方針協議という部分で、ここの流れは満田さんがおっしゃったように基本的に

は御説明いただいたものを踏まえながら、私たちとして変えてほしいと考えているところ

については若干違う提案をさせていただいているということです。そういう意味では２つ

の提案というのはここには含まれるわけですが、いずれにしても右側の部分は、まさにこ

の委員会でどのようにするべきだというふうにこの委員会のメンバーが考えるのかという

検討の材料として出させていただいているものでありまして、この点について何か今の新

ＪＩＣＡが考えている業務フローとの関係で合っている、間違っているということが何か

あるものではないというのが私の理解です。 

○高梨委員 私が業務フローと申し上げているのは、現行のＪＪＣＡのガイドラインでそ

れぞれ開発調査を含めプロセスが書いてありますよね、矢印でずっと流れとして。それが

環境社会配慮業務フローという形だったので、私の理解ではこういうものが出てくるのか

なと思っていたのです。そうではなくて、さっき言ったもっとざっくりとした大きな格好

の枠で、本当の大ざっぱな流れだけで、これが業務フローですということであれば、私の

理解が違っていた。現行ガイドラインにあるような細かなプロセスをお示しいただくのが

業務フローと理解していたものですから。それはもう考えていませんということであれば、

ＮＧＯのように細かい業務フローを提案するような形で議論するしかないかなと思います

けれどね。 

○原科座長 福田委員、どうぞ。 

○福田委員 高梨さんのおっしゃりたい業務フローというのが何なのかというのはわかり

ました。この別添２という形で配らせていただいている「現行ＪＩＣＡガイドラインのフ

ロー」というのがありますが、これは、ガイドラインができて、そのガイドラインに基づ

きどのように業務をするかというためにつくられたフローでありまして、これができたの

はガイドラインの後なのです。今は新ＪＩＣＡのガイドラインをこの場で議論しているわ

けですから、このフローのレベルのものがここに何か提案されるということは多分ない。

まさにこの委員会の場で委員会としての考え方をまとめ、その後、新ＪＩＣＡとしての案
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ができて、その段階で初めてこういうものを書くことが可能になるだろうと理解していま

す。 

○高梨委員 私もここまで細かいものは期待していないのですけれども、例えばスコーピ

ングの話とか、ＴＯＲですとか、どの段階で現地のステークホルダーとの協議だとか、要

するに大きな流れの中のポイントになるような業務がある程度出るのかなという期待があ

ったものですから。もちろんこんな細かいものは後でつくるわけですけれども、そうでは

なくて、大きなポイントになるような各調査のポイントというのは別途出てくるのかなと

いう期待だったのです。それが出てこないというのであれば、それも私の理解が違ったの

だということでいいと思いますけれどね。そこだけ確認したいのです。この前御発表にな

ったもので、業務フローはあれ以上の細かいものはありませんということであれば、それ

も１つの御説明だと思います。 

○原科座長 ありがとうございます。 

 そうしますと、今の議論のようなことで、大きな流れは示していただいたと。細部の手

続に関しては、環境社会配慮がかかわってくるので、この委員会で議論して、それによっ

て具体的なものが決まっていくと、そう考えてよろしいですか。 

○ＪＢＩＣ（中澤） 細かなものというのは、この別添２ということがもし皆さん今お話

をされている方の念頭にあるとすると、これはＪＩＣＡの中の各部間でどういった役割分

担あるいはフローで実施するかということですので、これについては実際の環境社会配慮

ガイドラインの適用方法等が決まった後でやっていくことになります。では実際にこちら

からも示させていただきました大まかな業務の流れの中で環境社会配慮がどうあるべきか

ということは、ここでの議論を踏まえてＪＩＣＡにおいて策定し、それをこちらの詳細フ

ローに落としていくと、そういう理解でおります。 

○原科座長 よろしいですか。だから、大きなフローは示していただいた。それで、環境

社会配慮ガイドラインという観点からこのようにＮＧＯの皆さんに書いていただいたフロ

ーがあって、さらにブレークダウンした具体的なものはまたＪＩＣＡの方でお考えいただ

くということですね。行ったり来たりですね。キャッチボールということで。だから、こ

の段階ではこれに基づいて議論するということでよろしいですか。皆さん。―では、そ

ういうことで参ります。 

 そうしますと、さっきの順番、意思決定とＴＯＲの関係ですね、これはこのようなこと

で提案していますけれども、これに関してもう一回議論した方がいいような感じがします
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けれども、いかがでしょう。 

 どうぞ、中川さん。 

○小林委員（代理：中川） 環境省の中川です。 

 済みません、今ちょっと聞きそびれてしまっていたかもしれないのですけれども、そう

すると当面はこの図に従って今までと同じような議論をしていくということですか。 

○原科座長 そうなると思います。 

○小林委員（代理：中川） それは余り効率がよくないのではないかというような気がし

ます。というのは、私も議論を聞きそびれているところがあるのかもしれないのですけれ

ども、例えばローリングプランをどう公開するのか、ローリングプランにはどの程度の粗

さの情報が含まれているのかというようなところですとか、そういうところがかなり明ら

かになっていないと、仮定に基づいていろいろなことを話していってもなかなか煮詰まっ

ていかないというような感じが。 

○原科座長 ローリングプランはＪＩＣＡの担当ではないので、これは外務省に対して

我々が提案する格好になると思います。公開に対してですね。 

○小林委員（代理：中川） わかりました。 

 もう１点、多分これは協力準備調査ということについての根本的なことだと思うのです

けれども、こういう調査をしたい、こういうプロジェクトを要請したい、１００億円のプ

ロジェクトなのか３００億円のプロジェクトなのかというようなことを途上国側が必ずし

もきちんと決めていなくて、ＪＩＣＡ・ＪＢＩＣと相談しながら決めていきたいというよ

うなことで、調査を始める時点ではそういったことが明確になっていないという場合も非

常に多くありますし、どういったスコープなのか、どういった内容なのかということが調

査の中でだんだんに収斂して煮詰まっていくというようなことがあるので、多分これと同

じようなフロー図をＪＩＣＡ・ＪＢＩＣの方がつくるのであれば、そういったようなとこ

ろを出発点にして、一番費用対効果のよいフロー図をつくっていただけるのではないかと

思うので、そういったところが不明確で議論をしているのは時間の使い方としてもったい

ないような気がいたしました。 

○原科座長 私の理解だとちょっと違うのですけれどね。それだけ不確定な段階で協力準

備調査やるのですか。プロジェクト単位で。本体事業と一体化と何度もおっしゃったので、

そんなに不確定で本体事業と一体化という表現を使いますか。 

○ＪＩＣＡ（植嶋） ＪＩＣＡの植嶋です。 
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 先ほど中澤さんからも話がありましたように、協力準備調査には大きく分けて２つのス

テージがあります。 

○原科座長 だから、プロジェクト直結の話。 

○ＪＩＣＡ（植嶋） 直結の方は、当然のことながらある程度スキームも含めてわかって

いるという段階で、プロジェクトの計画の概要が粗々わかっている段階で、初めて、それ

に対して協力準備調査を打つか打たないかという判断と、どういう調査の内容にするかと

いうことを決めていくということです。 

○原科座長 という理解ですので、この件に関しては今おっしゃったようなことではない

と思うのです。シナリオづくりの場合はおっしゃるようなことですね。そのようなことで

これをやった方がいいと思います。むしろそうしないと時間のむだになってしまう。ここ

まで具体的に提案していただいているので、これを議論していかないとだめだと思います。

というようなことでよろしいですか、皆さん。 

 それでは、これはどうしますかね。ＴＯＲ、意思決定の後に云々と、その前後関係に関

するＪＩＣＡ側の示されたものとちょっと違うのですね。議論がいろいろありましたね。

その辺もう一回きちんとしておきましょう。 

○ＪＢＩＣ（中澤） ８月２９日でしたか、その次でした、植嶋さんから一度説明させて

いただいていると思いますけれども、私どもで出させていただいたフロー図の中で、日本

政府と新ＪＩＣＡとの間に「協力準備調査の実施決定」という箱がありまして、それが新

ＪＩＣＡにおける「協力準備調査」と書かれている箱の中のＴＯＲ作成より上に入ってい

るのでそういう印象を持たれているのだと思うのですけれども、考え方としては、協力準

備調査について新ＪＩＣＡの中でまさに実施計画書的なものをまとめて意思決定する段階、

そのフローの中において日本政府においても協力準備調査の実施を確認をしていただくと

いうのが実態だと思っております。協力準備調査の実施を日本政府の方で確認していただ

く段階においては必ずしもすべての細かなＴＯＲが決まっている必要はないと思っており

まして、まさに政策的な判断、外交上であったり国別援助計画であったり、そういったも

のの判断に必要な情報があればその時点で御確認いただけますので、その時点ですべての

ＴＯＲが策定されていない場合はもちろんあるとは思います。ただ一方で、全くＴＯＲが

粗々も決まっていない段階でそういった政策的な御判断をいただけるかというと、それは

それで難しいと思いますので、あくまで新ＪＩＣＡがＴＯＲを策定していく過程において、

政策判断ができる段階で政府に御確認いただく、そのように考えていただければいいと思
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います。 

○ＪＩＣＡ（植嶋） 済みません、補足をよろしいですか。ＪＩＣＡ企画部の植嶋です。 

 現在の開発調査の場合においても、要請があってこの案件を開発調査として実施すると

いう採択の段階では実はＴＯＲまでは細かく検討していないのです。粗々の案件概要、そ

れからＴＯＲ案のようなものがあるかないかぐらいで、案件が採択された後にＴＯＲを細

かく詰めていくというのが今の開発調査のプラクティスでございます。 

○原科座長 そうしますと、ＴＯＲ案まではつくるということだから、２番目のことは可

能だと、大体こういう理解でよろしいということですか。２番目というのは、別添３の四

角の２つ目。この手続は十分可能だと考えてよろしいですか。「ＴＯＲ案を含む調査実施

計画書案の作成」、このＮＧＯの御提案は大体いけると考えてよろしいですか。 

○ＪＢＩＣ（中澤） そのタイミングを除いてですね。ここにはタイミングのことが書い

ていないと思いますので。 

○原科座長 タイミングはフローチャートの順番だと思うのですけれども。 

○福田委員 タイミングは３点目のところに書いてありますので、そういう意味で、今、

植嶋さんは２点目についてはとおっしゃったのだと思います。 

○原科座長 タイミングというのは、３点目の意味ですか。「少なくとも３０日間公開す

る」。 

○ＪＩＣＡ（植嶋） ３点目の議論はこれからですよね。 

○原科座長 ええ。では、それは除いて、２までは大体いけると。 

 では、１に対しては大丈夫だと。そうすると、フローチャートは基本的にこの上の部分

はＮＧＯの提案でおかしくないと考えてよろしいですね。別添１の右上の部分です。この

ような形で。 

 満田さん、どうぞ。 

○一般参加者（満田） 地球・人間環境フォーラムの満田です。 

 タイミングについては、別添３の２ぺージの２つ目のボックスですね。「ＴＯＲ案を含

む調査実施計画書案の作成」に「協力準備調査の実施決定前に」という文言が１行目に入

っています。ということで、ここら辺は若干水かけ論的なものと化しておりますが、私た

ちとしては実施決定前にこれらの情報を作成してくださいという、そういう提案なのです。

ただ、御説明の中に、日本政府と相談するに当たってはＴＯＲまで詰めたものはまだでき

ていない場合もあるとおっしゃっていたのですが、前回の御説明の紙を見ますと、日本政
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府に対する説明とか協議をしながら、ＪＩＣＡとして協力準備調査の実施を―ごめんな

い、外務省と協議の上実施を決定と書いて…… 

○原科座長 済みません、ちょっとストップ。時間が４時半になってしまうので、ブレー

クを４時にしなければいけないのを忘れていました。それから、外務省の方が来られたの

で、申しわけないのですけれども、ここで１回ストップしてもよろしいですか。 

○一般参加者（満田） はい。 

○原科座長 では、４時２６分かな、ちょっと休憩して、３５分から再開しましょう。そ

れで話を切りかえまして、外務省の方に御説明いただくことにいたします。大分議論が盛

り上がってしまったので休憩とるのを忘れておりました。失礼しました。 

 

午後４時２６分 休憩 

午後４時３７分 再開 

 

３．その他 

 

○原科座長 それでは、皆さんお戻りのようですので、再開いたします。 

 議題、話題を変えまして、先ほどブレーク前に申し上げましたが、外務省より無償資金

協力に関して御説明いただくようにお願いしておりまして、きょう御担当の皆さんお越し

いただきましたので、これから御説明いただいて質疑応答ということにしたいと思います。 

 北村委員、どのように進めたらよろしいですか。 

○北村委員 外務省の北村でございます。 

 前回の委員会の際に御質問があればいただきたいと申し上げましたところ、福田委員と

清水委員お２人から質問をいただきました。今日のこのセッションでは、外務省の側から

有識者委員会でのこれまでの議論をなぞるような形で外務省の考え方を御説明するという

よりは、むしろいただいた御質問に対してお答えする、あるいはそのお答えを敷衍するよ

うな形で御説明するというような進め方がいいのではないかなと思っております。 

○原科座長 では、まずどなたにお願いしましょう。まず御質問からいきましょうか。 

○北村委員 その前に、外務省からの出席者について簡単に自己紹介させていただきたい

と思います。 

○原科座長 そうですね。まず御紹介いただきます。それでは、順に御紹介いただきます。 
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○外務省（本清） 外務省の国別協力第一課長をしております本清でございます。よろし

くお願いいたします。 

 私自身の担当分野としましては、もうここに御出席の委員の皆様方に改めて御説明申し

上げるまでもないのですが、これまでで言うところの開発調査の担当の課でございます。

協力準備調査の関係で申し上げれば、今までは開発調査ということでかなり上流部分をや

ってきたということでございますので、業務フロー全体について、ＪＩＣＡさん、ＪＢＩ

Ｃさんとの取りまとめを外務省の中でさせていただいているという形になっております。

よろしくお願いいたします。 

○原科座長 ありがとうございます。 

 それでは、次は上田さん。 

○外務省（上田） 私は、国別第二課の首席事務官をしております上田と申します。どう

ぞよろしくお願いします。 

 全体の業務のフローに関しては国別一課とともに担当し、とりわけローリングプランの

部分を切り分けてやっているという形でございます。 

○外務省（松浦） 無償資金技術協力課の松浦でございます。きょうはどうぞよろしくお

願いいたします。 

 無償資金協力の関連部分で御質問等いただきます場合には、私の所掌範囲で答えられる

範囲でお答えさせていただこうと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○外務省（金子） 外務省有償資金協力課の首席事務官を務めております金子でございま

す。 

 有償資金、円借款の関係では私の方で答えられる範囲でお答えしたいと思います。よろ

しくお願いいたします。 

○原科座長 ということでございます。 

 では、委員の方もやりますか。委員の方、わからないですよね、どんな人か。 

○外務省（本清） 我々も記録を読ませていただいておりますので。 

○原科座長 では、よろしいですね。名前は書いてありますから。 

 それでは、早速、御質問から参りましょうか。 

 福田さんがありましたね。 

○福田委員 メコン・ウオッチの福田と申します。よろしくお願いします。 

 事前質問をお送りさせていただいておりまして、私が出させていただいたものについて
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は委員の皆様にも送られているかと思います。それから清水さんも出しているのですよね。

それは共有されていない。 

○清水委員 済みません。 

○福田委員 わかりました。 

 幾つか分野ごとに分けて御質問させていただいた方がいいかなと思います。主にローリ

ングプランに関するもの、それから協力準備調査に関するもの、それから無償資金協力の

案件形成あるいは審査に関するものがあるかと思うのですが、ほかに何かありますか。 

○清水委員 あと円借款に関するものもお願いします。 

○福田委員 ということで、４つぐらい分けて、こちらからの質問について。 

○原科座長 では、順番に分けてやりましょうか。 

 では、まずローリングプランからいきましょう。 

○福田委員 ローリングプランについては、これまで既にこの委員会では議論されており

まして、委員会の初期の段階で私たちから、特にローリングプランには今後３～５年の日

本国政府による協力案件の公報が掲載されるということで、これを公開すべきではないか

という問題提起をさせていただいております。この委員会では委員の皆さんからも、これ

は公開すべきではないか、あるいは公開を前提としてこれを作成すべきではないかという

意見が出ていたところですが、最終的に北村さんから、ローリングプランという文書につ

いては最終的な責任は外務省にあるということで、この場は新ＪＩＣＡのガイドラインを

検討する場ということになりますので、直接ガイドラインの中に規定することは難しかろ

うということで一たん整理はされているところであります。しかし、早期段階からの環境

社会配慮ということを考える上でも、あるいはＯＤＡ政策の透明性ということを考える上

でもこの問題は非常に重要な問題だと思っております。ここではひとまず、ローリングプ

ランについては現状公開されていないわけですが、この理由、あるいは公開することにな

ったとして、それに向けてどういう障害があるのかということについてお聞かせ願えれば

と思います。 

○原科座長 では、今の件、お願いいたします。―まだありますか。 

○清水委員 私の質問を事前にシェアしておらず、大変失礼いたしました。今のローリン

グプランの質問に関しては基本的に福田委員と同趣旨でございます。 

 あと、私の方から、これは非常に基本的な質問なのですけれども、１つさせていただき

たいのは、国別援助計画との相違点を教えていただきたいということも加えてお願いいた
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します。 

○外務省（本清） それでは、最上流の部分を私から御説明申し上げて、ローリングプラ

ンプロパーについては国別二課首席の方から。 

 前にも福田さんと清水さんには外務省でお会いして御説明したことの繰り返しになるか

もしれませんけれども、それは若干御容赦願います。 

 国別援助計画というのは、ＯＤＡ大綱にも書かれていますとおり、政府全体と一体性と

一貫性を持ってＯＤＡを効率的・効果的に実施するために、主要被援助国について作成し

ましょうということでございまして、これは政策文書でございます。これについてはＮＧ

Ｏの方もよく御存じだと思いますし、こちらに御参加の委員の方々も御存じのとおり公開

しておりますし、作成段階でパブリックコメントもいただくような形で公開しているもの

でございます。この策定に当たっては当然我々の方もインプットするわけですけれども、

現地のＯＤＡタスクフォースの意見を踏まえて、被援助国側の政府の考え方とか、あとＮ

ＧＯの皆さんとか学識経験者の皆様、または経済界とか、いろいろな方との意見交換、私

も幾つかの国別援助計画をうちの課に来てからつくりましたけれども、意見交換をさせて

いただいて案をつくる、そして一般の方からのパブコメもいただくという形によって政府

の内部で決定したものでございます。 

 この下に別途、これは外務省のホームページでインターネットで公開されておりますけ

れども、国際協力重点方針・地域別重点課題いうものをつくります。これは、大体その年

度の経済協力の方向性のようなものを規定したものでございますが、その中に一部、国別

援助計画を踏まえた各国別の書きぶりをアジアについてしているものもございますし、中

南米、アフリカなどの国については、どちらかというと個別の国よりは地域全体に対して

どういう経済協力方針で臨むかというようなものをやっているところがございます。 

 その下になりますと、まさに今御質問のローリングプランということでございますけれ

ども、そこまで細かいところが書いていないのが国別援助計画及び国際協力重点方針・地

域別重点課題と考えていただいて、ローリングプランについては、どちらかといえばもっ

と下の段階の、具体的な、それぞれの国についての開発課題はどういうものがあって、ど

ういう協力シナリオがあり得るのかというものを踏まえて、どういうプロジェクトがある

のかというものまで含めて書かれているものだと、このように理解しております。 

○外務省（上田） 今、本清課長から国別援助計画の御説明、それからローリングプラン

の説明のはしりの部分をやりましたが、もう少し詳しく御説明申し上げますと、ローリン
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グプランは援助政策を公開する国別援助計画等々で明らかにするわけですが、それを踏ま

えて３つ、無償、有償、技協の３つの援助スキームを一体的に活用した援助を実施すると

いう観点から、現地のＯＤＡタスクフォースですとか相手国政府、東京、それから実施機

関の間で作成される業務資料という位置づけなのです。これをつくることによって相手国

の開発政策と調和化を進めて、ＯＤＡの実施にかかわる関係者みんなが中期的な見通しを

持って案件を形成していくという際の参考にしていく文書です。今年度新たに導入という

ことなので、実際の運用方法の詳細は引き続き検討中ではあるわけですが、いずれにして

も、先ほど申し上げたとおり、ＯＤＡタスクフォース、外務本省、ＪＩＣＡのＪＪ本部、

それから相手国の政府の間で、ある被援助国に対する支援全体を俯瞰するような業務資料

ということで、随時更新が行われていくというたぐいの資料、内部検討のための業務資料

なので、それぞれの案件の成熟度という観点から言ってもさまざまな案件が含まれるとい

うことです。したがって、例えば単にアイデア段階のものも含まれる予定でございます。 

 したがって、こうした御質問に対する直接のお答えといたしましては、こうした情報が

記載されるローリングプランということなので、例えば入札にかかわる情報が含まれる場

合であるとか、あるいは相手国との関係で必ずしも考え方の一致しないような案件も入っ

ている、すなわち相手国との関係で問題が生じるようなケースも考えられるので、公開は

必ずしも適切ではないと考えてございます。 

○原科座長 ありがとうございました。以上ですね。 

 相手国との関係で問題が生じるというのは、どのようなことでしょうか。 

○外務省（上田） 今検討してございますのは、ローリングプランをつくりまして、その

紙は横に倒して英語版にして先方政府と内部検討用の資料として少なくとも共有をするわ

けですが、他方、ここにはその時点時点のアイデアが書き込まれるということなので、先

方政府と全く１００パーセント合意したものを共有するということではないということで

ございますので、例えばある案件について先方政府はぜひやりたい、当方は必ずしもそう

は思っていない、他方ローリングプランには書いてあるというケースも当然生じる可能性

が高いわけです。そういう観点から申し上げた次第でございます。 

○原科座長 では、まだ結論が出ていないと。検討段階のものなので公開はしにくいと。 

○外務省（上田） おっしゃるとおりでございます。 

○原科座長 検討段階のものを公開してもらいたいのが情報公開の趣旨なのですけれどね。 

○外務省（本清） そこは相手国政府との関係もございます。上田首席から申し上げたと
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おりなのですけれども、相手国政府の要望を踏まえなくても協力準備調査というのは開始

できるということになります。そういった場合、例えば我々の方でこういう案件があると

いうのが相手国政府との間で十分調整がとれていない場合もあるわけです。そういうもの

について、改訂のタイミングとか相手に伝わるタイミングとかいろいろなものがあります。

また、案件の内容によってはまさにこの委員会で御議論いただいているように、どういう

ものを環境配慮しなければいけないのかというのがきちんと結論が出ていればいいですけ

れども、そういうものもない場合もあります。そういうのを含めてまだ相手国政府との関

係で公開するには十分でないというものが幾つも入っているのではないかと、このように

考えている次第でございます。 

○原科座長 ＮＧＯの方はそれを公開してもらいたい。どういうことで公開してもらいた

いということですか。 

○福田委員 公開すべきという議論については、私たちは外務省にレターも送らせていた

だきましたし、この委員会の場でも議論としては紹介させていただきました。 

 主に２点、非公開であることのデメリットと公開するべきであるというメリットがある

のですが、まず、今後日本の政府がＯＤＡの案件として投入していきたいと考えているも

のが非公開にされるということになれば、そこに載る、載らないということについて必ず

不透明な働きかけが生じるであろうと。これが結局、うちのところの案件を載せてくれと

かいうことが、あるいは日本企業さんからあるかもしれない、あるいは相手国政府さんか

らあるかもしれない、あるいは日本の他の省庁からもあるかもしれない。そういうものを

非公開にするというのは、逆に非常に不透明な中でそこに載るものが決まっていくという

ことになってしまい、実際に今後３～５年にどういう案件を日本政府として、あるいは外

務省としてやっていこうと思っているのかということに関する外務省の考え方が決まるプ

ロセスが非常にゆがむのではないかと思っているというのが１点であります。 

 なぜ公開した方がいいのかということは、早期の段階からこういうものを出すことで、

１つは実際にこの事業によって影響を受ける、あるいは利益を受ける人々からのインプッ

トが可能になるでしょうし、環境社会配慮という観点からも、このプロジェクトはさすが

にやめた方がいいだろうというものについては、そういうものに載った段階でそれはイン

プットを受けて、ではリストから外しておきましょうかということも可能になると私たち

としては思っています。 

○原科座長 今の御意見に対してどうお考えでしょう。もっともなような感じがしますけ
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れども。隠すとインサイダー情報が発生してしまって、おかしなことがよく起こりますよ

ね、世の中。これまでそういうことがいっぱいあったのでどんどん改革が進められており

ますけれども、まだ依然としていっぱい、現に今も政府では進行中ですよね。 

○外務省（上田） 御意見ありがとうございます。 

 他方で、先ほど申し上げた全体の、我々、この検討するプロセスというのは、ＯＤＡタ

スクフォースの中でさまざまなアイデアも含めて議論するたたき台のような段階で、環境

ガイドラインにかかるような議論まで考えの及ばない未成熟な段階のようなものも含めた

プロセスと考えてございまして、具体的な案件に関する個々の議論はこのローリングプラ

ンの後に行われていくのだろうと考えてございます。したがって、プロセスの透明性とい

うのはその後のプロセスにおいてもちろん確保されるべきだろうとは考えてございますが、

アイデア段階のもの、方向性について政府としても何ら決定していないような部分でござ

いますので、公開することで、先ほど申し上げた相手国政府との関係でもそうですし、さ

まざまな検討段階での情報を出すことによってミスリーディングな形になってしまうので

はないか、それによって政府部内での検討にブレーキがかかってしまうおそれもあるので

はないかというようなことを考えてございます。 

○原科座長 そういうネガティブなインパクトの方が大きいのではないかということでご

ざいますが。 

○清水委員 御説明ありがとうございます。 

 まず１点質問なのですけれども、公開できない理由の１つとして入札にかかる情報があ

るとおっしゃったのですけれども、これが一体何を指すのかということを教えてください。

つまり、私が今まで伺っているローリングプランに含まれる情報というのは、相手国の開

発課題が１つ、もう１つは援助シナリオ、もう１つが候補案件ということで、この３つを

聞いた限り、特に入札情報にかかわるような情報は含まれないのではないかと考えたので、

質問させていただきました。 

 あとは、相手国政府との問題が生じるということですけれども、これについては、タイ

ミングがどうであれ、やるとなった場合はいずれ相手国政府と相談するわけですから、何

らかのタイミング、例えば半年であるとか１年であるとか、そういうタイミングを設定し

て公開することは可能なのではないかと考えます。いかがでしょうか。 

○原科座長 今のにお願いします。 

○外務省（上田） 御質問ありがとうございます。 
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 まず１点目の入札にかかる情報というところで、やや私のお答えが不明確だったという

ことだと思いますが、済みません、申し上げたのは、今後入札に進むということで、さま

ざまな準備をされる企業の方がいらっしゃったりということを想定してということでござ

いますので、恐らくローリングプラン自体に今御指摘のあった入札にかかる個々の情報が

載っているということはございません。そこは御理解のとおりでございます。 

 他方、どんな個別の案件のアイデアが今の段階であるかということが、仮に公開すると

いうことを仮定いたしますと、そのアイデア段階で書かれたものによって援助規模なんか

も相当予想できるということになりますと、これが円借款なのか無償資金協力なのか技術

協力なのかというようなことも類推できるという程度の範囲での御説明を申し上げたつも

りで、入札情報にかかる個別の情報がここに含まれているということではないということ

でございます。 

○原科座長 事業に関連するような情報が出ていくという意味ですか。 

○外務省（上田） ええ。 

○原科座長 そうすると、そういう情報は公開した方がいいのではないですか。非公開だ

と、まさにインサイダー情報になると、特定の主体がその情報を得たらすごい不公正なこ

とが起こってしまいますよ。今までそういうことがいっぱいあったので、だから情報公開

なんですよ。情報公開の趣旨はそこなのです。インサイダー情報をなるべく減らすことな

のです。今おっしゃったように重要な情報であればなおさら重要ですよ、公開しておかな

いと。そこでおかしなことが起こるでしょう。 

○外務省（本清） 私の方で見ている感触を申し上げますと、例えば協力準備調査によっ

ては、最初始まるときは、有償が出てくるのか、無償が出てくるのか、技協になるのかよ

くわからないものがある。実はローリングプランなんかにそういうものも含めて載ってい

るわけですけれども、こういうものを余り個別具体的にそういう段階で載せてしまうと、

国によっては、これはぜひ無償でお願いしますみたいな話になる可能性があるわけです。

私の場合、アジア・大洋州が担当ですけれども、今後のプロジェクトについては、やはり

有償案件を念頭に案件をつくっていかなければいけないというものもあります。相手国政

府との関係でなかなか難しく、日本政府としてはこれはぜひとも有償案件でお願いしたい

というものもあると思うのです。余り情報公開してしまって相手政府と交渉するのはなか

なか難しい。ただ、協力準備調査の質問とも関連づけられると思うのですが、情報公開の

あり方というのはまさに御議論させていただいた方がいいのかなと思っております。協力
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準備調査は個別案件の前のものも含むので、そういうものについて公開の対象にするのは

我々としてはちょっと厳しいなと思っているということでございます。 

 相手国政府との関係で言えば、毎年政策協議がしょっちゅうやられていればそういうこ

とも起こらないのでしょうが、政策協議が年１回も開かれないような国もあるかもしれま

せんし、例えばプロジェクトの情報を政府の担当部局は知っていてもそれ以外の部局は知

らないとか、国によってさまざまなケースがあると思いますので、そこの公開するタイミ

ングについては相手国政府との関係をもう少し我々の方で考えさせていただきたいと思い

ます。ただ、一般的に相手国政府に通知しているからもうこれは公開していいのだという

議論には必ずしもならないと私は思っています。 

○原科座長 有償でお願いしたいけれども向こうが無償を期待するというのは困るとおっ

しゃいましたね。公開しない場合でも相手国政府とやり取りはするのでしょう。だからど

っちみち同じことが起こるのではないですか。公開したらどうしてそんなことが起こるの

ですか。それがよくわからないです。 

○外務省（本清） いろいろな業者の方は、これは無償でお願いと働きかけるかもしれな

い。 

○原科座長 それは政府としてしっかりした態度をとっていただけばよろしいので、その

ことがゆえに公開できないというのは余り強い理由にならないと思います。 

○外務省（本清） ですから、そこは個別の案件の政府の方針が決まったときに、プロジ

ェクトの公開の仕方は別途考えさせていただきたいと申し上げたのであって、そこは絶対

に何も公開しませんと言っているわけではなくて、公開するタイミングについては、まさ

に今ここで御議論させていただいた上で考えていきたいということでございます。我々と

しては、ある程度整理した上で公開させていただいた方が将来問題が起こりにくいのでは

ないかということでございます。 

○原科座長 そうでしょうかね。私はそんなふうには……。これは皆さんいろいろ御意見

あると思います。 

 吉田委員、どうぞ。 

○吉田副座長 私もこのテーマに関しては発言したのですけれども、１つは、外務省の

方々は、というよりも日本の公務員の方はすごく律儀で、書いたものはしっかりと守らな

くてはいけないという行動規範がある。私は大変いい面だと思っているのですけれども、

一方で、ローリングプランと名前があるように、ころころ変わっていくからローリングプ
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ランということを前提にするならば、むしろ公開するときに最初にそれを断ればいいと思

っているのです。非常にインフォーマティブな段階、今つくっている段階で。例えば、そ

の中でもしカテゴリができるのなら、かなり熟度が高いものがあるし、アイデア段階でま

だどうなるか全然わからないものがある。そういうのには印をつけてもいいし、最初の段

階で、これは単に、少なくとも国別あるいは地域別方向という大きな流れに沿うような形

で、我々が今の情報と今の時点でこのように先のことを考えています、しかしいつでも変

えられますと、subject to change ということをはっきりとすべての人に前提として置い

て、その上でなおかつ、今の時点で最大の情報を集めた限りにおいてはこういう、まさに

指示的、インディカティブなプランとして置いておきますと。したがって、２年目になっ

たら、その出ているうちの３割か４割は消えてしまっても私はいいと思っているのです。

実は消えることに意義があるのです。その１年間公開したことによって得られる情報によ

ってプロジェクトがスクリーニングされていくとポジティブに考えれば、みんながそれを

評価するべきものだと私は思うのですけれどね。 

○原科座長 私もそう思います。それこそ説明責任なのですよ。国民が理解しなかったら、

これはうまくいきませんよ。今、ＯＤＡ減らせ減らせと言われているのだから。まさにお

っしゃるとおりですよね。 

○中山委員 私は昔公務員をしていたので苦しい立場はわかるのです。ただ、１つお願い

ですが、現地タスクフォースというのがありますよね。それを外務省は今年から拡大して、

民間の意見を聞こうという、いい話なのですが、それでなぜ問題かというと、例えば国別

援助計画とロングリストとでは余りにも乖離しているのですね。片方はすごく抽象的な言

い方をしていて、片方はいきなり案件が出てくる。これが問題だなという気がするのです。

例えばカンボジアで例の問題になっているメコン架橋がありますが、あれは非常に大事な

プロジェクトなのです。あのプロジェクトそのものが大事だというのではなくて、日本が

アジアのああいう形で横のラインを強化するということは非常に価値あることなのです。

そういうことをもう少し強調してもらいたいのです。そのためにいろいろな民間がいろい

ろな情報を提供しているのです。それは、受け入れてくれるけれども、はっきり言って余

り援助計画とか何かに反映させていないと思います。縦のラインをもっと強化するとか、

橋をかけるとか、具体的な名前は言わなくていいので、そういうことを言えばあの案件か

なと関係の皆さん方ぴんとくると思うし、そのぐらいまで書くべきかなと私は思います。

そうすればもう少し情報も集まってくるし、外務省さんの信頼も上がってくるのではない
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かなと思っております。 

 今の限界については私はわかっているつもりです。 

○原科座長 ほかに御意見ございますでしょうか。 

 松浦さん、どうぞ。 

○外務省（松浦） 案件を転がしている立場から感覚的なものでお話をさせていただけれ

ば、我々が今、中でどういう作業をやっているかというと、あるＡという国があると、そ

こで動いている案件がアイデアも含めて数多くあるわけですよね。その中で、こちらの希

望、向こうの希望という単位のものもあるし、向こうの優先順位がどうかというレベルの

ものもあるし、あるいは我々が責任を持ってできるのかどうか、日本のＯＤＡとしてふさ

わしい案件かどうかという見極めがついているもの、ついていないもの、それから、そも

そも向こうが希望しているとなっていても、実際どういうものがあるかというと、何とか

大臣が何とかのときに話していたというもので向こうの政府内部で調整がついているかど

うか不明というものが極めて多い。そうすると、我々の作業はまずそういうところから始

まる。そういうものを幾つか机の上に並べた上で、それが仮に全部できるとすると額的に

ちょっともたないということで、ではできそうなものの中から向こうに優先順位をつけて

もらってということで、ではこれをやろうかなと我々が決定したときに、もう調査あるい

は公示というようなものが出ていく、その時点で公開情報となっていくという感じなので

す。そうしますと、検討段階のものも公開することがよいという御意見を承ったのですけ

れども、私のこの長い説明で若干感覚をおわかりいただけるかと思うのですが、調査をこ

こに打とうという決定をする前の段階のリストというものはだれも責任が持てないのです。

我々、だれも責任が持てない案件を公開するということは、結論から言うと難しいという

か、ないだろうと思うのです。なので、そこは当然のことながら、政策によっては、こう

いうアイデアがありますということを公開することを決定して、責任が持てる段階まで詰

めた上で公開するということは、これは一般論の政策としてあり得ると思いますけれども、

現在我々が想定しているローリングプランで実際そういう決定をしてやることが可能かと

考えると、ここで初めて向こうの政府との関係が出てくるのですけれども、日本ほど迅速

ではない国を相手に向こうの政府の意思決定を無視した形で公開するというのは、少なく

とも日本政府がとり得る政策ではない。これは案件の下のレベルをやっている者からの感

覚的な返事でございます。 

○原科座長 吉田委員、どうぞ。 
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○吉田副座長 二国間、バイラテラルでローリングプランを出している国と出していない

国があるのですかね。私も調べたことがないのですけれども、それを見てみるのも参考に

なるかなと思うのですけれどね。 

 もう１点は、責任をとるところがないという言い方をしたのですけれども、何をもって

責任をとるかというのはまた大きなテーマになってしまうのですけれども、そうでなくて、

よくわからないのだけれども出てきてしまったプロジェクトが幾つかありますよというも

の。例えばほかのマルチでは使っているようなパイプラインプロジェクトとかありますよ

ね。まだ何だかわからないのだけれども、とにかくそういう声が挙がっているのをパイプ

ラインプロジェクトと言って入れておく。それが次の年にはパイプラインだったものがち

ゃんと入ってきた、あるいは全然なくなってしまったりと。恐らく外務省の方がたくさん

の案件の中で前に進めるか進めないかというのは、それなりにクライテリアがあるわけで

すよね。そのあるクライテリアというのは既に国別とか地域別とか重点課題とかというも

ので整理されているわけですから、それに基づいて、かつ途上国のそれまでのパフォーマ

ンスですね、今までやってきたレビューもしていて、このセクターのこのエージェンシー

が言っているのは大体やったけれどもだめだったよとわかっているところもある。そうい

う過去のさまざまな知識の蓄積があって外務省の大使館があるわけですから、大きな判断

基準がそこにあるわけですよね。そういうことも踏まえて選択を日々していっていると私

は信じているわけです。だから、その信頼、皆さんの力とそれに応じた現時点でのスナッ

プショットでこれですよと。だけど余りにもまだ確信はできない。だからローリングプラ

ンと呼んで、前書きにそういうことを書いて、これは今の状況でこう判断したものであっ

て、変わっても文句言いっこなしですよということをきちんと言っても、それを受けて読

む人たちは納得できると思うのです。 

○原科座長 納得できると私も思いますよ。むしろそういう感じに世の中を変えていかな

いと。日本がリードしてもらいたいですね。今のお考えもわからないではないですけれど

も、今の日本国内の行政府の普通の考え方から言うと随分違いがあるように思いますね。

国土交通省のＰＩなんていうのは、まさに案の固まっていない段階で出すから初めて合意

形成、国民の納得が得られるということで、これは結構うまくいっていますよね。それか

らすると随分……、それでは難しいんじゃないかな。 

○吉田副座長 もう１点、とても大事なことだと思うのですけれども、新ＪＩＣＡになる

ということは、被援助国あるいはほかの援助機関から見ても、日本がどういう方向でどう
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いうものを頭に置いているのかという情報を出すのは物すごい重要性が出てくると思うの

ですね。その中にある、ないで具体的な政策協議のきっかけになると思うのです。日本は

このように考えているのだと。もちろん国別援助計画は英語で出されていますから、それ

を読んで、かつ、それだけだとなかなか具体的イメージがわかないのだけれども、少なく

ともローリングプランで、こういう分野でこういうプロジェクト、プログラムを考えてい

るのだなというのが相手に、例えば世銀にでもＡＤＢにでも明示的に伝わる、途上国にも

伝わるということで、そこから援助機関同士でのハーモナイゼーション、これは途上国に

とっても非常に助かることなのですね。同じようなアドバイスをしてくれるという、そう

いうポジティブな意味もあると思うのです。この点もとても大事なことだと思います。 

○外務省（本清） 若干最上流的な話ですけれども、国別援助計画は確かに公開しており、

もう１つ、重点方針及び地域別重点課題というのも公開していますので、そこは吉田先生

がおっしゃられたようなもう少しブレークダウンした物の書き方を目指すというのは検討

の方向性としてはあり得るのかなと思うのです。一方、ローリングプランで言うと、我々

行政の立場から見ると余りにも玉石混交のリストなので、それについて相手国政府との間

で、これが出てきたときに相手国政府からこれは何だというようなやり取りをしなければ

いけないということを考えたり、逆に相手国政府からそういう開発課題と全く関係なく出

てくるものもあるわけです。もう少し相手国政府との間でやり取りしていく中で個別具体

的になって、我々としては公開するぐらいのタイミングというのは図れると思うのですけ

れども、そこの検討中の部分では、今の時点では行政府としてこれを公開してパブリック

コメントをもらうとか、相手国政府との関係でそこを一から議論し直すとか、そこまで対

応を拡大するのは厳しいなという考え方でございます。 

○原科座長 そうすると、相手国政府とのやり取りでは玉石混交のリストは見せないわけ

ですか。 

○外務省（本清） 円借款事業のようにかなり詰まっているものもあるかもしれません。 

○原科座長 玉石混交だから見せないわけですか。玉しか見せない、石は見せない、そう

いう格好でやっているのですか。 

○外務省（本清） 開発課題とかプログラムは、説明は政策協議で自分ではやっています。

相手国政府との関係で、どこまでローリングプランの詳しいところを相手国政府とやって

いるかというのは国によってさまざまだと思います。 

○原科座長 では、あくまでも日本側の内部資料で、相手との交渉のときには一部だけ見
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せて、こういうのがありますよとリストの一部だけ見せてやっているわけですか。 

○外務省（本清） 国によってはそうですね。 

○原科座長 国によってはということは、全部見せる場合もあるのですか。相手から見れ

ば、何か日本は隠していてちょこっと出すというのはかえって不信感を生んでしまうので

はないですか。そういうやり方をしているのですか。 

○外務省（本清） 開発課題に従っていわゆる協力準備調査をやる際には、調査が始まれ

ばそれは相手国政府も知ります。 

○原科座長 今、ロングリストということでしょう。ローリングプラン、長いリスト。た

くさん挙がったとき、その中で長いということは玉石混交だと。相手と交渉するときには

そういうリストは全然見せないでやるわけですか。今の御説明はそういう感じがしました。

公開したらみんなわかってしまうからまずいとおっしゃった。 

○外務省（本清） 恐らく全部は公開しない。 

○原科座長 恐らく。 

○外務省（本清） いや、そこは国によって、現地のＯＤＡタスクフォースで最近のプラ

クティスがどこまで進んでいるのかというのがわからないので。 

○原科座長 そうしたら、むしろ交渉の方法として、こういうことを考えていますよと出

してやった方がいいと思いますよ。 

○外務省（本清） そこは政策協議でプログラムは相当していますので。 

○原科座長 どうぞ、福田委員。 

○福田委員 お邪魔するようで恐縮ですが、外務省の皆様、前回の北村さんのお話だと６

時ぐらいまでというお話だったと思いますが、その点を確認しながら進めないと最後まで

行かないかなと思いますので、よろしくお願いします。 

○原科座長 時間の制約がありました。済みません。時間はどのぐらいまで可能でしょう

か。 

○福田委員 確認していただいた方がいいと思います。 

○原科座長 私が大変時間を費やして、済みませんでした。 

 時間はどのぐらい可能ですか。 

○北村委員 全員そろっていられるのは６時ぐらいになりますね。あとは個別に聞かない

とわからないですけれども、このメンバー全員で対応できるのは６時ちょっと過ぎぐらい

までです。 
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○原科座長 もう一回はっきり。ちょっと耳が遠くなってしまったから。 

○北村委員 済みません、活舌が悪くて。このメンバー、今４人そろっていますけれども、

このメンバー全員でいられるのは６時ちょっと過ぎぐらいまでです。 

○原科座長 では、今の件は、余りやっても時間がもったいないので、この辺にしましょ

うか。 

○福田委員 スケジュールの確認ですけれども、無償課の方のプロパーの質問と、有償課

の方のプロパーの質問というのは後の方に出てくるので、お二方は何時ごろまでを確認さ

せていただいた方がいいかなと思うのですが。 

○外務省（松浦） 済みません、私、まことに恐縮ながら６時で失礼させていただかざる

を得ませんので、申しわけございません。 

○原科座長 では、そちら優先でいきましょうか。早く切り上げないと。 

○原科座長 では、きょうで終わらなかった場合、どうしますか。もう一回やっていただ

かなければいけないかな。 

○北村委員 なかなか日程調整が難しいです。そのために今日、外務省関係者が出席する

セッションを行いますということを事前にアナウンスし、対応させていただいています。

ですから、そこは今日、これから残り４５分ですけれども、時間配分をきちんと行って、

やらせていただければと思います。 

○原科座長 余計な質問をして済みませんでした。 

 では、ローリングプランに関してはもういいですか。そちらのお考えはわかりましたけ

れども、我々も大分問題を感じていることはわかっていただいたと思います。 

○外務省（本清） そのための意見交換だと思っていますので。 

○原科座長 では、次に行きましょう。どうぞ。 

○福田委員 ちなみに、本清課長は何時まで大丈夫なのですか。 

○外務省（本清） 私は一応６時ぐらいまでをめどにと思っていましたけれども。 

○福田委員 では、ちょっと駆け足でいきたいと思います。 

○原科座長 きょうできない場合は、また２９日がありますから、どなたかにまた来てい

ただくことをお願いしないとまずいんじゃないかな。これは外務省にとっても大事なこと

でしょう。 

○外務省（本清） はい。 

○原科座長 我々だって何度もお待ちしたので、少しはそういうことも考えていただきた
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いですね。 

○北村委員 あえて申し上げますけれども、もともと有識者委員会は事務局であるＪＪが

開催するもので、外務省自身がここに出ることは想定していなかったものですので…… 

○原科座長 インプットをお願いしたい。 

○北村委員 だから、我々も後ろに隠れているような状況は決して好ましいことではない

と思いましたのでこういう機会をアレンジさせていただいたのですけれども、逆に言うと、

今後２回３回とこういう形で外務省が出席するセッションを五月雨でアレンジしてほしい

と言われても、人数をそろえたり等、なかなかそこは容易ではない…… 

○原科座長 五月雨じゃないんですよ。きょう終わらなかった部分をどうやってカバーす

るかですよ。 

○北村委員 それを来週やりましょうと言われてもなかなか難しいので、そこはまた別途

日程調整が必要になってきますということを申し上げているので…… 

○原科座長 もう少し御協力いただきたいのですね、私たちとしても。我々は本当にボラ

ンティアベースでやっていますからね。皆さんは公務でやっておられるでしょう。インプ

ットをお願いしているのですよ。 

○北村委員 それで１点申し上げているのは、今日言って、来週来てくださいということ

では難しいということだけです。 

○原科座長 別の形でもいいです。だけど、我々としても情報をいただかなければ困りま

すからね。それはよろしいですね。 

○北村委員 はい。 

○原科座長 では、どうぞ。 

○福田委員 ちょっと駆け足でいきたいと思います。 

 協力準備調査については、私からは３点ほど質問させていただきます。 

 まず１点ですが、協力準備調査の実施決定をＪＩＣＡがする前にＪＩＣＡと外務省の間

で協議が行われるというふうに新ＪＩＣＡの側から御説明をいただいています。この協議

においてはどのような資料が用意され、協議が行われるのか、あるいは外務省としてはそ

の協議においてどういった点に注目して発言をなさるのかということについてお伺いした

いと思います。それから、この外務省との協議より前に新ＪＩＣＡがこの案件について協

力準備調査を打とうと思っているということを外部に対して情報公開することに何か障害

はあるのかどうかということについてお伺いしたいと思います。これが１点目です。 
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 ２点目ですが、協力準備調査が最後の方まで来ると、最終的に案件の審査に入る前に新

ＪＩＣＡと外務省との間で対処方針協議というものが行われるというふうに、これも新Ｊ

ＩＣＡから御説明をいただいています。この対処方針協議について一体どのような資料が

用意され、具体的に何を見ていくのか、あるいは外務省としてどこに重点を置いてこの対

処方針協議で検討をなさるのかということについて教えていただきたいと思います。恐ら

くこれは３スキームでまた違ってくると思いますので、それぞれ有償の場合、無償の場合、

技協の場合どうなってくるのかということを教えていただければと思います。 

 最後は、協力準備調査の報告書について、これは公開すべきという話をずっとこの委員

会でさせていただいていますが、この点について何か外務省さんの方でお考えがあれば教

えていただきたいと思います。 

 協力準備調査に関する私からの質問は以上です。 

○清水委員 私からも質問させていただいたのですけれども、重複しておりますので今の

で結構です。 

○原科座長 それでは、お願いいたします。 

○外務省（本清） ここは先ほど申し上げたことと若干重複しますが、そこは御容赦いた

だきながらということでお願いいたします。 

 協力準備調査を開始するか否かというのは、外務省の立場、特に国別一課とか二課の立

場から申し上げますと、我が国の外交政策というのがあって、それぞれの国別援助計画と

か先ほど申し上げた国際協力重点方針・地域別重点課題に従って相手国の開発課題とか調

査を行うことの妥当性を総合的観点から判断することになります。調査を開始するときに

は、協力予定の案件の位置づけ、内容を示すローリングプランも使用しながら、資料も見

て妥当性を確認する。要するに、これがどういう開発課題のもとで位置づけられるシナリ

オで、大切な準備調査なのかというのをＪＩＣＡさんからプレゼンテーションいただいて、

それを我々が外交政策的な観点から今までつくってきた積み重ねを踏まえて判断するとい

う形になると思います。 

 情報公開の方法については、先ほどもローリングプランについてかなりやり取りをやら

せていただきました。まさにこの場で御議論いただいているということでございます。私

が申し上げたいのは、余り玉石混交の段階でというよりは、ある程度協力準備調査による

アウトプットのスキームが確定するとか、そういった段階で適切な環境社会配慮の手続を

とることが、いろいろな方のリソースを考えると最も適当なタイミングなのではないかと

 63



思っている次第でございます。 

 個別案件の対処方針の協議でどういう資料を使うかについては、今まさにいろいろＪＩ

ＣＡさん、ＪＢＩＣさんと議論させていただいている段階です。一般的に申し上げれば、

形成されつつある案件の内容とか概算事業費等を確認するということでございます。政府

レベルにおいて追加情報、協議が必要な場合も出てくるかもしれません。そういうときは、

ＪＩＣＡさんが送るミッションもあるでしょうけれども、政府のミッションを派遣しなけ

ればいけないという場合も出てくると思います。 

 それぞれの担当は、協力準備調査自身を始めるときは国別一課とか二課が基本的には窓

口になるかと思いますけれども、出口のスキームが見えているという段階になれば、担当

は原則としてスキーム課の方でやって、それに国別一課とか二課も参加するという形で意

思決定がなされていくのではないかと思っております。 

 公開のタイミングについては、先ほどローリングプランのところで主にやらせていただ

きましたけれども、私自身はアウトプットのスキームが見えてきた段階が一番、ある意味

で政府としてもきちんと対応できるのではないのかなと思っているということを重ねて申

し上げて、簡単ではございますけれども御説明にかえさせていただきます。 

○原科座長 今の御回答でよろしいでしょうか。 

○福田委員 全然よろしくないのですが。 

 アウトプットのスキームが見えてきた段階というのは、具体的にどういうことを想定し

ていらっしゃるのでしょうか。 

○外務省（本清） 具体的にといいますと、例えば協力準備調査をやって、先ほど申し上

げましたけれども、この３スキームのうちどこに落ちどころがあるのかわからない段階で

はなくて、これは無償資金協力のプロジェクトになりそうですとか、有償資金協力のプロ

ジェクトになりそうですとか、技術協力のプロジェクトに形成できそうですとか、そうい

う段階を想定しております。 

○福田委員 私の個人的な意見を申し上げさせていただければ、それは非常に遅い段階で

あると思います。 

 １つは、環境社会配慮ということを考える上では、特段その後に来る日本政府からの資

金提供のスキームがとても重要かというと、そんなことはないわけです。プロジェクトは

プロジェクトであります。道路だったら、道路をつくるのに必要な環境社会配慮というの

は、それは道路であるからして生じるのであって、その道路が無償でファイナンスされる
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か有償でファイナンスされるかというのはそれほど重要ではないという中で、そこが見え

ないと日本政府としてこの調査をやっていますということが出せないというのは、少なく

とも環境社会配慮の議論はそれでは成り立たないと思います。 

 何か先ほどから情報公開をなぜするのかということについて物すごいギャップがあるよ

うに思うのです。私たちからこの事業をやるのですかと言われ、それに対して外務省とし

てきちんと批判に耐えられるものを出してくださいということを申し上げたいわけではな

くて、早い段階から情報を公開することで、より豊かな情報に基づく意思決定あるいは案

件形成が可能になるでしょうという趣旨で早い段階に情報公開をしていただきたいと私た

ちは申し上げているのであって、きちんとこういうものが固まりました、日本政府として

きちんと説明できますというところまで待つというのであれば、情報公開をする意味、意

義そのものが失われてしまうのではないかと思います。 

○原科座長 時間がたってしまうから余りしゃべらない方がいいのですけれども、全くそ

うなんですよ。私は環境アセスの研究やっていますので、外務省の皆さんの感覚が随分違

うなという感じを持ちました。それは公共の団体としてそういうようなことでは困るなと

思います。私は国際学会の会長をやっています。３０年で初めて日本人で。国際学会の会

長をやって世界を見ていますからわかりますけれども、ちょっとそのようなお考えでは世

の中のアセスメントの世界じゅうの流れには全く合わないと思います。今はそのようなこ

とではなくて、もっと前の案件形成段階、戦略的な意思決定段階で情報公開するアセスメ

ントの新しい流れなんですよ。だから、そういう状況のもとで今のようなことを言われる

と何もできないですよ、アセスメント。 

○外務省（本清） 戦略的な部分は先ほど申し上げたとおりです。 

○原科座長 いや、戦略的から具体のプロジェクト全部連続的だから、途中は見せないと

いうような話はないのです。順番に来るわけですからね。 

○外務省（本清） 私が申し上げたいのは、そこの部分に誤解がないということであれば、

協力準備調査も最初から出口が見えているものはあり得るのです。そういうものはもう個

別具体的なものとして処理すればいいと思うのです。そういうものまで最初から公開すべ

きではないということを申し上げているのではなく、これは何のスキームになるかわかり

ませんというものについては、それは出口が見えてきた段階というのはあり得ると思いま

すけれども、最初から出口が見えているようなものであれば、協力準備調査といっても幅

があるわけですから、そこは考え方はあり得ると思っています。 
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○福田委員 日本政府による支援のスキームと情報公開のタイミングを結びつける理由が

わからないのです。なぜその事業が有償か無償かがわかっていないと情報公開できないの

かというのが、先ほどから御説明を聞いてもなかなか理解できないのですけれども。 

○原科座長 今の件、お願いします。 

○外務省（本清） それは相手国政府がどういう形で言ってくるかまだよくわからないと

いうところがあります。 

○原科座長 それは答えになってないですよ。つまり環境社会配慮という議論をしており

ますのでね。 

○外務省（本清） そこが無償資金有償協力であれば、ある程度プロジェクトをやるとい

う意味においてそういうお考えはわかるのですけれども、技術協力を同じレベルで議論さ

れるとちょっと厳しいかなという印象を持っています。 

○原科座長 どういうことでしょうかね。 

○外務省（本清） 必ずしも技術協力で環境社会配慮をそんなにしなければいけないもの

ですか。 

○原科座長 いろいろなものがありますからね、まとめて言ってしまえば……。私たちの

議論しているのは、プロジェクトの上位の意思決定段階ですね。プロジェクトをつくる段

階でサイクルがありますね。フロジェクトサイクルと言われますけれども。これは御存じ

のとおり世銀のプロジェクトサイクルでは本当に上流から順番に情報公開して、しかも

documented、ちゃんと文書をつくって公開しながら環境配慮を進めていくというのが、

これはもう標準形ですね。その考え方が世界に広がっているので、 Strategic 

Environmental Assessment でもう世界じゅうやっているわけですよ。日本国政府も去年

そのガイドラインを導入しました。そういう考え方でＪＩＣＡも既にＳＥＡをやっていま

して、そういう枠組みで言うと、上流段階の情報公開は難しいと言われてしまうとこうい

うことができなくなってしまうのですよ。そうしたら、環境社会配慮、世界はそういう方

法でやっているのに何で日本だけやらないのかということになってしまいます。だから、

それができないとおっしゃられると困ってしまいます。 

○外務省（本清） いや、私はできないということを申し上げているのではなくて、玉石

混交の段階で情報公開は難しいと申し上げている。 

○原科座長 いや、玉石混交じゃないんですよ。 

○外務省（本清） ローリングプランの議論をされているのか、それとも最上流の話です
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か。 

○原科座長 今の議題は協力準備調査です。協力準備調査をつくるときに、まずはプロジ

ェクトサイクルなんですよ。実際の事業段階の前でその枠組みを決めますね。上位の意思

決定。それを strategic decision making と言っているのですよ。そういう上流の段階、

まさにこれは協力準備調査をやる段階ですね。協力準備調査段階の情報が公開されなかっ

たらアセスのしようがないと言っているのです。環境社会配慮の手が打てないのです。だ

から、これは情報公開がない限り不可能ですから。ということは、もう環境社会配慮しな

くていいという話になって、困ってしまうでしょう。そんなことはないですよね。 

○北村委員 議論がすれ違っているのは、多分、外務省がやることとＪＩＣＡがやること

の間で認識の統一がなされていないからだと思うのですが…… 

○原科座長 外務省はもっと上流の、本当に政策ですから…… 

○北村委員 協力準備調査における情報公開、環境社会配慮というのは、まさにこの有識

者委員会でこれまで議論してきたように、新ＪＩＣＡについてどういうガイドラインをつ

くるのかということです。例えば案件が動き出すときにＴＯＲをどうするという話も先ほ

ど議論したところですが、そこについての情報公開をしないと言っているわけではないの

です。ただ、そうしたＪＩＣＡが行う情報公開と同時並行で外務省として何をやるのかと

いうことになってくると、そこについて示せるものは多分ないのではないでしょうかとい

うことです。議論が対象としている次元が違うということだと思うのですが。 

○原科座長 そういうことですね。そういうことでいいですか。だから、私は政策段階の

話をしているのではなくて、まさにプロジェクトに直結する上位の段階を言っているので

す。そういう点では同じ方向の議論かもしれません。 

 清水さん、どうぞ。 

○清水委員 私も先ほどの福田さんのわからないと言った点と同じ点がわからなくて、ス

キームが確定しないと公開できない理由とか背景がまずわからなかったというのが１つで

す。 

 もう１つは、私の記憶が正しければ、今までＪＪの事務局から教えていただいた、有償、

無償、技協はどこで決まるのかというタイミングは、この対処方針で決まるという説明を

受けたと思います。そうであれば、今の本清さんのお話ですと、この対処方針の協議のと

ころまで行かないと情報公開できないのかということになってしまいます。きょうの別添

１の資料で対処方針のところまで行かないと公開できないというのが本清さんの、もしく
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は外務省の意見だとすれば、私たちとして今ここで話しているのはもっとその前の前の前

の段階での情報公開であって、例えば協力準備調査、その支援はいろいろな種類があると

思いますけれども、その各段階で現地で情報公開を行い、こういうプロジェクトをやるの

ですといって情報公開を住民に対して行い、それに基づき協議を行うというようなことを

ここで話し合っているわけでして、対処方針協議のところまで行かないと情報公開できな

いというのは環境社会配慮面からしても非常に大きな矛盾を抱えると思いますし、その点

についてはぜひ考え直していただきたいと思います。 

○ＪＩＣＡ（植嶋） 清水さん、今、対処方針協議のところでスキームが決まると我々が

説明したとおっしゃいましたけれども、そんなことは言っていません。先ほどもお話しし

たように、協力準備調査には、シナリオづくりの段階のものと、個別案件を念頭に置いて

行うものと大きく２つあって、後者については始める段階においてスキームが大体決まっ

ているというお話を差し上げたと思います。 

○原科座長 だから、多分そういう意味では同じなのです。 

○外務省（本清） そこは私は前に意見交換を清水さんと福田さんにさせていただいたと

きに言われたとおり、そこは何か考えないといけないのですかね、個人的な見解ですけれ

どもと申し上げたつもりなので、そこについては誤解は全くないと思っていたのです。要

するに、今、植嶋次長がおっしゃられた前者のものまでそれに含まれると、それはもう少

し出口が見えてきた段階で考えるということではないですか。 

○原科座長 おっしゃるのは当然だと思います。 

○外務省（本清） 最初からというわけではないですけれども、個別のスキームというの

はある程度想定されているので、それは確立していると解釈できるのであれば、その段階

からちゃんとやるという議論もあると思います。 

○原科座長 スキーム云々はまた議論したら時間食ってしまうから。いずれにしても、協

力準備調査の個別案件形成に関しては当然その早い段階で情報公開しないと環境社会でき

ませんよね。その辺は御理解いただいていますね。 

○外務省（本清） そこは、ＮＧＯの方からそういう御意見があるのは承知しています。 

○原科座長 現実に今そうやっていますから。 

○外務省（本清） 伺って、それはうちの役所内でも、そういう御議論がありましたとい

うのを紹介させていただいているし、ＪＩＣＡさんとＪＢＩＣさんともそういう話があり

ましたというのは情報をシェアさせていただいています。 
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○原科座長 それは御理解いただいていると考えていいですね。 

 協力シナリオ形成に関しては、これはそういかないかもしれないと。 

 ただ、さっき申し上げたＳＥＡというのは、まさに協力シナリオ形成をやるのがＳＥＡ

なのです。世界はそこまで行っているので、我が外務省もそのようにしていただかないと

日本としては恥ずかしいことになってしまうので、ぜひこれは御理解いただきたいと思い

ます。 

 ただ、この時間では時間が十分ありませんので余り詳しく議論できませんので、次へ行

ってよろしいですか。何か御意見あるようでしたら。 

○福田委員 いえ、次に行っていただければ。 

○原科座長 では、次の御質問。今度は無償の話でしたかね。 

○福田委員 無償資金協力についての質問に入らせていただきます。 

 その前に一言だけ申し上げたいのですが、無償課の方とはこの件について８月１４日に

ファクシミリで会合のお願いをしたのですが、一切返事をいただけないということについ

て非常に遺憾に思っているということをこの場を使って言わせてください。申しわけあり

ません、ほかの委員の方。 

○外務省（松浦） 聞こえなかったのですけれども、もう一度お願いします。 

○福田委員 ８月１４日にファクシミリで、この件についてお話しさせていただくために

会合のお願いをお送りしたのですが、一切返事をいただいておりません。 

○外務省（松浦） 一切返事がなかったということでしょうか。 

○福田委員 いや、私は何も聞いていないのですけれども。 

○外務省（松浦） 事務局を通じてか、北村委員を通じてか。 

○福田委員 申しわけありません。これは外務省との会合です。北村委員を通じての質問

というのはまた別件だと思います。 

○外務省（松浦） なるほど。８月１４日にファックスを送っていただいている。 

○福田委員 はい。済みません、その話はまた別途の話なので。 

○外務省（松浦） では、確認いたします。 

○福田委員 今御紹介のあった北村委員あてということで出させていただいた質問状のフ

ォローアップというのが２点あります。 

 １点は、これは前々からずっとこの場でも議論させていただいている話ですが、現行の

無償資金協力のスキームにおいては基本設計調査というものがあり、現行のＪＩＣＡのガ
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イドラインはこの基本設計調査の前に環境社会配慮が適切に行われていることを確認する

という建てつけになっています。これは前回のＪＩＣＡの環境社会配慮ガイドラインを作

成するための改訂委員会の場で、当時の無償課長でいらっしゃった山田課長が、無償資金

協力については、基本設計調査に入ってしまうと、理論的には引き返せないわけではない

が、実際上は実施が確保されると関係者は理解しているという発言があったので、このよ

うな制度の建てつけになっているというところがあります。この点について、今後新ＪＩ

ＣＡになったときにどうなるのかということが質問であります。私がＪＩＣＡの皆さんか

ら伺っている範囲では、現在基本設計調査として行われている内容については協力準備調

査として行われる、そして協力準備調査の中では案件の妥当性確認と設計・積算の部分が

含まれ、その間に、基本的には妥当性確認の部分が終わったところで一たん外務省との対

処方針協議が行われた上で設計・積算の作業に入ると伺っております。このタイミングと

いうのが、この前新ＪＩＣＡの委員会で議論されたように、そこを過ぎてしまうとやはり

引き返すことは難しいということになるのか、あるいは、設計・積算の作業に入り、協力

準備調査が終わったとしても、その後にはきちんと新ＪＩＣＡによる審査があり、だめな

ものはだめ、できないものはできないという判断がなされることになるのかどうかという

部分について確認させてください。この点は、実はどちらがいいとか悪いとかいう話では

なくて、その考え方に応じてガイドラインをつくっていくという話になるということだと

理解しています。 

○原科座長 その点についてお願いします。―もう１つですか。 

○福田委員 実は質問はたくさんあるのですけれども、申しわけありません。 

○外務省（松浦） 頭が悪いので、質問１つに答え１つでいった方がよろしいかと思うの

ですけれども。 

○原科座長 では、今の件、お願いします。 

○外務省（松浦） お答え申し上げます。 

 基本設計調査なるものを行った後でも、環境社会配慮等の観点から案件を進めるにふさ

わしくないと判断された場合には、我々は案件を中止いたします。この点については従前

より考え方は変わっておりません。ただ、前々無償課長山田が申し上げたのも事実ではご

ざいます。つまり、実態上、基本設計調査に進む前の段階で我々は予備調査あるいは予備

調査以前の段階で累次にわたる確認をしながら進めてきておりますので、その確認の過程

において問題が生じていなかった、あるいは問題が解決したにもかかわらず、基本設計調
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査を行った後に急に環境社会配慮の観点から案件を進めるにふさわしくないという判断に

至るような新しい事象が起こるという確率は極めて低い、これまでの我々の経験からして

もほとんどないと言っても過言でないということにかんがみますと、実態上このような調

査を進めた後にもう一度そこで中止になるということはほとんどないのですが、ただ、

我々は、案件を進めていく中では常に環境社会配慮の観点からふさわしいかどうかという

ことを念頭に置きながらやっているし、それは最後の最後、閣議決定まで我々の念頭ある

いは政策判断から抜け落ちるということではございません。 

○原科座長 今の御回答は大体よろしいですか。理解されましたか。 

○福田委員 その案件形成のプロセスの中で一つ一つ環境社会配慮上の問題があるのかど

うか、あればそれについてどのような対処がされていくのかということを確認し、あるい

は相手国政府に対処を求めていくというプロセスがあるというのは当然のことでありまし

て、それ自体はほかのスキームと特段変わることはないと思うのです。例えば有償でも同

じことが言えると思いますし、技術協力は考えにくいですけれども、同じことだと思うの

ですね。 

 それとは別に、例えば有償、現在のＪＢＩＣのガイドラインを見ていただければわかる

と思うのですが、あくまで環境レビューというＪＢＩＣによるアクションはそこに規定さ

れ、基本的にはそこまでで、多くの場合はつぶれているということはあると思うのですが、

環境社会配慮についてオーケーかどうかを見る審査というプロセスが現在のＪＢＩＣのガ

イドラインには規定されており、それが意思決定に反映させるのだという１つの非常には

っきりとしたゲートが現在の有償資金協力の環境社会配慮審査のやり方については設けら

れているということがあります。私は、案件の準備をしていく中で、さまざまな段階で環

境社会配慮についてチェックしていくというのはそれはそうだと思うのですが、それとは

別に、この段階で審査をやるんですよ、最終的に問題があればここより先には行かせない

んですよというポイントはきちんと設けるべきだと思います。それは、そういうポイント

がなければ、きちんと対処しますから次の段階に進みましょうということが許され、ずる

ずると案件自体が進んでしまう、そういう意味において、環境社会配慮がある無償資金協

力の案件についてきちんとなされたかどうかということについて、新しいＪＩＣＡのもと、

設計・積算の作業に入ったとしても、その後の新ＪＩＣＡの環境レビューにおいてそのよ

うな判断が新ＪＩＣＡとして可能であるという理解でよろしければ、そういうことで確認

させていただきたいと思います。 
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○外務省（松浦） 多分、福田委員の御提案というのは、私が先ほど御説明申し上げた外

務省―及びＪＩＣＡも共有していると思いますが―の決意と軌を一にしているものと

思いますので、温かく受け取らせていただきます。ありがとうございます。 

○原科座長 システムとしてとめられるかどうかの仕組みが必要だとおっしゃった。 

○外務省（松浦） 福田委員の御提案はもしかこういうことでございましょうか。つまり、

基本設計調査を行った後の段階でもう一度環境社会配慮審査というものをシステム的に行

うべきであるという御提案でございますか。そういう御提案についてどのように考えるか

ということは、我々、中でまだ議論したことはございませんので、確とお答えすることは

できませんが、三度手間になるのではないかというのが私の今の直感的な返事でございま

す。というのは、その前の段階で環境社会配慮ガイドラインに沿った判断をした後に進ん

でいく案件、そこで基本設計調査を行うというプロセスを経たことで何らか環境社会配慮

の観点から案件を見直すような具体的な事象が起きるというのは、私にはほぼ想定しにく

い。あるいは、そういう事象が起きたにもかかわらず、そのようなチェックポイントを設

けなければそこに気づかないということはちょっと想定しにくいので、そういうシステム

をとるよりはむしろ、機動的に、何かあれば柔軟に判断していくという形の方がよいので

はないかという感じがいたします。 

○福田委員 三度手間になるというのはどういうことなのかというのはよくわからなかっ

たのですが、ＪＢＩＣのガイドラインを見ていただくとわかるのですけれども、ＪＢＩＣ

のガイドラインは何をするかというと、環境レビューの段階でＪＢＩＣのガイドライン第

２部に書かれている要件が満たされたかどうかを確認すると書いてあるのですね。これは

有償資金協力の業務フローを考えれば、協力準備調査をやる、それで協力準備調査は一た

ん終わりまして、その後改めてＪＢＩＣとしてというか新ＪＩＣＡとしてその案件につい

てガイドラインの定める要件を遵守しているかどうかについて審査室で判断し、それは問

題ないですということで判こを押すという手続をガイドライン上は確認と呼んでいると思

うのです。この確認という手続について、現行のＪＩＣＡのガイドラインでは、無償資金

協力の案件については基本設計調査の前にやりましょうということで整理されているわけ

です。その確認という行為をどこに持ってくるかというのは新しいガイドラインを考える

上で非常に重要なことだし、それは今から考えることだというのが私の理解なのです。そ

れは、設計・積算に入るところで確認するのがいいのか、あるいはもっと後ろの、設計・

積算のための協力準備調査が終わった後の段階で確認するのがいいのかということを議論
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するためのまさに材料として、設計・積算の作業に入っても日本政府として実質的に案件

の実施が確保されているということはないのですよねということをたびたび確認させてい

ただきたいということで私はここで申し上げているのであって、それまでに３回の、ある

いは２回のガイドラインの要件遵守を確認するという行為があるかどうかというのはまさ

に今から議論する話だと思います。 

○外務省（松浦） 新しいガイドラインのあり方については引き続き活発な御議論をいた

だければありがたいと思います。 

○原科座長 よろしいですか。今の御意見は、基本設計調査の前という…… 

○外務省（松浦） 要するに前か後かということですね。 

○原科座長 私は今伺って、前じゃないと無理なような感じがしましたね。 

○外務省（松浦） 要するに、それを新しいガイドラインでは後にする方がよいのではな

いかということであれば、またそこも御議論いただいた上で、また我々も内部で考えてい

くということだと思います。 

○原科座長 両方とも、環境社会配慮をやって、その確認の結果、場合によってはそこで

ストップはあり得ると。 

○外務省（松浦） ２つ前の私の答えで申し上げたとおり、その点について内部で真剣な

議論をしたことは、私の知る限りないので、余り今、私が責任を持って、こちらもいいで

す、あちらもいいですということをお答えできる立場にはございませんので、ということ

でございます。 

○原科座長 よろしいでしょうか、 

 福田委員、もう時間もありませんので、よろしいですか。あと１０分を切ってしまった

から。 

 それでは、４つ目かな。どうぞ。 

○福田委員 時間がないので、させていただく質問を絞りたいと思うのですが。 

○原科座長 そうするしかないですね。 

○福田委員 わかりました。 

 １点は、無償資金協力の審査というものについてＪＩＣＡと外務省の間でどのような役

割分担が行われるのかということについてお伺いしたいと思います。具体的には、これも

現在のＪＢＩＣの有償資金協力のやり方との対比で申し上げるわけですが、現在の円借款

事業の場合には、原則としてまずはＪＢＩＣとして環境社会配慮面を含む審査が行われ、
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その一環としてＪＢＩＣによる環境レビューが実施される。その結果、ＪＢＩＣの側での、

これを意思決定と呼ぶのかどうかというのはありますが、ＪＢＩＣとしての判断があり、

それが外務省に対してその後示され、外務省の側でまた閣議決定に向けた意思決定が行わ

れると理解していますが、今後ＪＩＣＡが実施する無償資金協力については同じように新

ＪＩＣＡ側で審査が行われ、その内容が外務省に報告されるというプロセスで個別案件の

審査が行われるという理解でよろしいのかどうかということをお伺いしたいと思います。 

○外務省（松浦） 無償資金協力の事業に関しまして、御理解のとおり正しいということ

でございます。 

○福田委員 ありがとうございます。 

 もう１点、これもこれまでこの場で議論させてきていただきましたが、無償資金協力の

交換公文の内容、それからそれに合わせた新ＪＩＣＡが締結する贈与契約の内容について

こちらから問題提起をさせていただいておりますが、もしよろしければ現在の検討状況を

教えていただければと思います。 

○外務省（松浦） 済みません、問題提起の具体的な中身は必ずしも承知しておりません

が、交換公文においては政府と政府の間で何を決めるべきかという非常に大枠のものを決

めるということでございます。それに引き続き行われる贈与契約は、ＪＩＣＡと先方政府

あるいは先方実施機関との間でこれこれのお金を上げますということが明示的に書かれ、

それに従って実際に資金が動くための契約書という性格を持っております。実際の具体的

な中身、どのように文言を書くかということにつきましては、現在、外務省とＪＩＣＡ等

の間で検討中でございます。 

○原科座長 今の件はよろしいですか。 

○福田委員 わかりました。こちらの問題提起は、基本的には現在の融資契約と同じよう

に贈与契約の中にも相手国政府が案件の実施中に行うべき環境社会配慮上の義務を盛り込

み、さらに、これに違反があった場合にＪＩＣＡ側がとり得る措置、例えばお金を停止す

るであるとか資金供与を中止するであるといった新ＪＩＣＡがとることができる措置につ

いて贈与契約の中に盛り込めるよう交換公文と贈与契約の内容を整理していただきたいと

いうのが、私たちのここで提起させていただいている問題ですが、その点についてもし検

討状況がここでお答えいただけるようであればお願いします。 

○外務省（松浦） 問題意識は我々も共有いたしております。今の御指摘は大きく分ける

と２点に分かれたと思いますが、前者については恐らくそのように入るものと確信してお
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ります。後者については現在検討中と、このように申し上げさせていただきます。 

○原科座長 よろしいですか。 

 今の点は大変重要な点ですね。環境社会配慮が実際に本当に実現するかどうかというこ

とでございますから、ぜひそれはよろしくお願いします。 

 清水委員、どうぞ。 

○清水委員 済みません、資金供与の停止についてはまだ御議論中ということでしょうか。 

○外務省（松浦） はい、検討の過程にあると申し上げました。 

○清水委員 外務省としてどのような理由でどういう主張をしているかということについ

ては教えていただけますでしょうか。 

○外務省（松浦） 申しわけございません。現在お答えできる段階にはございません。 

○原科座長 何かそういうレバレッジがないと環境社会配慮をしっかりやっていただけな

いので、ぜひこれはお願いしたいと思います。 

 ほかに御質問は。もう少しですか。 

○外務省（松浦） はい。 

○原科座長 では、もう数分、もし何かあれば。さっき慌てて整理していただいたので、

スキップしたと思いますから。 

○清水委員 済みません、今の件ですけれども、私から偉そうなことを言うのはどうかと

思いつつ申し上げるのですけれども、やはり新ＪＩＣＡには責任感というものを持って無

償資金協力の実施に当たってほしいと思っています。そのためには、単に実施するという

ことだけではなくて、環境社会配慮について本当に重大な違反があった場合には実施して

いるＪＩＣＡが権限を持ってそれを停止するというようなこともきちんと確保しないとい

けないのではないかと思います。停止の実施はＪＩＣＡで権限は外務省ということだと、

何か事業に問題が起きて、それが表面化した場合、ＪＩＣＡとしてはそれを停止しなかっ

た外務省の責任と考えるかもしれないですし、外務省としては実施がＪＩＣＡということ

で、責任が非常に不明確になるのではないかと考えます。一昨年度ですか、海外経済協力

に関する検討会において書かれていることとして、これまで外務省が実施してきた無償資

金協力についてはＪＩＣＡを実施主体と位置づけ、必要な体制を整備すべきであると書い

てありますけれども、私は、必要な体制を整備すべきであるというこの必要な体制という

のは、実施というだけではなくて、きちんとその責任をとるという権限もあわせ持ってこ

その必要な体制だと理解しておりますので、こういう意見があるということも御考慮いた
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だければと思います。 

○外務省（松浦） 我々外務省といたしましては、環境社会配慮というのは極めて重要な

問題であって、我々が政府として無関心であるべき問題ではないと考えておりますので、

今後新しくＪＩＣＡに実施が移る１０月１日以降のそういう案件につきましても、我々は

それについて責任と見識は持っていたいと思います。ただし、それを相手国との関係でど

のような形で担保するのか、どのような形で文書として残すのか、あるいは残さないのか

という判断と、今私が前段で申し上げた政策的な観点から我々が責任を持ってそこのとこ

ろを相手国とやっていくのであるという観点と、ここをどのようにつなげるのかというこ

とについては、これはまた別次元の議論であると思っておりますが、いずれにしてもその

ようなことが相手国との関係できちんと担保できるような体制をとっていきたいと、この

ように思っております。 

○清水委員 ありがとうございます。 

 済みません、一言だけ。外務省としては、もしもＪＩＣＡがやった事業について何か問

題があった場合には、そこは監督官庁として、ＪＩＣＡには役割も権限も与えたのにあん

たたちやっていなかったでしょうというような形で叱責処分していく方が、責任の明確化

とかそういった意味では非常にいいのではないかと思いますので、外務省として環境社会

配慮の個別の案件に無関心であるべきではないというのはそのとおりだと思うのですけれ

ども、実際に個別の事業で見ているのはＪＩＣＡだと思いますので、外務省としてはもっ

と大局に立ったところで、恐らく最終的に判断されるときにＪＩＣＡと相談するというこ

とになるのではないかと思います。 

○外務省（松浦） 御意見ありがとうございます。 

○原科座長 権限のことはなかなか難しいと思いますけれども、環境社会配慮でＪＩＣＡ

が責任を持って本当に最後までできるような形にぜひお願いしたいと思います。やはり独

立行政法人ということでございますので、そちらの判断までいかないと独立ということに

ならないですよね。だから、実施とそういう対応、意思決定に関してもきちんとセットで

お願いしたいと強く思います。 

 ほかにございますでしょうか。 

○清水委員 済みません、円借款の……。よろしいでしょうか、数分もう過ぎてしまいま

したけれども。簡単に私から説明させていただきますけれども。 

○原科座長 円借款ということでいいですか。もうお時間が厳しいとおっしゃっていたの
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で。―では、ほかの方はもう少しおつき合いいただいて、松浦さん、どうもありがとう

ございました。 

○外務省（松浦） 失礼いたします。 

○原科座長 それでは、円借款。どうぞ。 

○清水委員 円借款については２点ほどあります。 

 まず１点目は、円借款の迅速化について、円借款要請から借款契約までの期間について

既に規定している標準処理期間９カ月の遵守ということがうたわれていますけれども、こ

の９カ月という期間が新ＪＩＣＡの体制においてどのように適用されていくのかという点

が１点です。 

 それから、政策借款についてはこの委員会でも話したのですけれども、あれからいろい

ろ考えているうちに、政策借款の場合はほかのプロジェクトと日本政府の絡み方が違うの

かなと思いましたので、具体的に政策借款における外務省と新ＪＩＣＡの役割分担と、借

款を進める際の手続ということを教えていただきたいと思います。 

○原科座長 では、この件をお願いします。 

○外務省（金子） 御質問ありがとうございます。 

 １点目の御質問ですが、迅速化の観点からも、昨年、要請からＬ／Ａの調印までの標準

処理期間を９カ月とするとの目標を立てて迅速化に努めることにしているのですが、これ

は当然、新ＪＩＣＡになっても、協力準備調査の実施いかんにかかわらず、この目標に向

けて円借款の手続を進めていくということでございます。要請からＬ／Ａまで９カ月とい

う目標は立てておりますけれども、円借款の開発効果を高めていくためには、これに加え、

具体的な案件形成から工事着工に至るまでをなるべく迅速にやっていく必要もございます

ので、この９カ月だけではなくて案件形成から工事着工までの期間の短縮も目指していま

す。 

 ２つ目の点にプログラム・ローンとプロジェクト政策の違いですが、プログラム・ロー

ンは相手国の投資環境整備等の開発政策目標を促進するために政策マトリクスというもの

を相手国政府との間で作成し、これら政策を実施・促進するに当たっての資金協力ですの

で、政策マトリクスの達成状況等を評価しながら融資額等を決定するのに対して、プロジ

ェクトに対するローンというのは、事業の内容、範囲、実施性や、総事業費の規模を審査

します。新ＪＩＣＡと外務省との役割分担ということでしたので、そこをもう少しクリア

に申し上げると、プログラムローンもプロジェクトも、新ＪＩＣＡが調査を行い、具体的
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にその内容、実施可能性等を日本政府に報告するわけです。プロジェクトの場合は具体的

な事業内容と事業にかかる概算費用を、政策借款の場合ですと、政策マトリクスの中身の

一案を作成し、また実際にどれぐらい達成されているのかといった情報について報告して

いただくことになっています。そういう意味で、報告の内容が異なりますが、その他の検

討プロセスは同じという理解です。 

○原科座長 今の回答でよろしいですか。 

○清水委員 御説明ありがとうございます。 

 １点目の点でもう一回質問させていただきたいのですけれども、今までの９カ月という

のは、円借款要請の段階で多くのものがＥＩＡなり環境アセスメント報告書なり住民移転

計画書なりというような環境社会配慮文書が整った段階で要請されているもので、今後は

そういうものばかりではないと考えていますので、この９カ月間が同じく今後も当てはま

るというのは無理があるのではないかなというのが感想です。 

 次の点ですけれども、今教えていただいたのは報告の内容についてですけれども、実際

に交渉に当たるのはＪＩＣＡだけではなくて外務省の国別一課の方だったりとか有償の方

だったりするわけですよね。 

○外務省（金子） 政策借款について言えば、例えばその国の投資環境整備とか、そうい

った開発政策のマトリクス、どういう政策をやっていくかという計画表がありまして、現

地の大使館とＯＤＡタスクフォースが現地の世銀事務所などの他ドナーと政策マトリクス

に盛り込むべき政策について具体的に議論をして、それを本省に伝えてきます。それにつ

いて本省から、日本としてはもっとこういう政策や施策をマトリクスに入れるよう交渉せ

よとの指示を出します。政策マトリクスの協議はこのように現地で交渉が行われています。

ですので、そこは有償資金協力課だけでなくて国別課も一緒に相談しながら、どういうイ

ンプットを日本としてやっていくかを検討します。 

○外務省（本清） 気候変動についてインドネシアで適用したやつは、最初のプログラ

ム・ローンということもあって日本が主導したので、ＪＩＣＡさん、ＪＢＩＣさんと外務

省でタッグを組むような形でつくりまして、最終的にポリシー・マトリクスも政策協議で

まとめました。これは政府レベルの協議ではありますけれども、ＪＩＣＡさん、ＪＢＩＣ

さんも入ってやっています。モニターというのは基本的には新ＪＩＣＡさんの専門家の方

にお願いしたいと思っていますが、それは政府の関与も不可欠だと思っていますので、そ

こは今後のフォローアップは政府も少しかんでいきながらやっていかなければいけないと、
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こう思っています。 

○原科座長 よろしいですか。 

 さっき清水さんがおっしゃった、円借款、要請段階からＬ／Ａまで、これはＥＩＡがそ

ろってから要請が行われてきたと。これからはそれが変わってくるとおっしゃったでしょ

う。どういうことですか。 

○清水委員 ない場合も含まれることになっているのが今の協力準備調査だと思いますの

で…… 

○原科座長 それで９カ月は不可能ですね。９カ月でＥＩＡなんかできるわけないじゃな

い。それはおかしいんじゃない。間違ってないですか。 

○外務省（金子） ＥＩＡは本体事業をやる段階において必ず求めることになっています

ので、そこはそれがないとそもそも融資できない。今の要請とおっしゃったときに、協力

準備調査の要請というふうに混乱されているのかなと思うのですけれども、この件は本体

の円借款事業の要請ということです。 

○原科座長 本体の円借款の要請ですよね。それから９カ月で。 

○外務省（本清） 先ほどの議論ではないですけれども、そこも個別の案件も含めて協力

準備調査という形で始まります。案件の見えない調査と個別案件と区別しないとすると議

論の土台が崩れてしまいますので。 

○原科座長 そこも協力準備調査という名前に入っているわけですか。 

○外務省（本清） そうです。 

○原科座長 ９カ月の間のところに。そこというのはどこですか。それは入らないんじゃ

ないですか。 

○外務省（金子） ９カ月という目標は調査が終わってその後に正式に要請が来る段階か

らＬ／Ａまでの期間を意味します。協力準備調査の期間は９カ月に含まれていません。 

○原科座長 それなら理解できます。 

○清水委員 理解できました。ありがとうございます。 

○原科座長 そうじゃないと、アセスの常識として９カ月でそんな終わるわけないですか

ら。それはコンサルの皆さんはよく御存じのとおりですね。 

 では、その件は了解しました。ちょっと誤解があったようでございます。 

 では、御質問は大体よろしいでしょうか。ほかの方はございますでしょうか。よろしい

でしょうか。時間をややオーバーしてしまいましたので、そろそろ。 
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○福田委員 済みません、結構積み残しというか、質問しようと思っていてきょうは時間

の関係で難しいというものが出てきてしまったのですが。 

○原科座長 それは文書でやるしかないかな。次回は難しいということですね、北村さん。 

○北村委員 来週ということですとちょっと無理だと思いますが。 

○原科座長 急に言われても困ると。 

○福田委員 紙でやり取りという可能性はありますか。 

○原科座長 紙なら簡単というか、時間的にはね。書くのは大変だけれどね。 

○外務省（本清） 紙だと役所はもっと書けなくなると思います。 

○原科座長 時間的にはいいですけれどね。書くのは大変と。 

○北村委員 いずれにしろ、積み残しという場合、既にいただいている論点に尽きている

わけですね。その中で今日取り上げなかったものについて、文書でお返しするか、あるい

は、今日のこのメンバーでは多分無理なのですけれども、別の外務省関係者の出席を得て

来週対応できるかどうか、そこは調整させていただきたいと思います。 

○原科座長 大変お忙しいし、大変だと思いますけれども、できるだけそうやっていただ

けるとありがたいと思います。 

 では、よろしいですか。 

 少し時間を超過いたしましたが、いろいろお答えいただきありがとうございました。環

境社会配慮は大事だと考えている、そのことでは全く同じとおっしゃっていただいたので、

ぜひそういうことでよろしくお願いします。どうもありがとうございました。 

 会議の方は一服しますか。途中で切ってしまったからまだ残りがあるのですが、どうし

ますか。 

○事務局（熊代） 結構時間がかかりますね。 

○原科座長 どうしましょう。さっきの話も途中で変に切ってしまったから、区切りを入

れておかなければまずいですね。 

 では、ちょっと休憩します。御退席いただくなり、１０分程度休憩して、それから再開

して、７時ぐらいまで、１時間ぐらいオーバーしていいですか。 

○中山委員 済みません、厳しいのですがね。できるだけ休まないでやっていただきたい

のです。ちょっと後があるので。 

○原科座長 では、休みなしでいきましょう。 

○中山委員 申しわけないです。 
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○原科座長 議題を戻します。先ほどはＴＯＲと実施の意思決定の関係の議論をしており

まして、その辺のところでとまったのですね。満田さんが御発言の途中だったと思います。 

 では、満田さんから再開いたします。お願いいたします。 

○一般参加者（満田） 地球・人間環境フォーラムの満田と申します。先ほどどこまで自

分がしゃべったのか忘れている向きもあるのですが。 

○原科座長 では、思い出すためにもう一回、しっかりと言ってください。 

○一般参加者（満田） 今の大所高所のお話から比べると非常に細かい話をしているなと

いう気がしないではないのですが、ＴＯＲ案を含む調査実施計画書の作成について、それ

ではこういうことだったら可能ではないでしょうかという提案として、確かにＴＯＲ案の

詳細なもの、実施決定前にはそこまでないこともある、あるいは協力準備調査の概要とい

うものだったら同時並行的につくっているであろうというようなこともおっしゃっていた

ように聞こえたのですが、このＴＯＲという言葉に引きずられて若干ＪＪ側がフィージビ

リティに困難を感じられているのかなという気もしたので、この協力準備調査のＴＯＲ案

にかえて、調査の概要みたいなことだったらどうなのでしょうということをお聞きしたい

と思います。 

○原科座長 今の件、私はそれは可能だと理解しましたけれども、いかがでしょうか。 

○ＪＢＩＣ（中澤） 当然、物によって、概要をもとにどうなのでしょうというところが、

済みません、何を指しているのか、議論が間に挟まってしまってわからなくなってしまっ

たのですが。 

○原科座長 では、もう一度お願いします。 

○一般参加者（満田） 私が今論じているのは、別添３の２ページ目の２．１の２つ目の

ボックスについてです。その前半段階で、「ＴＯＲ案を含むものとする」ということでも

ろもろの情報公開が困難を感じられているのだとすれば、ここをもう少しラフな書き方に、

例えば調査の概要というようなことに変えればもう少しフィージビリティが高まると思っ

てよろしいのでしょうかと、そういう質問です。 

○ＪＩＣＡ（植嶋） 先ほど我々が懸念を表明したのは、この３つ目の箱との関係も出て

くるのですけれども、タイミングですね。満田さんの御提案というのは、多分３つ目の箱

とパッケージで、協力準備調査の実施決定前にさらして、概要であろうがＴＯＲでもどっ

ちでもいいのですけれども、意思決定の前に情報公開せよというお話ですよね。その部分

については意見があります。 
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○原科座長 では、２番、３番セットでいきましょう。もう２番は大分議論しましたし、

３がつながっていることで、それは我慢していましたけれども、３番も一緒に。どうぞ。 

○一般参加者（満田） まさに、今、原科先生がおっしゃったとおりのことを提案しよう

と思ったのですが、その意見というのをぜひ、ひょっとしたら何度もおっしゃっているこ

となのかもしれないのですが、もう一度お聞かせいただけますでしょうか。要は実施決定

前に情報公開を行うことが困難な理由ですね。例えばここに羅列してあるもののうちの一

部だったら大丈夫なのかどうかということに関してお考えをお聞かせください。 

○原科座長 一部だったら大丈夫なんですよね。と私は理解しましたけれども。ＴＯＲ案

という表現だからちょっと難しいなという、私はそんな印象を受けました。そうではない

のですか。 

○事務局（廿枝） まずはっきりさせておきたいのは、この別添の１のフローチャートで、

恐らく前回の委員会で私が申し上げたから配慮していただいたのかと思いますが、協力準

備調査の中で環境社会関連の調査を含まないものは別フローであるということで左に書き

分けていただいているわけですよね。今この場で委員会として御議論いただいているのは

環境社会配慮ガイドライン上の手続の話ですから、協力準備調査のうちの環境社会配慮面

の調査についてどのように進めるべきかということだと理解しています。通常、協力準備

調査には当然のことながら環境社会配慮以外の部分の方がむしろＴＯＲとしては大きいわ

けでございますので。そうしたときに、御提案として、協力準備調査、環境社会配慮面以

外を含めた丸ごとの協力準備調査の調査としての進め方について有益な御提案をいただい

ているということで、それはそれで我々としては多とするところでございますけれども、

この委員会で皆さんの貴重なお時間をいただいてまで御議論いただくべきことは、協力準

備調査丸ごとというよりは、むしろその協力準備調査の中で環境社会配慮面の調査につい

ていかに効率的・効果的にやるべきかということなのだと思います。 

 そうしたときに、前々からこの場で私どもがインプットさしあげているように、またこ

の委員会あるいはフロアの方からたびたび問題提起いただいているように、今回の新しい

ガイドラインの重要な改善ポイントとして、情報公開についてはなるべく早いタイミング

でなるべく多くの情報を出すべきではないかという御指摘をいただいているわけですので、

それについては私どもは、先ほど外務省の方に来ていただいたときに、シナリオづくりの

ものと案件形成のものとちょっとごっちゃになったところもございましたけれども、要は、

個別案件の形成に係る協力準備調査を行うに際しては、なるべく早い段階でその案件に関
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する―まだこれから本格的に協力準備調査を開始するという段階ですから、確定的なカ

テゴリ分類だったりスクリーニング情報だったりするわけではないかもしれませんが、あ

えてその確定的ではない段階においても、外部からのまさにいただいているようないろい

ろなインプットをいただけるように、ここでは暫定的カテゴリ分類というふうにいただい

ていますけれども、協力準備調査をこれからやるという段階においてもそのような形で、

新ＪＩＣＡとしてはどの国のどういう案件に重大な関心を持ってこれから本格検討に入ろ

うとしているのかというようなことが外部からもわかるような形で出す方向で検討してい

るわけです。 

 その中で、協力準備調査のＴＯＲというと環境社会配慮面以外も全部含めたということ

だと、若干この委員会ののりを越えているきらいがあるのですけれども、私どもとしては、

当該案件について、とりわけその時点でカテゴリＡだと目される案件については、環境社

会配慮面でどういう問題意識を持っておりますといったことについて、本格調査前とはい

えその段階で情報公開するのであれば、ある意味我々の環境社会配慮面の仮設の問題意識

としてそれを出していくことによって、外部から、その問題意識は足りないとか、こうい

った環境社会配慮面の問題もあるんじゃないかといったような意見表明もしやすくなると

いうこともあるでしょうから、そういう面では、その段階で協力準備調査の一部での環境

社会配慮調査のＴＯＲについてそういう形で出すことはあり得ると思うのですけれども、

満田さんから御提案いただいているように、そもそも環境社会配慮面以外も含めた協力準

備調査全体のＴＯＲについてパブリックコメントを期間を設けてやるということは、これ

は私ども、協力準備調査ということで、さっきの迅速化の議論もありましたけれども、効

率的・効果的に案件の形成をやっていく、いずれにしてもその後にすぐ本体事業の審査、

環境レビューが控えているわけですから、その段階でしっかりと環境ガイドラインの手続

を―それをさらに前倒しでやろうということで検討しているわけですけれども―やっ

ていくわけですので、先ほど植嶋や中澤が言っているようなことを具体の形で表現すると

すれば、そういった形でこの環境ガイドラインの手続の一環として情報公開の前倒しを検

討しているということでございます。 

○原科座長 満田さん、どうぞ。 

○一般参加者（満田） そういたしますと、廿枝さんがおっしゃるのは、ここで私たちが

提案させていただいたもののうち、協力準備調査のＴＯＲ案、とりわけ環境社会配慮以外

も含んだ全体のＴＯＲ案についての公開は適切ではないだろうという御意見で、それ以外
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のものについては公開を検討している最中であると。そして、とりわけカテゴリＡ案件に

ついては、ＪＢＩＣさん、ＪＩＣＡさんとしてどういう問題意識を持っているかというこ

とも含めた形の情報公開も考えていらっしゃるという理解でよろしいでしょうか。 

○事務局（廿枝） そうですね。要は、環境社会配慮調査以外も含めた協力準備調査全体

のＴＯＲというのは、従来から業務フローチームが説明しているように、いずれにしても

調査開始の段階で公示という形で外部には出るわけでございます。したがいまして、御提

案いただいているような形でＴＯＲ案について３０日間のパブリックコメントに付すとい

うことは私どもとしては考えておりません。 

 他方で、環境社会配慮ガイドライン上の手続をより充実させるという観点では、先ほど

御説明したとおり、協力準備調査が終わらずとも、むしろ開始する段階で、なかなか私ど

ものような組織では仮説みたいな仮定の話を公にするというのは従来のやり方だと抵抗が

ないことはないのですが、環境社会配慮面についてはこの委員会でのさまざまな御指摘を

踏まえてそういう方向でぜひ検討したいと考えております。 

○原科座長 今のでよろしいですか。環境社会配慮の部分については公開すると。 

○一般参加者（満田） 何か非常に前向きなことを聞いたような気がしているのですが、

１点だけ、しつこいようで恐縮なのですが、ひょっとして微妙に違うことをおっしゃって

いるかもしれないという不安を抱かせているのは、タイミングについての言及が調査の実

施前というような表現が聞こえたような気がするのですが、私たちが提案しているのは…

… 

○原科座長 中身はこのとおりでしょう。スコープが環境社会配慮関係で、それ以外は大

体ここに書いてあることですよね。今の御説明はその部分だけ特に強調されたから。 

○事務局（廿枝） そこは環境社会配慮面についてのスクリーニングというか、そもそも

スクリーニング情報公開というのは協力準備調査が本格的に始まる前と考えております。

つまり、協力準備調査については、これまで説明しているとおり、始まる前にまず外務省

と協議し、これについては外交政策上協力準備調査をやっても問題なしということになれ

ば、今度は私どもとしてはＴＯＲの作成をやっていくわけです。ＴＯＲ作成をやる段階で

は、先ほどの上から２つ目の四角にあるような形で、可能な限り、場合によっては事務所

などを通じて現地の状況も把握した上で、当然我々としては手戻りのない調査にしたいで

すから、予算とにらめっこというところはありますけれども、ＴＯＲをつくって、案をつ

くって、しかもそれはまず相手国政府と協議しないといけないわけです。この場で何度も
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言いましたけれども、我々が勝手に乗り込んでいって調査するからということでやるわけ

にいかなくて、相手国としても、そういうＴＯＲであれば協力できる、こういうＴＯＲを

やってほしいとか、こういう情報なら出せる、出せないとか、場合によっては、協力準備

調査をやっていただけるならこの案件ではなくてこっちの案件にやっていただきたいとい

うようなローリングプランに戻るような議論だってあり得るわけです。だから、そこは外

務省と協議をし、それでよしということになれば、今度は相手国に行って案を示して、そ

の相手国とすり合わせをして、相手国としてもこういう調査であれば協力しましょうとい

うことになる。だから、その段階で、先ほど言ったような…… 

○原科座長 その段階というと、結局意思決定前という表現でいいわけですね。 

○事務局（廿枝） 協力準備調査のですか。 

○原科座長 実施の。 

○事務局（廿枝） いや、別に協力準備調査はたかだか調査ですから、その意思決定を

一々…… 

○原科座長 協力準備調査を行うことの意思決定の前ということは盛んに聞いているわけ

です。今のおっしゃった内容はそのように理解しましたけれども、そうではないのですか。 

○事務局（廿枝） そこは協力準備調査実施前に。 

○原科座長 実施をするという。本格的に行う前とおっしゃった。 

○事務局（廿枝） そうです。だから、協力準備調査をやると決めた後であっても、まだ

本格的な現地ミッションには行っていないというような段階を私どもとしては想定してい

ます。 

○原科座長 決める前ではないのですか。決めた後もまだ…… 

○事務局（廿枝） 調査自体の実施については決めた後ということもあり得ると思います。 

○原科座長 そこを正確にいかないとややこしくなりますね。 

 どうぞ。 

○福田委員 廿枝さんは先ほどから非常に丁寧に言葉を選んで、正確に意思決定前という

表現を避けているので、それは意思決定後だということをおっしゃっているのだと私は理

解しています。 

 私から２点あるのですけれども、なぜ意思決定前に情報公開すべきなのかということと、

それから全体の環境社会配慮調査の関係ということなのですけれども、まず、協力準備調

査をやる、やらないという判断についてのパブリックからのインプットというのはあって
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しかるべきだと私は思うのですね。それはただ単に調査だということもそうですが、され

ど調査なわけです。具体的にこの調査の中で報告書としてまとめられていた内容がその後

どのように使われるかというのもあるでしょうし、あるいは調査をやること自体がそもそ

もお金のむだだというような場合もあるでしょうし、この案件は私たちから見ても、どう

調査をしても地元の物すごい強い反対がある、あるいは重大な環境影響があるから、もう

調査をやるだけむだだよということはあるわけです。実際に私たちがあるＳＡＰＲＯＦの

案件で、ＳＡＰＲＯＦの案件をやろうとしている前に、こういう人たちがはなから反対の

声を上げているのでこれは無理なんじゃないですか、ちょっとその人たちに会ってくださ

いということを申し上げたら、ＪＢＩＣの人が実際に現地で、このＳＡＰＲＯＦが形成し

ようとしている事業について意見をお持ちのＮＧＯの方と会ってくださって、最終的にＳ

ＡＰＲＯＦ自体がキャンセルされたということを私自身も経験したことがあります。そう

いう意味では、調査をやるかどうかということそのものについても、私たちとしては調査

をやる意味もないぐらいひどいものはあると思っていますし、そこについては意見を言わ

せていただきたいと思っているというのが１つです。 

○原科座長 それは委員会で議論して決めることだから、我々でそういう判断をすればい

いのではないですか。事情は伺いましたから。インプットね。有識者委員会のここで議論

する…… 

○福田委員 最終的な結論はそうですが、ＪＢＩＣの皆さんがお持ちの問題意識というの

は、それはそれできちんと議論した上で私たち委員会として物を申すべきだと思いますの

で。それはそれで。 

○原科座長 では，福田委員の御意見について、そちらからもうちょっとインプットがあ

りますか。 

○ＪＢＩＣ（中澤） 先ほど松浦さんがおっしゃっていたことと類似ですけれども、例え

ば調査をやること自体もとんでもないというような案件がもしあるのであれば、それは当

然、我々新ＪＩＣＡの方でも情報収集をしているはずだと思いますし、仮にそれが御指摘

を受けてわかったのであれば、それはその段階でやめるなり改善策を考えていくのだと思

います。そういうことが何十件か何百件か、あるいは万が一あるためにすべてのプロセス

をおくらせるというのはやはりおかしいと思います。 

○原科座長 おくらせることにならないでしょう。３０日前に公表したら何でおくらせる

ことになるのですか。 
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○ＪＢＩＣ（中澤） ３０日をすべての案件について出すかどうかですか。 

○原科座長 前に出したからって、どうしておくらせることになるの。 

○ＪＢＩＣ（中澤） 迅速化の観点から申し上げれば、その３０日間を何かともかく重ね

られないかということなのです。 

○原科座長 それは全然理屈になりませんよ。 

○ＪＢＩＣ（中澤） どうしてですか。 

○原科座長 プレパレーションの最中で３０日早く公表するだけなのだから、それはおく

らせることにならないですよ。全然それは事実と合わない。プレパレーションしているわ

けでしょう。だから決定する３０日前に公表するだけですよ。おくらせるわけじゃないん

ですよ、それは。 

○福田委員 当初のＮＧＯの提案というのは、３０日前に実施計画書案というものをつく

って、そこで一たんセットした上でドラフトとして公開しろということになると思うので、

もしこれをそのままということであれば、それは確かにタイムラグがここで生じてくると

思います。例えばこれが協力準備調査をやろうとしている案件の国名、案件の名前、場所、

カテゴリ分類といった情報だけであった場合でもタイムラグというのは生じるのですか。 

○原科座長 生じないでしょう。 

○ＪＢＩＣ（中澤） そこはまさに中身によると思います。誤解のないように申し上げま

すと、ここにも書いていただいていますけれども、調査実施計画書案をつくるのに事前に

さまざまな準備があったりするわけですから、どこの段階とこの３０日なら３０日を重ね

合わせるかということは当然議論の対象としていいのだと思います。ただ、すべてＪＩＣ

Ａの方で準備が整ったと思った段階から３０日という話になりますと、それはやはり時間

的なおくれが生じる可能性はあると思っています。 

○原科座長 整った段階でしたらね。 

 どうぞ、満田さん。 

○一般参加者（満田） それでは確認なのですが、この当初のＮＧＯ提言の調査実施計画

書案というものを持ち出して、その公開を実施決定前にすべきだという提案内容になって

いるのですが、福田委員も申し上げましたとおり、私たちが協力準備調査の実施決定前に

いろいろ言いたいと思っていることは、案件名と案件概要、それからカテゴリ分類とかそ

の根拠などの情報があれば、協力準備調査をやるか否かとか、そこら辺のすごい根本的な

インプットいうのは恐らくできると思うのです。ＴＯＲとか調査の内容とかに関するイン
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プットは、またやると決まった後にでもインプット可能だと思っておりますので、可能性

としてなのですが、実施決定前に調査案件名、案件概要、カテゴリ分類及びその根拠あた

りの情報公開だったらできるのでしょうかという御質問と、もし難しいということであれ

ば、その理由をもう一度教えていただきたいのですが。お願いします。 

○原科座長 ＴＯＲ案以外なら公表できるのではないかという御質問ですね。 

○ＪＢＩＣ（中澤） 先ほど廿枝からも申し上げておりますけれども、この別添１の中で

「暫定的カテゴリ分類」―の公表という意味だと思いますけれども―と書いていただ

いているものをいかに、先生も御配慮いただいていますように、案件の実施が無為におく

れないようにどういう形で何かのプロセスと重ね合わせるなりということができるかとい

うことに尽きるのではないかと思います。それについては検討するというのが今の我々の

スタンスです。 

○一般参加者（満田） それ以外についてはどうでしょうか。 

○原科座長 では、もう一回中身を。 

○ＪＢＩＣ（中澤） 概要というのはどこまでを指しているイメージなのかにもよります

けれども、国名であったり、案件名であったり、どういう案件について協力準備調査を行

うかということに当然にくっついてくるような情報というのはそのとおりだと思いますけ

れども、環境社会配慮の検討のためということですので、環境社会配慮について検討して

いくのに必要な情報ということだとは思います。ただ、例えば発電所をつくるのかダムを

つくるのかとか、そもそもそういうのがわからなければ環境社会配慮のカテゴリ部類をし

たところで意味がないというのは、それはそのとおりだと思います。 

○原科座長 ＴＯＲ案という形では準備に時間がかかるから難しい点があるという御説明

で、それ以外はおおむね可能性があるというように理解しましたが、よろしいでしょうか。 

 では、そんなことで参ります。 

 あとの４番目、５番目はどうなりますか。ここできょうはおしまいにしましょう。４番

の点はいいのかな。どのようになりますか。３番目まで来ましたね。 

 満田さん、どうぞ。 

○一般参加者（満田） もはや時間がかなり過ぎておりますが、４点目につきましてはあ

る意味当たり前のことかなと思いつつ提案させていただいているのですが、実施決定に際

してプロジェクトの環境社会配慮面の検討を行い、意思決定に反映させるというポイント

です。 
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 ５番目につきましては、協力準備調査の実施決定後、調査実施計画書を公開するという

提案です。 

○原科座長 この件に関して、委員の方、御意見ございますか。 

 では、そちらから。 

○ＪＩＣＡ（植嶋） これは先ほどの話とリンクしていると思うのですけれども、協力準

備調査の調査実施計画書というのは、その調査にどのぐらいの予算を注ぎ込むとか、そう

いうことも入ってくると思うのです。したがって調査実施計画書という形での公開は難し

いと思います。ただ、既に先ほどの事業概要、案件概要というのですか、国名とか場所と

かカテゴリ分類とか、そういったものをできるだけ早い段階で公開していくということは

検討させていただきたいと思いますので、それをもってこの部分については対応したいと

思います。 

○原科座長 実施決定後の調査実施計画書の公表はできないけれども、最初の事前のより

は詳しいものが出せるだろうと、そんなことでしょうかね。 

○事務局（熊代） 追加なのですけれども、今回の話はもともとの論点整理表の３ページ、

４ページのところにＪＩＣＡのコメントを含めて書いていますので、これも今後参考にし

ていただけたらと思うのですが、実施計画書を見せるのは難しいと今お話ししましたけれ

ども、今まで何度も出ておりますように、公示案という形では調査概要というのが出てき

ますので、それは公表されるということだと思います。 

○原科座長 今の御説明でよろしいですか。 

 清水委員、どうぞ。 

○清水委員 公示案ですと、恐らく公示が終わった後消えてしまうわけですよね。―消

えないのですか。 

○ＪＩＣＡ（植嶋） 公示案というのは、通常、調査の開始の大体３カ月ぐらい前に、こ

うこうこういう案件を実施します、そのＴＯＲはこうこうこういう内容です、これに参加

する関心を持つコンサルタント等の方がいらっしゃればいつまでに関心表明を出してくだ

さいと、ウェブ上に載ります。これは私が知っている限り１年分ぐらいは過去の案件も全

部フォローできます。ですから、どういう案件がどういう内容でこれから行われるかとい

うのは、新ＪＩＣＡのホームページの案件公示情報のところをクリックしていただければ、

遅くとも２カ月ぐらい前にはすべて見ることができます。そしてこれが１年ぐらいずっと

ウェブ上でアベイラブルな状態が続くということでございます。ですから、それに基づい
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て、これが足りないんじゃないのとかいう御意見があれば、我々はその御意見を承ること

もできると思いますし、高梨さんなんかもよく御存じだと思いますけれども、実際に行っ

てみて、調査の段階で調査のＴＯＲを変えるということは頻繁にあるのですね。実務をや

っていると実はそっちの方が多い場合もありますので、必ずしも調査を始める前に完全な

ＴＯＲで始められるとは限りませんから、引き続きそういうアドバイスに基づいて調査の

変更等も考えられるというように考えています。 

○原科座長 高梨さん、どうぞ。 

○高梨委員 今の植嶋さんのお話に若干補足しますけれども、我々コンサルタントの場合

も、入札の案件を前倒しで、できるだけ早目に教えてほしいというのを実はずっと続けて

いまして、ＪＩＣＡさんにもそれにこたえていただいて、今の植嶋さんのお話にあったよ

うに、今年度どういう案件を入札にかけますよという予定案件を数カ月前に公示していた

だいています。そのデプスとか中身は満田さんが言われたように全部カバーしているわけ

ではないのですが、少なくとも概要はそこで押さえられるのと、２つ目に、公示の段階で

コンサルタントがプロポーザル等をまとめて参加するものですから、そこには必要な情報

は一通り全部出ています。ですから、今はそういう２段階で公示をしていただいておりま

す。 

 それから、ＴＯＲというのは、満田さんのお話を聞いていて我々と違和感があるなと思

ったのは、昔はそうだったのですけれども、ＪＩＣＡさんの方でコンサルタントのやる業

務を非常に細かく規定する傾向があったのです。例えば現地の調査についても、データは

どこどこの役所に行ってどういうデータを集めてきなさいというようなことがあり、プロ

ポーザルが５０ページの制限なのにＴＯＲが４０ページぐらいのものがあったりしました。

その後、ＪＩＣＡの方々と勉強会をやりまして、我々からお願いしたのは、ＪＩＣＡさん

はどういうものを期待しているか、最終的なアウトプットのビジョンを出してください、

そのやり方、方法論については私どもにお任せいただけないかという議論を大分しました。

ですから、満田さんが事前調査に行って細かく書くことがあるのではないかと言われたの

ですけれども、そこは現地での情報をできるだけいただければ、それに基づいてどういう

調査をしたらいいかという提案を我々はするので、余りＴＯＲを１つの方向に細かく書く

と逆にそれがミスリーディングになります。むしろ、例えばインセプションで現地に行っ

たときとか、途中段階のインテリム・レポートとか、そういう段階で徐々にＴＯＲを修正

したり内容を変えたりということをやっていく作業を一応やっています。御参考までに。 
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○原科座長 わかりました。どうもありがとうございました。 

 満田さん、どうぞ。 

○一般参加者（満田） 地球・人間環境フォーラムの満田です。 

 まず、私たちが提案の中でなぜＴＯＲにここまでこだわるかということは、耳にたこが

できるほどもう聞き飽きたと思われている方も多いかもしれないのですが、やはり環境社

会面での調査設計は重要だということと、今までの経験を踏まえて、決してコンサルタン

トの方の自由を縛るとかそういうことではなくて、幾らでも創意工夫に富む調査提案があ

り得ると思うのです。とはいうものの、最低限これをやらなくてはならないという調査の

全体像を描く上で、例えば、ある案件についてはしっかりとした生態系調査が必要である、

にもかかわらず機械的にＴＯＲをつくってしまったら数カ月間の調査になってしまう。実

は現場レベルでも生態系関係の情報はだれも調査していなかったのですが、それは本来で

あればしっかり調査すべきものであった。そこら辺をＤＦＲ段階で非常にいろいろな人が

指摘して、もう一度まじめに調査をやるとすればさらに非常に長い時間がかかってしまう

というようなこともあり得るという問題提起なのです。とりわけ調査期間というのは非常

に重要かなと思っていまして、要は、調査項目と調査期間というのはそもそも公示にかけ

る前の段階でしっかり検討しなくてはならないものであろうと思っております。調査項目

に調査期間はくっついてくると思うのですが、そういうことをいろいろ考えると、公示に

かけるからそれを見ればいいじゃないかという話でもないのかなと思っているのです。で

あるので、先ほどの繰り返しなのですが、先ほどは協力準備調査を実施するという決定の

前の話を議論していたと思うのですが、今議論しているのはその調査を実施する前の段階

の話で、やはり公示にかける前の段階で調査期間も含めたＴＯＲ案を公開していただきた

いと思っている次第です。 

○原科座長 今の件、どうぞ。 

○ＪＩＣＡ（植嶋） 今のお話をこう理解したのですけれども。公示にかけるＴＯＲ案を

セットするためにパブリックコメントをやって、セットしないと公示しちゃだめだよとお

っしゃっているのでしょうか。 

○一般参加者（満田） 正直申し上げて、公示との関係を私どもの中で厳密に議論したと

いうことではないのです。ただ、そのようにおっしゃるのであれば、とりわけカテゴリＡ

案件については、どの段階で調査期間など私たちが問題意識を感じているものがセットさ

れてしまうのかというところにかかっているような気がするのです。例えばすごく軽い協
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力準備調査を考えていた。ちょっと相場感がわからないのですが、数カ月で終わってしま

うようなものを考えていたところが、環境社会面で調査することは非常にたくさんあるべ

きだという指摘をもらった。調査期間も含めてかなり調査内容も見直さなければならない

ということが公示にかけた後で可能なのかどうかということなのだと思うのです。それは

契約変更すれば幾らでも可能なのだということになる―ちょっと契約の話はあれですが、

理論的には幾らでも変更可能だということになると思うのですが、通常は、そうは言いな

がらも難しいというタイミングがあるような気がするのです。そこら辺について、私たち

としてはとりわけ調査項目と期間ということを重要視している次第です。 

○原科座長 そういうことはわかります。そうすると、そのためにはパブコメをかけてち

ゃんとその意見を受けて対応しないとだめかという、その確認の御質問なので、その件は

どうですか。そのためにパブコメをこの段階でやらなければいけないという御提案ですか。 

○一般参加者（満田） ＴＯＲ案についてもパブリックレビューにかけるという意味では

そういうことです。 

○原科座長 ただ、パブコメでその後対応しろとはここには書いていないですよね。公開

すると書いてある。実施計画書を公表する。 

○ＪＩＣＡ（植嶋） 実施決定後に調査実施計画書を公開するという話から、だんだん上

流の方にまた戻っていってしまったのですけれども、公示の段階では調査期間も書かれま

すし、大体どれぐらいのマン・マンスを投入するかということも書かれますし、主要な調

査項目も書かれるわけですよね。それに基づいて、例えばこの案件ではこうこうこういう

環境社会配慮上の重要な考慮事項がありますよという御提言をいただければ、当然それを

ある段階で検討して、反映するかしないか考えることは十分可能だと思うのです。それを、

そうではなくて、そもそも公示するための案文を公示して議論百出するＴＯＲの設定にど

れだけの時間を費やすのかと考えると、もうそれだけで１年。協力準備調査のＴＯＲを設

定するだけで。要するに、この種の話はいろいろな立場の人たちがいろいろな見解、見識

をお持ちでしょうから、とても短時間でまとまるとは思えませんし、現実的な提案だとは

思えません。 

○原科座長 今、中川さんから手が挙がりました。 

○小林委員（代理：中川） 公示ということについてなのですけれども、例えば今みたい

な２年ぐらいかかるような調査だとか、３か月のような調査であっても、公示でどういう

問題があって、であるからどういう専門家が必要なのかということが、すべてＪＪＣＡ・
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ＪＢＩＣが持っている情報の限りというのが公示の情報の中に出てくるわけで、例えばこ

ういう発電所案件なのでこういう発電エンジニアと評価分析専門家と環境社会配慮専門家

が必要と、その理由も全部書いてあるわけで、例えばラムサール条約の湿地に建てるのに

こんなこともわかっていないなんてというようなことも、そういう公示情報をもとにして、

一般人、だれであってもアクセスして見て理解することはできるわけです。ＪＩＣＡの公

示で、例えばきちんとした応札者がいなかっただとかというので再公示、再々公示になっ

たりということもよくあると承知しておりますので、そこのところで公示を見た第三者か

ら、こんなに重要な湿地でこういう事業をやるのに環境社会配慮専門家のＴＯＲ、マン・

マンスがこんなのというのはおかしいんじゃないですかというような提言があった場合に

はそれを反映することは、実際にそういうことをやられた例があるどうかは存じ上げませ

んけれども、それは十分できるようなことであって、かつ、公示をパブコメにするという

ことになるといろいろな問題が出てくるとは思うのですけれども、そういう問題も回避す

ることができていいのではないか。今の公示の内容だと、短期間の小規模な調査であれば

全部ウェブサイトでアクセス可能ですが、ちょっと大きいものだと関心表明を出したとこ

ろしか指示書をもらえないというようなやり方もあったと思うので、そういうコンサルタ

ント、応札しようと考えている人たち以外への情報アクセスをどうにかするということは

改善の余地はあるかもしれませんが、今既にある公示情報の活用でかなりの部分、環境社

会配慮の専門家のＴＯＲ、マン・マンスについての懸念というのも対応できる余地が大き

いのではないかと考えています。 

○原科座長 既存の公示情報の活用で対応できるのではないかと。それはどうでしょう。

そういうのはできますか。パブコメで意見を受けて対応しようということになるのかな。 

○ＪＩＣＡ（植嶋） 業務フローを検討しているグループなので、それがパブコメの対象

になるかどうかというのはちょっとあれですが、意見があればどんどん出してもらえばい

いのではないかなと。 

○原科座長 出してもらえばいいというか、その受け取るチャネルがないと出していいか

わからないでしょう。だから、そういう仕組みを１つつくる。 

○ＪＩＣＡ（植嶋） そういう仕組みは、だからガイドラインというか、この…… 

○原科座長 ガイドラインで出てくれば、それはあり得ると。 

○ＪＢＩＣ（中澤） これまでの協力準備調査ではないですけれども、例えばＳＡＰＲＯ

Ｆとかでも、１回で環境社会配慮面がしっかり調査ができなかった場合に同じ案件につい
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て２本目の調査を打ったりということは当然あります。ですので、例えば、１年間ぐらい

さまざまな季節において川の流量を計測しなければいけないようなものについて３カ月と

いうことで公示がされていたというようなことで、それについていろいろ、公示段階であ

れ、調査の段階であれ御意見をいただいて、我々がそれについて説得されるようであれば、

それについての調査をやっていくということはあり得るのではないでしょうか。逆に言え

ば、それなしに意思決定をファイナライズすることはなかなかできないのではないかと思

っています。 

○吉田副座長 満田さんが心配するのもわからないではないのですけれども、協力準備調

査というのは大体において、今までのＪＩＣＡがその国でやっているセクターとか、そう

いう連続性の中で出てくることが多いと思うのです。突然新しいのがぽっと出てくるとい

うのは少なくて、継続性の中で出てくる案件というのがかなりだと私は理解しています。

そういう意味で言うと、もうちょっと協力準備調査に関係している専門家の知識とか経験

というものも尊重したりリスペクトしてもいいと思うのです。というのは、この段階は準

備調査で公示されて、恐らく公示されたところには、何かインクワイアリーがあったらこ

こにどうぞというアドレスも入っているはずですよね。そういう意味においてはオープン

ですし、準備調査の段階でファイナルもあるし、ドラフトもインセプションもある、そう

いうチェックポイントがたくさんあるということ、それから、それが実際の資金に結びつ

く段階でももう１つもっとバリアがある。そういういろいろなバリアを考えれば、私は、

最初に概要が出た段階、それから公示される段階で対応が可能なのではないかという気が

します。 

 もう１つは、環境社会配慮というのは実は、ここでフィージビリティというのが主な事

業だと思うのですけれども、Ｆ／Ｓで入ってくる構造物とかサイトとか、さまざまな要因

によってすごく変わるものだと思うのです。ですから、それはまさに準備調査をする段階

で、さまざまな設計オプションがあって、サイトオプションがあって、あるいはストラク

チャーのオプションがあってという中で、それと連動する形で環境社会配慮というのは強

くリンクしていると思うのです。ですから、最初にすべてあればそのとおりでやっていく

と、かえって型にはまってしまって、それで身動きできないというマイナスの面もあるよ

うな気がして、むしろインセプションとかプログレス・レポートとか、そういう段階に応

じて対応していくのが筋ではないかと思います。 

○原科座長 では、どうぞ。 
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○一般参加者（満田） たびたび済みません。地球・人間環境フォーラムの満田です。 

 私の理解では、吉田先生がおっしゃるのもごもっとものような気がするのですが、イン

セプションとかインテリムとかいうものについては、協力準備調査の中で必ず公開される

ものかどうか、そもそも必ずつくられるものかどうかというのは私としては承知していな

いといいますか、そこら辺については明らかになっていないという認識でございます。 

 それから、いろいろなオプションの中で最適オプションが選ばれていくべきだという点

についてはまさにおっしゃるとおりだとも思うのですが、とはいうものの、協力準備調査

は今までのＪＩＣＡの開調とは違いまして、円借款案件あるいは無償資金協力案件につな

げていくと、かなり……、うまく言えませんが、要は技術協力タイプの調査ではないのか

なと感じているので御提案させていただいた次第なのです。 

 情報公開に関しては、先ほど植嶋さん御指摘のように、実施検討段階では、先ほどの議

論の話と、では結局ＴＯＲはどこで公開されるのだというような話が、公示の話と一緒に

今議論されているわけですが、すごく関連性のある話だと思っています。私は、やはりＴ

ＯＲ案というものはどこかで公開され、インプットもしたいし、そのインプットを歓迎す

る旨をどこかに書いてほしいですし、とは言うもののいろいろな意味でパブリックレビュ

ーにかけることが難しいということであれば、と言いますか、これは後ほど議論されるべ

きことだと思うのですが、例えば私どもは審査会の中で見ていくものの１つとしてＴＯＲ

案を提案させていただいていますので、そういう意味での専門家なり外部からの意見を取

り入れる余地はあるのかなとも思っていますので、そこら辺は全部関連した話だと思って

います。 

 情報公開に関して、これは自分でも言いながら混ぜてしまっているかなと思ったのです

が、私が今提案したかったのは、先ほどの実施決定前の情報公開と、今の最終的なＴＯＲ

をどうやって公開していくのかという話は、ＮＧＯ側としても練り直したような形で再提

案させていただければと思っているのですが、いかがでしょうか。 

○原科座長 では、今の２点に対して練り直してもう一回提案したいということでござい

ますが、皆さん、いかがでしょう。そんなことでよろしいですか。 

 それから、パプリックコメントというのはやはり手間がかかります。余りそういうのを

たくさんというわけにはいかないので、そのかわりに審査会が関与した方がうまくいくだ

ろうということですか。 

○一般参加者（満田） はい。 
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○原科座長 わかりました。 

 それでは、一応２ぺージについては一通り議論が終わったと考えてよろしいですね。 

 

（３）第１７回の議題について 

 

○原科座長 時間も大分オーバーしましたので、きょうはここまでにしたいと思いますけ

れども、大分残ってしまったものですからね。きょう予定しておりました論点に関する議

論はまだ残っているかな。今ので終わったのかな。諮問機関がまだありましたね、一番大

事なのが。それから補足調査について御説明いただく予定だった、これもちょっといけな

いですね。 

○福田委員 あと、無償資金協力の審査のタイミングとかについても、きょうの話を受け

て次回改めてお話しさせていただければと思うのですが。 

○原科座長 では、次回はどうしましょう。どういうぐあいに進めましょうかね。 

○清水委員 済みません、非常に申し上げにくいのですけれども、きょう論点の追加を私

から１点させていただいておりまして。 

○原科座長 どこにありましたっけ。 

○清水委員 当日配布させていただいたのですけれども、意思決定後の情報公開というこ

とと、満田さんからお話があるかもしれませんけれども、情報公開のタイミングというこ

とで、２点だけ追加論点がございます。 

○原科座長 FoE Japan からのですか。 

○清水委員 はい。これが私からで、このタイミングになってしまって大変申しわけござ

いませんけれども、これも議論させていただけるようお願いいたします。 

○原科座長 この件はどうしましょう。 

 満田さん、どうぞ。 

○一般参加者（満田） 地球・人間環境フォーラムの満田です。 

 私の方も大変申しわけないことながらペーパーを出させていただいておりますが、これ

の理由としては、ＮＧＯ提言の中には早期の情報公開ということでローリングプランの公

開ですとか提案させていただいていたのですが、それについてはどうやらガイドラインの

スコープ外かもしれないということになりつつあるので、改めて情報公開のタイミングと

いうことについて提案させていただいております。これは私の個人的な提案です。清水委
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員の出した情報公開の話とも絡んでいますので、合わせて１本みたいな形で、別々なので

すが、議論させていただければと考えております。 

○原科座長 後でまたごたごた時間がかかってもしようがないので議論せざるを得ないと

思いますけれども、ただ、私の予定では、次回で区切りをつけて、これまでの議論の論点

の整理をある程度してと思っておりましたのですけれども、そういう時間は今のがたくさ

んありますとちょっと難しいかな。この件で今何かありますか。 

 では、今の論点の追加に関してはよろしいですか。 

 そうすると、次回は、審査諮問機関と、今の追加論点と、異議申し立てもあったかな。 

○福田委員 審査諮問機関についてはというのは、具体的に……。 

○原科座長 法制度機能。 

○福田委員 これは確認なのですけれども、以前熊代さんにお伺いしたのですが、審査諮

問機関についてはガイドライン全体を議論する中でまた別途時間を設けて議論した方がい

いのかなという気もするのですが。次回、何か原案をだれか提案するのかとか、ちょっと

次回議論するのは難しいのかなという気がします。 

○事務局（熊代） 私、この前話したときに、この有識者委員会の議論の対象はガイドラ

インに関することで、それ以上のことは有識者委員会の範囲ではないという説明をしたの

で、福田さんの方はそれならということで出しておられると思うのですが、事務局でも話

したのですけれども、審査諮問機関の役割とか機能と内容いうのは比較的リンクしている

ので、スパッと切って後でというのもなかなか難しいのかなとは思います。いつ話すかと

いうことですよね。福田さんが言われたみたいに、一たんガイドラインの話が終わって、

例えば１月とかのころに話すというのはちょっとどうかなという感じもあって。ガイドラ

インにどこまで書くかという話はもちろんあるのですけれども、ある程度機能と内容とい

うのはリンクしているので、引き続きそこはリンクして話した方がいいのではないかとは

思っています。 

○事務局（廿枝） 今の想定だと、来週の月曜日、２９日に第１７回をやったら、１カ月

ぐらいあけて、中間報告書の取りまとめとかに充てようかと。我々は我々で新ＪＩＣＡ発

足でバタバタしているというのもあって。これは我々の都合なのであれなのですけれども。

来週私どもから説明しなければいけないのは、前から言っている１０月１日以降の当面の

措置ですね。新しいガイドラインができるまでの。これはやはり御説明しないといけない

のかなと。もし１０月の上旬とか中旬にもう一回やるというのだったらそのときでもいい
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のかもしれませんが、とりあえず来週以降は１カ月ぐらいあくという前提であれば、やは

り来週説明した方がいいだろうと。あとは、本日の協力準備調査の議論の残りも来週やる

ことになるのですよね。そうすると、あとは現地調査の報告の、これは概要だけでしょう

けれどもやるということで、あと、本日追加いただいた情報公開に関する論点も、可能で

あれば、もしその後１カ月ぐらいあけるという前提であれば、次回やるということだとす

ると、それだけで目いっぱいかなという感じがしていて、審査会については、もちろんこ

れは非常に重要なイシューですが、何はともあれ数回前の委員会で一度議論はしたという

ことで、そのときの議論としては、今のＪＩＣＡのやり方に有償資金協力が加わるという

ことだとすると、相当そのやり方、機能についても見直さなければいけないかもしれない

ということだったので。 

○原科座長 これまで議論したことをある程度まとめる格好になるかな。 

○事務局（廿枝）審査会の話は、せっかく皆さん集まって御議論いただくというであれば、

もうちょっと我々の方でどのような審査会としての機能があり得るのかというのを検討し

た上で具体的な御提案をした方がいいかなという感じはするのです。それを来週の２９日

までにまとめるのはなかなか難しいし、先ほど言いましたように２９日は審査会以外にも

盛りだくさんなので。 

○原科座長 では、審査会に関しては余り時間を取れそうもありませんから、これまでの

この委員会での議論を整理するぐらいがいいところかなという感じですか。 

○福田委員 今の熊代さんと廿枝さんの話をまとめるに、具体的にどのようにガイドライ

ンに盛り込んでいくのかというのは、余り遅くないときに改めてそれぞれ案を持ち寄って

議論する場を設けるということで、それは別に１２月とか１月とかそういうタイミングで

はなくということだと思います。 

○原科座長 もっと早くやらないといけないですね。中間報告を我々委員会でまとめます

から、有識者４名で、その辺はむしろ我々で議論して少し案を出してもいいです。 

 疲れましたね。もう７時半になってしまう。では、きょうはこの辺にしましょうか。 

 では、今度は我々学識４名で頑張らなければいけないですね。 

○吉田副座長 ２９日はだめだ。 

○原科座長 ２９日は無理だから、中間報告書案をつくって…… 

○北村委員 済みません。先ほど日程調整を巡ってちょっと大人げない対応をしてしまい

ましたけれども、実は来週から国会が始まることもあり、外務省関係者の日程を調整して
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この有識者委員会に連れてくるのは結構しんどいのです。その場合、積み残しの回答につ

いては、文書の形で御容赦いただきたいと思います。 

○原科座長 その前にやり取りしていただいてね。そんなことでいいですか。それまでに

情報、御質問いただいて。そのとおりですね。 

 それでは、次回は２９日でございます。時間はどうしましょう。１時半から５時半まで

ですけれども。少し余分に取りますか。１時－６時とか。それ以上はしんどいですよね。

１時半スタートで、後ろをちょっと延ばしますか。 

○事務局（熊代） それで多目に取っておくということで。 

○原科座長 では、次回はこのようなことでいろいろありますので、１時半スタートは同

じで、予定では５時半終わりでございましたけれども、１時間程度延長して６時半という

ようなことでさせていただきます。早く終わればそれにこしたことはないのですが、延長

戦は１時間ぐらいあり得るということでお考えください。 

 では、７時半ちょっと前になりましたので、きょうはこの辺にいたします。どうもあり

がとうございました。 

 

午後７時１９分 閉会 

 


